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Ⅰ 全般的事項
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‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７．公立小・小中学校教員の年齢構成の推移 4
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●大学における養成が原則
●教職課程の認定を受けた学科等において、教科に関する科目、教職に関する科目などを修得することにより、採用当初から学級や教科を担任し、教
科指導、生徒指導等を実践するために必要な最小限の資質能力を養成
●教員養成課程の改善（「教職実践演習」の導入等）
●教職大学院の設置
・大学院設置段階における教員養成課程を充実し、高度かつ実践的な教員養成を行う

●都道府県教育委員会等における研修
・初任者研修 ・１０年経験者研修 ・教職経験者研修 等
●国（教員研修センター）における研修
・各地域において中心的な役割を担う教職員に対する学校管理研修
・喫緊の重要課題研修 等

●指導が不適切な教員に対する人事管理システムの適切な運用
●新しい教員評価システム ●優秀教員表彰

教員の資質能力の向上については、日頃の教育実践や教員自身の研鑽を基本としつつ大学等における「養成」、都道府県・指定都市教育委員会
等による「採用」、そして教員になってからの「研修」という各段階を通じて、様々な施策が体系的に行われている。

●都道府県・指定都市教育委員会等において採用選考試験を実施
●多面的な人物評価の一層の推進
・面接試験・実技試験の重視 ・様々な社会体験等の評価

採用 研修

適切な人事管理

教員養成・採用・研修等の各段階を通じた教員の資質向上

●平成２２年６月より「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会において
審議中（平成23年1月に審議経過報告をとりまとめ）
【審議経過報告の主な内容】
① 教員養成の修士レベル化について、今後検討を進める
② その際、例えば、当面は学士課程修了者に「基礎免許状（仮称）」を付与し、教員として採用された後に、必要な課程等を修了すれば、修士レベル
の資格である「一般免許状（仮称）」を付与することも検討する
③ また、「専門免許状（仮称）」を創設することについて検討する
④ なお、教員免許更新制については、教員が教職生活の全体を通じて自発的かつ不断に専門性を高めることを支援する新たな制度への移行も視野
に入れて検討を進める

○平成23年6月 基本制度ワーキンググループ設置

養成

Ⅰ－１．教員の資質の向上について

●教員が定期的に最新の知識技能を身につけることで教員が自信と
誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることが目的
●免許状に１０年の有効期間を定める

教員免許更新制

教員の資質能力の総合的な向上方策の検討

Ⅰ－２．現在の教員の資質向上等のイメージ
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Ⅰ－３．諸外国における教員養成・免許制度について

観察・指導付き実習

(修士1，2年対象）

‥上限6週間

責任実習

（修士2年対象）

‥上限6週間

・修士号取得者又は、
修士課程第2学年在
学者を対象に教員
採用試験を実施

・初任1年目終了後、
審査により、正規教
員の資格授与

無（教員採用試験合
格後、1年間非正規
公務員として学校に
配属、勤務の3分の1
を研修に充当）

有（教員採用試験）

修士課程(2年)

フランス

約半年間(タンペレ
大学初等教育教員
養成課程の場合。）

・修士号（初等教育
教員は教育学専攻、
中等教育教員は教
職科目履修を含む
各領域専攻）が教員
免許に相当

無

無

大学の教員養成課
程（５年）

フィンランド

幼・小・中学校

・・・・４週間

高等学校

・・・・２週間

学士課程（３年）

・・・・１４週間

修士課程（１～２年）

・・・・ ４週間

計 １８週間
（ニーダーザクセン州の場
合。州により異なる。）

４年制養成課程

・・・・３２週間以上

教職専門課程

・・・・１８～２４週間

１２週間以上が２２
州（２００２年。州に
より異なる。）

教育
実習
期間

・大学での所要単位
及び学士等の資格
を得た者に授与（申
請により都道府県教
育委員会が授与）

・学校種、教科別の
免許状で専修、一種、
二種の３種類

・第二次国家試験合
格後に州が資格を
認定

・学校種類別の資格
を認める州と教育段
階別の資格を認める
州がある

・教育大臣が認定した
養成課程の修了者に
正教員としての資格が
与えられる

・学校種、教科の別は
ない

・州が免許状を発行

・免許状は教育段階
別。（一般に初等教
員免許状、中等教員
免許状）

免許
等

無（１年間の条件附
採用期間と初任者
研修を義務）

有（第一次国家試験
合格又は修士号取
得後に１～２年）

無無試補
勤務

無有（第一次国家試験
又は修士号取得試
験、及び第二次国家
試験）

無有（試験の方法・内
容は州により異な
る）

資格
試験

大学（４年）における
教員養成が標準

大学の教員養成課
程（３．５年～５年）

高等教育機関の教員
養成課程（３～４年）又
は学士取得者を対象と
した教職専門課程（１
年）

４年制大学（４年間
の学士号取得課程
が主流であるが、延
長型の５年課程や大
学院課程もある）

養成
機関

日本ドイツイギリスアメリカ

◎採用選考の改善・充実
・人物評価の一層の充実
・教職課程の履修状況の適切な評価

・採用スケジュール全体の早期化
・受験年齢制限の緩和・撤廃、民間企業
経験者や退職教員の活用等、多様な人
材の登用促進等

◎現職研修の改善・充実
・１０年経験者研修の内容等の見直し
◎人事管理の改善・充実
・条件附採用制度の厳格な運用や、指導力不足教員に
対する人事管理システムによる分限制度の厳格な適用
を一層推進
◎教員評価の推進
・一人一人の教員の能力や業績を適正に評価し、その結
果を処遇に適切に反映

◎教職課程の質的水準の向上
（上記と同じ。）

◎教職大学院の設置
（上記と同じ。）

【養成段階】

教員のライフステ－ジ 【採用段階】 【現職段階】

現在、教員に最も求められていることは、広く国民や社会から尊敬と信頼を得られる存在となること。養成、採用、研修等の改革を総合的に進める必要があるが、とりわけ教員
養成・免許制度の改革は、他の改革の出発点に位置付けられるものであり、重要。

改革の方向改革の方向

①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を確実に身に付けさせるものに改革する。①大学の教職課程を、教員として必要な資質能力を確実に身に付けさせるものに改革する。 ②教員免許状を、教職生活の全体を通じて、教員として必要な資質能力を
確実に保証するものに改革する。

②教員免許状を、教職生活の全体を通じて、教員として必要な資質能力を
確実に保証するものに改革する。

改革の具体的方策改革の具体的方策

１：教職課程の質的水準の向上１：教職課程の質的水準の向上 ２：教職大学院制度の創設２：教職大学院制度の創設 ３：教員免許更新制の導入３：教員免許更新制の導入 ４：その他４：その他

◆趣旨
免許状に有効期限を付し、免許状の取得後も、そ
の時々で求められる教員として必要な資質能力が保
持されるよう、定期的に必要な刷新（リニューアル）を
図るための制度として、更新制を導入

◆免許状の有効期限 １０年間

◆上進制度

勤務実績を適
切に評価する方
向で改善

◆取上げ事由
の強化

分限免職処分
を受けた者の免
許状の取上げを
可能とする方向
で強化

改革の重要性改革の重要性

・「教職指導」の実施を法令上、明確化
教職課程全体を通じて、学生に対するきめ細かい指
導、助言、援助を充実

◆教職課程に係る事後評価機能や認定審査の充実
是正勧告や認定取消を可能とする仕組みの整備

・「教職実践演習（仮称）」の新設・必修化（２単位）「使
命感や責任感、教育的愛情等を持って、教科指導、生徒
指導等を実践できる資質能力」を最終的に形成し、確認

◆更新の要件を満たさなかった場合、免許状は失効
（但し、同様の講習の受講により再授与の申請は可能）

◆更新要件
有効期限内に免許更新講習を受講・修了すること
（直近２年間で３０時間）
（講習は、使命感や責任感等をもって指導を実践でき
る力、その時々で必要な資質能力に刷新（リニューア
ル）する内容）

◆現職教員にも更新制を適用
免許状に有効期限は付さないが、１０年ごとに同様の

講習の受講を義務付け、修了しない場合は免許状は失効

◆名称 教職大学院

◆修業年限 標準２年

◆修了要件
２年以上在学し、４５単位以上修得（１０単位以
上は学校における実習）

◆教育課程・方法

・体系的に開設すべき授業科目の領域（５領域）を定

め、すべての領域にわたり授業科目を開設

・事例研究、フィールドワーク等

◆教員組織 実務家教員４割以上

◆目的・機能

－学部段階で責任を持って教員として必要な資質能力－学部段階で責任を持って教員として必要な資質能力

を確実に身に付けさせるための改革を確実に身に付けさせるための改革－
－より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し－より高度な専門性を備えた力量ある教員を養成し､､教職教職
課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設－課程改善のモデルとなる「教職大学院」制度の創設－

－養成段階を修了した後も、教員として－養成段階を修了した後も、教員として
必要な資質能力を確実に保証する－必要な資質能力を確実に保証する－

・実践的な指導力を備えた新人教員の養成

・現職教員を対象に、スクールリーダー（中核的・指導的
な役割を担う教員）の養成

◆大学における組織的指導体制の整備

・各大学の「教員養成カリキュラム委員会」の機能

の充実・強化

・教育実習における大学の責任ある対応を法令上、明
確化
大学の教員と実習校の教員が連携して指導能力、適性等
に問題のある学生は実習に出さない

Ⅰ－４．今後の教員養成・免許制度の在り方について（答申） 平成１８年７月１１日中央教育審議会



（平成２３年５月１日現在）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師（非常勤講師を除く。）、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数である。
※高等学校は、全日制課程、定時制課程及び通信制課程の合計数である。

（平成２３年度 学校基本調査報告書）

167,250 165,874925,291925,433 6,1046,0921,098,6451,097,339合計

(0.4%)(0.4%)(97.6%)(97.6%)(2.0%)(2.0%)
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(32.1%)(31.6%)(58.1%)(59.6%)(9.8%)(8.8%)
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(5.8%)(5.9%)(93.5%)(93.4%)(0.7%)(0.6%)

14,770 15,048 234,471 236,433 1,658 1,623 250,899253,104中学校

(1.1%)(1.1%)(98.5%)(98.5%)(0.4%)(0.4%)

4,445 4,584 413,473 413,024 1,858 1,859 419,776419,467小学校

(77.8%)(78.1%)(21.9%)(21.6%)(0.3%)(0.3%)
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20歳(平成63年度退職）
21歳(平成62年度退職）
22歳(平成61年度退職）
23歳(平成60年度退職）
24歳(平成59年度退職）
25歳(平成58年度退職）
26歳(平成57年度退職）
27歳(平成56年度退職）
28歳(平成55年度退職）
29歳(平成54年度退職）
30歳(平成53年度退職）
31歳(平成52年度退職）
32歳(平成51年度退職）
33歳(平成50年度退職）
34歳(平成49年度退職）
35歳(平成48年度退職）
36歳(平成47年度退職）
37歳(平成46年度退職）
38歳(平成45年度退職）
39歳(平成44年度退職）
40歳(平成43年度退職）
41歳(平成42年度退職）
42歳(平成41年度退職）
43歳(平成40年度退職）
44歳(平成39年度退職）
45歳(平成38年度退職）
46歳(平成37年度退職）
47歳(平成36年度退職）
48歳(平成35年度退職）
49歳(平成34年度退職）
50歳(平成33年度退職）
51歳(平成32年度退職）
52歳(平成31年度退職）
53歳(平成30年度退職）
54歳(平成29年度退職）
55歳(平成28年度退職）
56歳(平成27年度退職）
57歳(平成26年度退職）
58歳(平成25年度退職）
59歳(平成24年度退職）
60歳(平成23年度退職）

61歳以上

(人)【小学校】 354,573人 44.4歳
【中学校】 203,554人 44.3歳 文部科学省調べ【合計】 558,127人 44.4歳

Ⅰ－６．公立小・中学校年齢別教員数（平成24年3月31日）

50歳以上
20.0万人
（35.6％）

40～49歳
15.5万人
（27.7％）

30～39歳
11.8万人
（21.1％）

20～29歳
6.6万人
（11.8％）

※平成23年5月1日現在で在職する正規教員の数（校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師）

小学校
中学校
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小学校 中学校

39.5歳

39.6歳

40.5歳

41.8歳

43.4歳

39.2歳

39.1歳

39.7歳

40.4歳

41.8歳

平均年齢 平均年齢

44.1歳
42.9歳

44.4歳
43.8歳

44.4歳
44.2歳

出典：「学校教員統計調査」
（注）教員：校長、教頭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭

Ⅰ－７．公立小・中学校教員の年齢構成の推移

20代 30代 40代 50代
20代 30代 40代 50代

Ⅰ－８．学歴区分別の教員構成について（平成２２年度）

計

私立

公立

国立

計

私立

公立

国立

計

私立

公立

国立

計

私立

公立

国立

区分

０．２％０．４％３８．４％３２．０％１５．０％１４．０％
高
等
学
校

０．５％１．２％６９．８％９．２％１５．６％３．６％

０．６％１．４％７０．６％１４．９％９．９％２．６％

０．６％５．７％４９．３％６．０％３３．２％５．３％

０．７％１０．８％３０．５％０．４％５４．７％２．７％

０．３％３．７％１３．２％２．８％６６．４％１３．５％

小
学
校

０．３％５．６％５２．９％２．２％３５．４％３．６％

０．３％２．９％２８．１％５．６％４５．５％１７．６％

中
学
校

０．７％１０．８％３０．６％０．５％５４．５％２．８％

１．６％６９．４％１５．０％０．２％１３．３％０．５％

０．９％１４．７％１４．４％３．１％５５．７％１１．３％

幼
稚
園 ２．１％７５．４％１６．１％０．９％５．１％０．３％

６９．９％

５３．４％

６３．３％

１５．９％

大学

１．３％

５．３％

１．６％

７４．１％

短期大学

一般系教員養成系

１４．２％

３４．０％

１２．３％

６．８％

大学

０．３％３．２％３．７％

０．５％１０．７％３．３％

０．２％１８．４％４．１％

２．０％０．８％０．４％

その他大学院大学院

（文部科学省教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数の割合（抽出調査）



Ⅰ－９．公立小・中学校教員の最終学歴別教員構成
（平成２２年度・年齢区分別）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の合計数の割合である。（抽出調査）
※（ ）内の数字は、平成１９年度調査からの増減

25歳未満 53.3% (▲2.7%) 1.2% (0.0%) 52.1% (▲2.7%) 0.0% (▲0.1%) 46.7% (2.7%) 0.3% (▲0.2%) 43.4% (3.6%) 3.0% (▲0.6%)

25歳以上
30歳未満

51.1% (▲5.5%) 4.3% (▲0.4%) 46.7% (▲5.1%) 0.0% (▲0.0%) 48.9% (5.5%) 1.7% (▲0.2%) 44.5% (5.7%) 2.8% (▲0.0%)

30歳以上
35歳未満

52.5% (▲4.2%) 5.2% (0.8%) 47.3% (▲4.7%) 0.0% (▲0.3%) 47.5% (4.2%) 2.6% (0.6%) 40.8% (5.9%) 4.0% (▲2.3%)

35歳以上
40歳未満

53.5% (▲4.4%) 4.4% (1.2%) 49.2% (▲5.3%) 0.0% (▲0.3%) 46.5% (4.4%) 1.7% (0.7%) 36.4% (3.8%) 8.4% (▲0.1%)

40歳以上
45歳未満

57.3% (▲1.7%) 3.4% (0.7%) 53.9% (▲2.0%) 0.0% (▲0.4%) 42.7% (1.7%) 0.8% (0.3%) 31.8% (0.5%) 10.1% (0.9%)

45歳以上
50歳未満

54.2% (4.3%) 2.7% (0.3%) 51.4% (4.4%) 0.0% (▲0.4%) 45.8% (▲4.3%) 0.5% (0.1%) 34.4% (▲3.6%) 10.9% (▲0.7%)

50歳以上
55歳未満

46.8% (0.6%) 2.1% (0.3%) 44.6% (1.6%) 0.0% (▲1.4%) 53.2% (▲0.6%) 0.6% (▲0.0%) 40.3% (▲0.2%) 12.3% (▲0.3%)

55歳以上
60歳未満

44.0% (▲2.0%) 1.6% (0.4%) 42.1% (▲1.4%) 0.3% (▲1.1%) 56.0% (2.0%) 0.7% (▲0.1%) 41.7% (3.1%) 13.6% (▲1.0%)

60歳以上 44.4% (▲8.9%) 0.3% (▲0.3%) 43.9% (▲8.3%) 0.2% (▲0.4%) 55.6% (8.9%) 1.1% (0.9%) 42.1% (8.2%) 12.4% (▲0.1%)

計 50.9% (▲1.6%) 3.0% (0.4%) 47.8% (▲1.4%) 0.1% (▲0.6%) 49.1% (1.6%) 1.1% (0.2%) 38.6% (1.9%) 9.5% (▲0.5%)

教員養成系 一般系

大学 短大その他大学院 大学 短大その他
年齢区分

大学院

4 4 4 4 5 5 6 7
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100%18歳人口

短大＋大学入学者数

免許状取得者数

短大・大学人口に占める、免許
取得者の割合

１８歳人口に占める、免許取得
者の割合
大学・短大進学率

収容力

教員免許状取得者数（万人）

短大＋大学入学者数（万人）

18歳人口（万人）

●　18歳人口　＝　３年前の中学校卒業者及び中等教育学校前期課程修了者数

●　進学率  　＝　当該年度の大学・短大の入学者数

　　　　　　　　　　　　　　18歳人口

●　収容力　　＝　当該年度の大学・短大入学者数

　　　　　　　　　当該年度の大学・短大志願者数 収容力（大学＋短大）

進学率（大学＋短

大学：50.9%

短大： 5.9%

（年度）

92．4%

56．8%

16．17%

8．95%

Ⅰ－10．18歳人口の推移等について



教員は、教育職員免許法により授与される各相当の
免許状を有する者でなければならない（免許法第３条第
１項）。

教員は、教育職員免許法により授与される各相当の
免許状を有する者でなければならない（免許法第３条第
１項）。

１．免許状主義と開放制の原則

免許状主義免許状主義

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学と
がそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

我が国の教員養成は、一般大学と教員養成系大学と
がそれぞれの特色を発揮しつつ行っている。

開放制の原則開放制の原則

①普通免許状

（有効期間１０年）

① 普通免許状

（有効期間１０年）
② 特別免許状

（有効期間１０年）

② 特別免許状

（有効期間１０年）
③ 臨時免許状

（有効期限３年）

③臨時免許状

（有効期限３年）

それぞれ学校種別 （ 中学校・高等学校については教科別 ） ※詳細は別紙

○ 授与権者

都道府県教育委員会

○ 免許状の有効範囲

・普通免許状 ： 全ての都道府県

・特別免許状 授与を受けた
都道府県内

・臨時免許状

専修免許状（修士課程修了程度）専修免許状（修士課程修了程度）

一種免許状（大学卒業程度）一種免許状（大学卒業程度）

二種免許状（短大卒業程度）二種免許状（短大卒業程度）

Ⅱ－１．教員養成・免許制度について

２．免許状の種類

① 「大学における養成」が基本。

② 現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験を積み、大学等で所要単位を修得した者に、上位免許状を授与する途を
開いている。

① 「大学における養成」が基本。

② 現職教員の自主的な研鑽を促すため、一定の教職経験を積み、大学等で所要単位を修得した者に、上位免許状を授与する途を
開いている。

学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒教科に関する科目

教職に関する科目

普通免許状普通免許状 Ｈ２２年度授与件数： ２０３，８９６件

（内訳） 専修免許状： １４，９０１件 一種免許状：１４９，０３６件 二種免許状： ３９，９５９件

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外
的に授与する「助教諭」の免許状

○ 授与要件

都道府県教育委員会が行う教育職員検定（人物・
学力・実務・身体）の合格

普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、例外
的に授与する「助教諭」の免許状

○ 授与要件

都道府県教育委員会が行う教育職員検定（人物・
学力・実務・身体）の合格

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ迎え入
れるため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格により授与
する「教諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

○ 授与要件
①担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること

②社会的信望及び教員の職務を行うのに必要な熱意と識見
を有すること

免許状を有しない優れた知識経験を有する社会人を学校現場へ迎え入
れるため、都道府県教育委員会が行う教育職員検定の合格により授与
する「教諭」の免許状（学校種及び教科ごとに授与）

○ 授与要件
①担当教科に関する専門的な知識経験や技能を有すること

②社会的信望及び教員の職務を行うのに必要な熱意と識見
を有すること

特別免許状特別免許状 臨時免許状臨時免許状Ｈ２２年度授与件数： ４５件

（平成元～Ｈ２２年度総授与件数：４５８件）

優れた社会人を学校現場へ迎え入れるため、免許

状を有しない者を教科等の一部領域（例：看護、芸

術等）を担任する非常勤講師に充てることができる。

優れた社会人を学校現場へ迎え入れるため、免許

状を有しない者を教科等の一部領域（例：看護、芸

術等）を担任する非常勤講師に充てることができる。

① 特別非常勤講師①特別非常勤講師

中学校や高等学校の教諭の免許状を有する者は、小学校において、相当する教

科等の教諭等となることができる。（例：中学校の理科の教員が、小学校の理科授

業を行う）
高等学校の専門教科等の免許状を有する者は、中学校において、相当する教科
等の教諭等となることができる。

中学校や高等学校の教諭の免許状を有する者は、小学校において、相当する教

科等の教諭等となることができる。（例：中学校の理科の教員が、小学校の理科授

業を行う）
高等学校の専門教科等の免許状を有する者は、中学校において、相当する教科
等の教諭等となることができる。

② 専科担任制度②専科担任制度

３．免許状主義の例外

Ｈ２２年度授与件数：９，３７１件
（前年度９，５５２件）

Ｈ２２年度届出件数：１９，９２４件
（前年度２０，２９８件）

中学校免許状による小学校専科担任数 4,554件（3,679件）
高等学校免許状による小学校専科担任数 922件（ 678件）
高等学校免許状による中学校専科担任数 213件（ 75件）

平成22年度 専科担任件数 ※（ ）内は前年度



栄養教諭免許状

養護教諭免許状

視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育特別支援学校自立活動教諭免許
状

理療、理学療法、音楽、理容、特殊技芸（美術、工芸、被服）特別支援学校自立教科教諭免許
状

視覚、聴覚、知的障害、肢体不自由、病弱者特別支援学校教諭免許状

国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護
実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、
水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語（英語、ドイツ語、フ
ランス語その他の外国語に分ける。）、宗教、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デ
ザイン、情報処理、計算実務

高等学校教諭免許状

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業
実習、外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。）、宗教

中学校教諭免許状

小学校教諭免許状

幼稚園教諭免許状

（別紙）
普通免許状の種類について

※ それぞれ専修免許状（修士課程修了程度）、一種免許状（大学卒業程度）、二種免許状（短大卒業程度）に分かれる

Ⅱ－２．教員免許状の授与件数

５８９４９特別支援学校自立教科等

７，９２８３，９１２３，７６５２５１特別支援学校

合 計二種免許状一種免許状専修免許状区 分

４，７８５１，８７６２，７８７１２２養護教諭

６８，８３８６１，６４６７，１９２高等学校

２０３，８９６３９，９５９１４９，０３６１４，９０１合計

２，６８０１，０３７１，６２４１９栄養教諭

２７，４７０５，５０７２０，３４５１，６１８小学校

３８，８６３２４，８６０１３，７４５２５８幼稚園

中学校 ４５，０７５５，４４１ ５３，２７４２，７５８

注：特別免許状及び臨時免許状は除く。 （教職員課調べ）

（平成２２年度）

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数



Ⅱ－３．専修免許状の授与件数の推移

［ １００］

［ ０．１］

［ ０．９］

［ ２．３］

［４８．０］

［３５．５］

［１１．５］

［１．８］

４５１

１４，５８８

０

１２

５９

１２６

５

３３１

２０７

７，０００

６４

５，１７７

１００

１，６８２

１６

２６０

２１年度

［ １００］１４，９０１［ １００］１５，５９９［ １００］１５，６５９［ １００］１５，４４５合計

上進による授与件数

特別支援学校

高等学校

中学校

小学校

幼稚園

００５０上進による授与件数

４９８７８１９２上進による授与件数

１３２０３４４上進による授与件数

１７１２８９２９９３２９上進による授与件数

６７７９８２１２１上進による授与件数

７４１１５１４０１３５上進による授与件数

７５１０１０

［ ０．１］

［ ０．９］

［ ２．０］

［５０．５］

［３４．４］

［１０．２］

［ １．９］

６２０

１１

１４８

３０８

７，９０８

５，３８７

１，５９２

３０５

１９年度

［ ０．１］

［ １．１］

［ ２．２］

［４９．６］

［３５．０］

［１０．４］

［ １．７］

５９５

１３

１６９

３３９

７，７３６

５，４５４

１，６２１

２６７

２０年度

［ ０．１］１９［ ０］４栄養教諭

［ １．７］２５１［ ３．３］５０９

２２年度１８年度区 分

［ ０．８］１２２［ １．０］１５１養護教諭

［４９．３］７，１９２［５０．９］７，８５９

３８２７３１上進による授与件数

［１１．１］１，６１８［ ９．２］１，４２１

［ １．８］２５８［ １．６］２４０

［３４．１］５，２６１ ［３７．３］５，４４１

注１：［ ］内は当該年度における専修免許状授与件数に対する割合（％）である。
注２：「上進による授与件数」は、専修免許状の授与件数のうち、現職教員の上進制度により専修免許状が授与された件数である。（１５年０単
位による取得を除く。）

（教職員課調べ）

注１：教職経験１５年による一種免許状（高等学校は専修免許状）を除く。
２：特別支援学校免許状は１７年度及び１８年度は、盲・聾・養護学校の学校種ごとの免許状の合計で、盲学校及び聾学校の特殊

教科に係るものを除く。

（教職員課調べ）

３，２４８３，６１５５９８２０４１１６５６４７６０５１０００２１５１６21年度

二種一種専修一種専修二種一種専修二種一種専修二種一種専修

７４

１１５

１４０

１３５

１８６

小学校

６

２

７

７

７

１８４

２７７

２２５

１８４

１７３

７

５

１０

１０

３

幼稚園

２２年度

２０年度

１９年度

１８年度

１７年度

区分

年度

１

６

４

１０

４

１７５

２１４

２５７

３０９

３５４

６７

７９

８２

１２１

１１２

中学校

１０

２７

１０

５

２３

５６８

８９４

１，０５０

１，３９４

１，５５５

３，６５８２１１１３９２１７１

１７９１９６２０９８２８９

５６８３１００２９９

１１，７８０６７０４４１３５３２８

４，８１４２３３２０１４４３４６

特別支援学校高等学校

３，２６９１，５３７４４８３０１３２７２５９２１年度

二種一種専修一種専修二種一種専修

６

１０

８

１６

１１

２６０

３７７

３５７

４１７

５６７

４９

８７

８１

９２

７７

養護教諭

２２年度

２０年度

１９年度

１８年度

１７年度

区分

年度

３，６８１１，４９３３８１３０

３，６６０２，０６１５９５５０

１，０９０２，０５８６２０１５

１１，８１８３，１０９７３０００

４，８５９３，０２６７４４００

合計栄養教諭 ※幼稚園、小学校、中学校、養護教諭の二種免許状及び
高等学校一種免許状は、それぞれ臨時免許状からの取
得件数である。

※特別支援学校二種免許状は、幼稚園、小学校、中学校
又は高等学校の教諭の普通免許状を所有する教員が、
取得した件数である。

Ⅱ－４．現職教育による上位の免許状の取得状況



Ⅱ－５．免許状取得者数及び教員採用者数について

４０,１５８１１７,９０３平成１７年度

４６,２０６１１０,６８９平成２０年度

２６,８９５１１５,６６９平成１１年度

３３,５８６１２８,３４２平成 ５年度

４４,２２８１４２,１５２昭和６２年度

５６,５９１１６８,４３３昭和５６年度

５３,４１３１５２,９１５昭和５０年度

３６,７４７※１３１,９７３昭和４４年度

３２,９３６４９,４６４昭和３９年度

教員採用者数（人）免許状取得者実数（人）授与年度

○「免許状取得者実数」は、各年度に課程認定大学を卒業した者で、教員免許状を取得した者の数である。（教職員課調べ）
○「教員採用者数」は、国・公・私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校において、教諭、講師、養護教諭又は
栄養教諭として、授与年度の翌年度に採用された者の数である。（※昭和４４年度については、国立の学校及び私立の小学校、中学校及び特別支
援学校を含まない。）（学校教員統計調査）

2,0973,3056,558

高等学校中学校小学校

・Ｈ２０学校種別教育職員免許状取得者数
（教職員課調べ）

・Ｈ２１新規学卒者の学校種別教員採用者数
（国公私立学校の計） （H22年度学校教員統計調査）

66,68250,04117,747

高等学校中学校小学校

＜参考＞

Ⅱ－６．特別免許状の授与件数の推移

６７

０

１６

１２

３８

７

４

０

０

21年度

１８４

０

３５

８０

４１

８

３

２

０

平成

元～17
年度

看護（8件）

英語（1件）

看護（14件）

理科、家庭、工業、
工業実習（各2件）

保健体育、農業、福
祉（各1件）

０００００私立

９５１１１６８９公立
特別支援学校

１３４９１４１５９私立

１８５２５１９３９１３公立

高等学校

１５０５１２公立
中学校

２００００私立

０００００公立
小学校

３７

４

18年度

計

私立

４５８４５５６６９

２７０２６

計

（Ｈ１～Ｈ２２の計）
２２年度20年度

19年
度



Ⅱ－７．養成機関別新規学卒者免許状取得者数①

小学校教諭免許状取得者数：２万０，１５３人

大学院
（６．２％）

学部
（９０．３％）

短期大学
（３．５％）

国立
教員養成系
（５．２％）

国立教員養成系
（４６．６％）

公私立大
（４２．１％）

国立
一般系
（１．７％）

国立一般系（０．４％）
公私立大 （０．６％）

中学校教諭免許状取得者数：４万７，５４１人

大学院
（９．２％）

学部
（８８．７％）

短期大学
（２．１％）

国立教員養成系
（２３．３％）

公私立大
（５８．９％）

国立一般系
（６．５％）

公私立大
（３．６％）

国立
一般系
（２．０％）

国立
教員養成系
（３．６％）

高等学校教諭免許状取得者数：６万０，９３７人

大学院
（９．５％）

学部
（９０．５％）

国立教員養成系
（１６．７％）

公私立大
（６３．０％）

国立一般系
（１０．７％）

公私立大
（３．６％）

国立
一般系
（３．０％）

国立
教員養成系
（３．０％）

※平成２３年３月卒業者の免許状取得状況

（教職員課調べ）※ 大学、大学院及び短期大学において、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を取得した新規学卒者の数

Ⅱ－７．養成機関別新規学卒者免許状取得者数②

特別支援学校教諭免許状取得者数：３，３００人

大学院
（６．５％）

学部
（９２．４％）

短期大学
（１．２％）

国立
教員養成系
（5.4％）

国立教員養成系
（４７．７％）

公私立大
（４１．８％）

国立
一般系
（２．１％）

国立一般系（１．０％）
公私立大 （０．１％）

養護教諭免許状取得者数：２，５８５人

大学院
（２．１％）

学部
（８０．５％） 短期大学

（１７．３％）

国立教員養成系
（１３．７％）

公私立大
（６１．６％）

国立一般系
（５．２％）

※平成２３年３月卒業者の免許状取得状況

（教職員課調べ）※ 大学、大学院及び短期大学において、幼稚園、特別支援学校の教諭又は養護教諭の普通免許状を取得した新規学卒者の数

幼稚園教諭免許状取得者数：３万５，２９９人

大学院
（0.6％）

学部
（３７．５％）

短期大学
（６１．９％）

公私立大
（３０．４％）

国立教員
養成系
（６．７％）

国立一般系
（０．５％）

国立一般系
（２．９％）
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Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

（教職員課調べ）

①幼稚園教諭

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２２年度教員免許状授与件数（幼稚園教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 8 (0.7%) 248 (22.0%) 872 (77.3%) 1,128 25 滋賀県 1 (0.5%) 42 (20.3%) 164 (79.2%) 207

2 青森県 0 (0.0%) 61 (16.9%) 300 (83.1%) 361 26 京都府 8 (0.6%) 569 (40.0%) 847 (59.5%) 1,424

3 岩手県 4 (0.9%) 202 (44.4%) 249 (54.7%) 455 27 大阪府 6 (0.2%) 785 (27.0%) 2,118 (72.8%) 2,909

4 宮城県 0 (0.0%) 363 (53.1%) 320 (46.9%) 683 28 兵庫県 34 (1.0%) 1,306 (37.6%) 2,138 (61.5%) 3,478

5 秋田県 1 (0.7%) 16 (10.6%) 134 (88.7%) 151 29 奈良県 7 (1.3%) 290 (53.4%) 246 (45.3%) 543

6 山形県 0 (0.0%) 16 (5.9%) 254 (94.1%) 270 30 和歌山県 2 (2.5%) 3 (3.7%) 76 (93.8%) 81

7 福島県 1 (0.2%) 56 (10.7%) 468 (89.1%) 525 31 鳥取県 0 (0.0%) 30 (18.8%) 130 (81.3%) 160

8 茨城県 4 (0.8%) 208 (42.3%) 280 (56.9%) 492 32 島根県 1 (1.0%) 43 (43.4%) 55 (55.6%) 99

9 栃木県 3 (0.7%) 140 (31.5%) 301 (67.8%) 444 33 岡山県 4 (0.4%) 457 (43.3%) 595 (56.3%) 1,056

10 群馬県 3 (0.4%) 278 (35.3%) 507 (64.3%) 788 34 広島県 13 (1.6%) 418 (51.0%) 389 (47.4%) 820

11 埼玉県 3 (0.2%) 831 (49.6%) 843 (50.3%) 1,677 35 山口県 1 (0.2%) 181 (40.5%) 265 (59.3%) 447

12 千葉県 13 (0.9%) 635 (41.8%) 872 (57.4%) 1,520 36 徳島県 34 (9.2%) 252 (68.3%) 83 (22.5%) 369

13 東京都 28 (0.7%) 2,186 (50.8%) 2,092 (48.6%) 4,306 37 香川県 1 (0.3%) 108 (37.1%) 182 (62.5%) 291

14 神奈川県 2 (0.1%) 559 (26.9%) 1,519 (73.0%) 2,080 38 愛媛県 2 (0.6%) 57 (17.7%) 263 (81.7%) 322

15 新潟県 16 (4.6%) 84 (24.1%) 248 (71.3%) 348 39 高知県 0 (0.0%) 27 (26.5%) 75 (73.5%) 102

16 富山県 0 (0.0%) 36 (19.9%) 145 (80.1%) 181 40 福岡県 6 (0.2%) 639 (20.0%) 2,552 (79.8%) 3,197

17 石川県 1 (0.4%) 99 (40.1%) 147 (59.5%) 247 41 佐賀県 0 (0.0%) 22 (10.0%) 197 (90.0%) 219

18 福井県 4 (2.9%) 18 (13.2%) 114 (83.8%) 136 42 長崎県 1 (0.3%) 169 (46.9%) 190 (52.8%) 360

19 山梨県 2 (0.8%) 51 (20.2%) 199 (79.0%) 252 43 熊本県 6 (1.4%) 215 (49.2%) 216 (49.4%) 437

20 長野県 9 (1.9%) 61 (13.1%) 394 (84.9%) 464 44 大分県 0 (0.0%) 49 (18.8%) 212 (81.2%) 261

21 岐阜県 9 (1.3%) 294 (41.7%) 402 (57.0%) 705 45 宮崎県 6 (2.1%) 65 (22.3%) 221 (75.7%) 292

22 静岡県 0 (0.0%) 207 (31.1%) 458 (68.9%) 665 46 鹿児島県 4 (0.7%) 170 (29.9%) 395 (69.4%) 569

23 愛知県 7 (0.3%) 1,060 (39.8%) 1,599 (60.0%) 2,666 47 沖縄県 1 (0.3%) 31 (10.3%) 270 (89.4%) 302

24 三重県 2 (0.5%) 108 (28.9%) 264 (70.6%) 374 258 (0.7%) 13,745 (35.4%) 24,860 (64.0%) 38,863

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

②小学校教諭

Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状

二種免許状

平成２２年度教員免許状授与件数（小学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 70 (6.2%) 842 (74.4%) 220 (19.4%) 1,132 25 滋賀県 17 (5.9%) 214 (74.8%) 55 (19.2%) 286

2 青森県 3 (1.8%) 156 (92.3%) 10 (5.9%) 169 26 京都府 48 (2.6%) 1,282 (69.0%) 527 (28.4%) 1,857

3 岩手県 10 (2.9%) 321 (92.5%) 16 (4.6%) 347 27 大阪府 63 (3.8%) 1,266 (75.9%) 338 (20.3%) 1,667

4 宮城県 22 (4.1%) 424 (79.0%) 91 (16.9%) 537 28 兵庫県 88 (7.2%) 984 (80.2%) 155 (12.6%) 1,227

5 秋田県 15 (11.0%) 103 (75.7%) 18 (13.2%) 136 29 奈良県 26 (4.9%) 445 (83.2%) 64 (12.0%) 535

6 山形県 11 (13.6%) 57 (70.4%) 13 (16.0%) 81 30 和歌山県 15 (7.3%) 128 (62.4%) 62 (30.2%) 205

7 福島県 19 (7.0%) 172 (63.2%) 81 (29.8%) 272 31 鳥取県 5 (7.5%) 49 (73.1%) 13 (19.4%) 67

8 茨城県 20 (4.1%) 314 (65.0%) 149 (30.8%) 483 32 島根県 15 (9.7%) 123 (79.4%) 17 (11.0%) 155

9 栃木県 26 (7.0%) 274 (74.1%) 70 (18.9%) 370 33 岡山県 22 (4.3%) 454 (88.0%) 40 (7.8%) 516

10 群馬県 36 (5.5%) 472 (71.8%) 149 (22.7%) 657 34 広島県 26 (4.5%) 487 (85.1%) 59 (10.3%) 572

11 埼玉県 36 (2.5%) 1,075 (73.5%) 352 (24.1%) 1,463 35 山口県 17 (6.3%) 189 (69.7%) 65 (24.0%) 271

12 千葉県 31 (2.7%) 664 (57.8%) 453 (39.5%) 1,148 36 徳島県 112 (27.1%) 278 (67.3%) 23 (5.6%) 413

13 東京都 173 (5.6%) 2,372 (77.0%) 536 (17.4%) 3,081 37 香川県 21 (8.8%) 181 (75.4%) 38 (15.8%) 240

14 神奈川県 42 (3.7%) 729 (63.9%) 370 (32.4%) 1,141 38 愛媛県 15 (7.7%) 160 (81.6%) 21 (10.7%) 196

15 新潟県 137 (25.9%) 340 (64.4%) 51 (9.7%) 528 39 高知県 4 (3.7%) 101 (92.7%) 4 (3.7%) 109

16 富山県 15 (13.5%) 77 (69.4%) 19 (17.1%) 111 40 福岡県 31 (3.8%) 662 (81.3%) 121 (14.9%) 814

17 石川県 11 (6.5%) 127 (75.6%) 30 (17.9%) 168 41 佐賀県 12 (7.7%) 114 (73.1%) 30 (19.2%) 156

18 福井県 33 (20.8%) 100 (62.9%) 26 (16.4%) 159 42 長崎県 15 (8.1%) 165 (89.2%) 5 (2.7%) 185

19 山梨県 32 (7.2%) 358 (80.4%) 55 (12.4%) 445 43 熊本県 22 (8.1%) 228 (84.1%) 21 (7.7%) 271

20 長野県 28 (8.4%) 243 (73.0%) 62 (18.6%) 333 44 大分県 5 (3.2%) 111 (71.6%) 39 (25.2%) 155

21 岐阜県 53 (6.1%) 727 (83.6%) 90 (10.3%) 870 45 宮崎県 25 (16.0%) 93 (59.6%) 38 (24.4%) 156

22 静岡県 62 (8.7%) 434 (61.0%) 216 (30.3%) 712 46 鹿児島県 17 (4.0%) 341 (80.6%) 65 (15.4%) 423

23 愛知県 90 (4.9%) 1,365 (74.5%) 377 (20.6%) 1,832 47 沖縄県 10 (2.7%) 222 (59.7%) 140 (37.6%) 372

24 三重県 12 (2.7%) 322 (72.0%) 113 (25.3%) 447 1,618 (5.9%) 20,345 (74.1%) 5,507 (20.0%) 27,470合計

都道府県 専修 一種 二種都道府県 専修 一種 二種

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

東
京
都

神
奈
川

新
潟
県

富
山
県

石
川
県

福
井
県

山
梨
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

三
重
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島

沖
縄
県

（教職員課調べ）

14,000

13,000

③中学校教諭

Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

※平成22年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

12,000

平成２２年度教員免許状授与件数（中学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 159 (8.9%) 1,389 (77.3%) 248 (13.8%) 1,796 25 滋賀県 53 (7.7%) 624 (91.2%) 7 (1.0%) 684

2 青森県 28 (8.5%) 285 (86.9%) 15 (4.6%) 328 26 京都府 310 (10.5%) 2,571 (86.9%) 76 (2.6%) 2,957

3 岩手県 23 (6.8%) 271 (80.7%) 42 (12.5%) 336 27 大阪府 336 (9.0%) 3,265 (87.2%) 142 (3.8%) 3,743

4 宮城県 96 (8.7%) 993 (89.9%) 16 (1.4%) 1,105 28 兵庫県 200 (10.6%) 1,597 (84.5%) 94 (5.0%) 1,891

5 秋田県 20 (13.2%) 127 (83.6%) 5 (3.3%) 152 29 奈良県 84 (10.6%) 682 (86.4%) 23 (2.9%) 789

6 山形県 30 (11.8%) 185 (72.5%) 40 (15.7%) 255 30 和歌山県 22 (9.2%) 185 (77.4%) 32 (13.4%) 239

7 福島県 39 (11.3%) 282 (81.7%) 24 (7.0%) 345 31 鳥取県 16 (15.1%) 77 (72.6%) 13 (12.3%) 106

8 茨城県 215 (19.6%) 836 (76.3%) 44 (4.0%) 1,095 32 島根県 40 (13.7%) 234 (79.9%) 19 (6.5%) 293

9 栃木県 51 (10.1%) 394 (77.9%) 61 (12.1%) 506 33 岡山県 96 (9.5%) 879 (86.9%) 36 (3.6%) 1,011

10 群馬県 56 (10.3%) 436 (80.3%) 51 (9.4%) 543 34 広島県 168 (15.2%) 866 (78.4%) 71 (6.4%) 1,105

11 埼玉県 166 (7.1%) 2,011 (86.0%) 161 (6.9%) 2,338 35 山口県 39 (10.3%) 285 (75.6%) 53 (14.1%) 377

12 千葉県 170 (8.7%) 1,644 (84.6%) 129 (6.6%) 1,943 36 徳島県 121 (31.3%) 244 (63.2%) 21 (5.4%) 386

13 東京都 1,234 (9.2%) 11,883 (88.7%) 285 (2.1%) 13,402 37 香川県 29 (15.9%) 135 (74.2%) 18 (9.9%) 182

14 神奈川県 283 (10.6%) 2,261 (84.8%) 123 (4.6%) 2,667 38 愛媛県 52 (14.5%) 263 (73.5%) 43 (12.0%) 358

15 新潟県 203 (25.6%) 526 (66.2%) 65 (8.2%) 794 39 高知県 28 (9.8%) 229 (79.8%) 30 (10.5%) 287

16 富山県 26 (11.6%) 188 (83.9%) 10 (4.5%) 224 40 福岡県 132 (8.5%) 1,359 (87.8%) 57 (3.7%) 1,548

17 石川県 59 (16.0%) 298 (81.0%) 11 (3.0%) 368 41 佐賀県 42 (20.0%) 163 (77.6%) 5 (2.4%) 210

18 福井県 43 (28.1%) 102 (66.7%) 8 (5.2%) 153 42 長崎県 38 (12.5%) 251 (82.8%) 14 (4.6%) 303

19 山梨県 31 (6.4%) 409 (84.5%) 44 (9.1%) 484 43 熊本県 40 (9.5%) 369 (88.1%) 10 (2.4%) 419

20 長野県 63 (10.0%) 473 (75.0%) 95 (15.1%) 631 44 大分県 17 (8.2%) 156 (75.0%) 35 (16.8%) 208

21 岐阜県 59 (7.5%) 703 (88.9%) 29 (3.7%) 791 45 宮崎県 22 (8.5%) 178 (68.5%) 60 (23.1%) 260

22 静岡県 100 (12.2%) 680 (82.7%) 42 (5.1%) 822 46 鹿児島県 49 (8.0%) 497 (81.2%) 66 (10.8%) 612

23 愛知県 285 (8.6%) 2,889 (87.1%) 141 (4.3%) 3,315 47 沖縄県 43 (10.5%) 356 (86.6%) 12 (2.9%) 411

24 三重県 25 (5.0%) 345 (68.7%) 132 (26.3%) 502 5,441 (10.2%) 45,075 (84.6%) 2,758 (5.2%) 53,274

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

18,000

15,000

16,000

17,000

④高等学校教諭

Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

※平成22年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状

平成２２年度教員免許状授与件数（高等学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 253 (11.1%) 2,019 (88.9%) 0 (0.0%) 2,272 25 滋賀県 57 (6.3%) 848 (93.7%) 0 (0.0%) 905

2 青森県 48 (10.9%) 391 (89.1%) 0 (0.0%) 439 26 京都府 368 (9.3%) 3,609 (90.7%) 0 (0.0%) 3,977

3 岩手県 31 (7.1%) 405 (92.9%) 0 (0.0%) 436 27 大阪府 455 (9.1%) 4,524 (90.9%) 0 (0.0%) 4,979

4 宮城県 155 (10.7%) 1,291 (89.3%) 0 (0.0%) 1,446 28 兵庫県 262 (11.2%) 2,083 (88.8%) 0 (0.0%) 2,345

5 秋田県 43 (17.3%) 205 (82.7%) 0 (0.0%) 248 29 奈良県 113 (11.1%) 905 (88.9%) 0 (0.0%) 1,018

6 山形県 58 (15.1%) 326 (84.9%) 0 (0.0%) 384 30 和歌山県 31 (11.6%) 237 (88.4%) 0 (0.0%) 268

7 福島県 45 (10.7%) 377 (89.3%) 0 (0.0%) 422 31 鳥取県 34 (19.4%) 141 (80.6%) 0 (0.0%) 175

8 茨城県 259 (19.0%) 1,102 (81.0%) 0 (0.0%) 1,361 32 島根県 53 (13.6%) 336 (86.4%) 0 (0.0%) 389

9 栃木県 62 (10.4%) 535 (89.6%) 0 (0.0%) 597 33 岡山県 137 (10.2%) 1,206 (89.8%) 0 (0.0%) 1,343

10 群馬県 91 (11.0%) 740 (89.0%) 0 (0.0%) 831 34 広島県 211 (14.8%) 1,216 (85.2%) 0 (0.0%) 1,427

11 埼玉県 202 (7.4%) 2,510 (92.6%) 0 (0.0%) 2,712 35 山口県 53 (10.6%) 449 (89.4%) 0 (0.0%) 502

12 千葉県 207 (9.2%) 2,039 (90.8%) 0 (0.0%) 2,246 36 徳島県 164 (31.7%) 353 (68.3%) 0 (0.0%) 517

13 東京都 1,484 (8.7%) 15,648 (91.3%) 0 (0.0%) 17,132 37 香川県 34 (16.7%) 169 (83.3%) 0 (0.0%) 203

14 神奈川県 331 (10.0%) 2,995 (90.0%) 0 (0.0%) 3,326 38 愛媛県 70 (14.9%) 401 (85.1%) 0 (0.0%) 471

15 新潟県 274 (28.6%) 683 (71.4%) 0 (0.0%) 957 39 高知県 46 (12.9%) 311 (87.1%) 0 (0.0%) 357

16 富山県 44 (16.2%) 227 (83.8%) 0 (0.0%) 271 40 福岡県 182 (7.9%) 2,130 (92.1%) 0 (0.0%) 2,312

17 石川県 98 (15.9%) 517 (84.1%) 0 (0.0%) 615 41 佐賀県 45 (16.5%) 227 (83.5%) 0 (0.0%) 272

18 福井県 65 (28.3%) 165 (71.7%) 0 (0.0%) 230 42 長崎県 99 (16.7%) 494 (83.3%) 0 (0.0%) 593

19 山梨県 64 (10.8%) 531 (89.2%) 0 (0.0%) 595 43 熊本県 68 (9.2%) 674 (90.8%) 0 (0.0%) 742

20 長野県 77 (13.1%) 511 (86.9%) 0 (0.0%) 588 44 大分県 27 (8.6%) 286 (91.4%) 0 (0.0%) 313

21 岐阜県 88 (10.2%) 775 (89.8%) 0 (0.0%) 863 45 宮崎県 27 (8.3%) 297 (91.7%) 0 (0.0%) 324

22 静岡県 107 (10.6%) 906 (89.4%) 0 (0.0%) 1,013 46 鹿児島県 74 (8.9%) 756 (91.1%) 0 (0.0%) 830

23 愛知県 390 (8.8%) 4,051 (91.2%) 0 (0.0%) 4,441 47 沖縄県 66 (10.3%) 576 (89.7%) 0 (0.0%) 642

24 三重県 40 (7.9%) 469 (92.1%) 0 (0.0%) 509 7,192 (10.4%) 61,646 (89.6%) 0 (0.0%) 68,838合計

都道府県 専修 一種 二種都道府県 専修 一種 二種

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

⑤特別支援学校教諭

Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２２年度教員免許状授与件数（特別支援学校教諭）

（教職員課調べ）

授与件数の計 授与件数の計

1 北海道 9 (1.5%) 275 (46.7%) 305 (51.8%) 589 25 滋賀県 14 (14.6%) 53 (55.2%) 29 (30.2%) 96

2 青森県 2 (2.2%) 61 (66.3%) 29 (31.5%) 92 26 京都府 9 (2.3%) 287 (72.7%) 99 (25.1%) 395

3 岩手県 4 (4.4%) 58 (63.7%) 29 (31.9%) 91 27 大阪府 7 (1.7%) 164 (40.4%) 235 (57.9%) 406

4 宮城県 2 (0.7%) 238 (78.5%) 63 (20.8%) 303 28 兵庫県 18 (4.8%) 135 (36.1%) 221 (59.1%) 374

5 秋田県 4 (7.0%) 35 (61.4%) 18 (31.6%) 57 29 奈良県 5 (7.5%) 37 (55.2%) 25 (37.3%) 67

6 山形県 1 (1.5%) 33 (48.5%) 34 (50.0%) 68 30 和歌山県 3 (2.5%) 46 (38.7%) 70 (58.8%) 119

7 福島県 1 (0.9%) 46 (40.4%) 67 (58.8%) 114 31 鳥取県 2 (2.8%) 35 (48.6%) 35 (48.6%) 72

8 茨城県 22 (10.5%) 86 (41.1%) 101 (48.3%) 209 32 島根県 1 (2.1%) 22 (45.8%) 25 (52.1%) 48

9 栃木県 0 (0.0%) 30 (60.0%) 20 (40.0%) 50 33 岡山県 4 (1.6%) 164 (66.7%) 78 (31.7%) 246

10 群馬県 5 (2.1%) 110 (46.6%) 121 (51.3%) 236 34 広島県 7 (5.2%) 51 (38.1%) 76 (56.7%) 134

11 埼玉県 3 (1.1%) 114 (41.6%) 157 (57.3%) 274 35 山口県 0 (0.0%) 39 (24.4%) 121 (75.6%) 160

12 千葉県 4 (0.8%) 253 (52.6%) 224 (46.6%) 481 36 徳島県 8 (17.8%) 24 (53.3%) 13 (28.9%) 45

13 東京都 13 (3.4%) 225 (58.9%) 144 (37.7%) 382 37 香川県 4 (4.3%) 59 (64.1%) 29 (31.5%) 92

14 神奈川県 10 (2.6%) 122 (31.3%) 258 (66.2%) 390 38 愛媛県 9 (10.1%) 35 (39.3%) 45 (50.6%) 89

15 新潟県 24 (19.0%) 22 (17.5%) 80 (63.5%) 126 39 高知県 2 (4.8%) 19 (45.2%) 21 (50.0%) 42

16 富山県 3 (7.7%) 8 (20.5%) 28 (71.8%) 39 40 福岡県 2 (0.8%) 106 (41.4%) 148 (57.8%) 256

17 石川県 1 (1.5%) 36 (54.5%) 29 (43.9%) 66 41 佐賀県 1 (1.2%) 36 (42.9%) 47 (56.0%) 84

18 福井県 5 (7.4%) 27 (39.7%) 36 (52.9%) 68 42 長崎県 4 (3.4%) 61 (51.7%) 53 (44.9%) 118

19 山梨県 4 (4.4%) 50 (55.6%) 36 (40.0%) 90 43 熊本県 10 (7.4%) 75 (55.6%) 50 (37.0%) 135

20 長野県 8 (3.8%) 71 (33.6%) 132 (62.6%) 211 44 大分県 1 (0.9%) 25 (23.6%) 80 (75.5%) 106

21 岐阜県 3 (3.7%) 31 (37.8%) 48 (58.5%) 82 45 宮崎県 0 (0.0%) 28 (27.2%) 75 (72.8%) 103

22 静岡県 1 (1.4%) 27 (38.0%) 43 (60.6%) 71 46 鹿児島県 3 (1.9%) 62 (40.3%) 89 (57.8%) 154

23 愛知県 2 (0.7%) 184 (63.7%) 103 (35.6%) 289 47 沖縄県 4 (4.4%) 19 (21.1%) 67 (74.4%) 90

24 三重県 2 (1.7%) 41 (34.5%) 76 (63.9%) 119 251 (3.2%) 3,765 (47.5%) 3,912 (49.3%) 7,928

二種都道府県 専修 一種 二種

合計

都道府県 専修 一種

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数
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（教職員課調べ）

⑥中学校教諭教科別

Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

二種免許状

一種免許状

専修免許状
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Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

（教職員課調べ）

⑦高等学校教諭教科別

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

一種免許状

専修免許状
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（教職員課調べ）

幼稚園教諭の普通免許状又は中学校教諭の普通
免許状を所有する者が、当該学校に３年以上在職
し、かつ、所定の単位を取得したことによって小学
校教諭の二種免許状を取得した件数
（教育職員免許法 別表第８適用）

⑧教職経験年数を活用した小学校二種免許状

Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

中→小二種

幼→小二種
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（教職員課調べ）

小学校教諭の普通免許状又は高等学校教諭の普
通免許状を所有する者が、当該学校に３年以上在
職し、かつ、所定の単位を取得したことによって中
学校教諭の二種免許状を取得した件数
（教育職員免許法 別表第８適用）

⑨教職経験年数を活用した中学校二種免許状

Ⅱ－８．平成２２年度教員免許状授与件数

※平成２２年度に授与権者（都道府県教育委員会）から授与された免許状の数

高→中

小→中



Ⅱ－９．現職教員の所有免許状別構成について（平成２２年度）

０．３％７５．５％２４．０％公立

－５２．０％４７．１％国立

０．５％８０．７％１７．１％私立

４．８％８９．２％５．９％公立

２．７％７７．２％１９．９％国立

４．６％８８．５％６．５％計

１８．５％６３．２％４．９％私立

１５．１％７９．４％３．６％公立
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計
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計

計
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高
等
学
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小
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５５．４％４０．３％０．８％幼
稚
園

二種一種専修区 分

（平成22年度学校教員統計調査報告書）
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<現職教員の免許状別保有者割合＞

※臨時免許状のみを有する者や当該学校種の免許状を有しない者等がいる
ため、学校種ごとの合計は１００％にならない。
※平成２２年１０月１日現在で所属する学校種の普通免許状を所有する教員
（養護教諭、栄養教諭を含む。）の割合

二種

一種

専修

Ⅱ－10．各学校種ごとの免許状を保有する教諭の割合（平成２２年度）

０．０

中０．４

高０．３

０．１

０．０

０．０

特別

免許

７０．８

０．６

０．８

３．２

８．６

０．６

知的

肢体

病弱

８．８

－

０．１

０．２

０．７

０．１

聴覚

５．６

０．１

０．１

０．１

０．２

０．０

視覚

特別支援学校

中１．６

高０．１
９８．６９４．９７．９０．６

中等教育

学校教諭

０．２

０．１

０．１

０．３

０．１

臨時

免許

７４．２

５６．９

９９．８

６１．８

１．４

中学校

５１．３

４．９

２６．９

９８．５

８．９

小学校

８０．３１．７
中学校

教 諭

９９．８０．３
高等学校

教 諭

６７．６１２．９
特別支援

学校教諭

４５．３２３．７
小学校

教 諭

１．０９９．５
幼稚園

教 諭

高等学校幼稚園

所有する

免許状

職

（平成22年度学校教員統計調査）

(単位：％)



（教職員課調べ）
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※園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※幼稚園の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

①幼稚園

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（幼稚園）

（教職員課調べ）

※園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※幼稚園の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。
※（ ）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 0.4% (▲0.2%) 25.1% (1.2%) 62.0% (▲2.1%) 25 滋賀県 0.3% (0.3%) 39.0% (6.5%) 59.4% (▲7.5%)
2 青森県 0.0% (0.0%) 17.9% (3.3%) 74.4% (▲11.0%) 26 京都府 0.3% (0.3%) 30.4% (1.3%) 68.3% (▲1.3%)
3 岩手県 0.5% (0.1%) 49.5% (0.8%) 46.5% (▲3.1%) 27 大阪府 0.2% (0.2%) 56.0% (▲6.4%) 42.0% (5.3%)
4 宮城県 4.0% (3.8%) 28.6% (▲3.9%) 62.2% (▲0.4%) 28 兵庫県 1.3% (▲1.1%) 53.7% (▲5.1%) 32.4% (▲1.3%)
5 秋田県 1.0% (1.0%) 18.8% (▲3.7%) 76.2% (7.1%) 29 奈良県 0.5% (0.5%) 41.7% (▲9.6%) 56.0% (7.2%)
6 山形県 0.0% (0.0%) 12.5% (3.5%) 81.3% (▲7.5%) 30 和歌山県 0.4% (▲2.7%) 31.9% (▲4.3%) 59.6% (1.7%)
7 福島県 0.0% (▲0.3%) 23.9% (1.5%) 70.7% (0.2%) 31 鳥取県 0.0% (0.0%) 12.5% (▲0.7%) 81.3% (▲0.3%)
8 茨城県 0.0% (▲0.3%) 27.7% (▲1.6%) 68.4% (0.1%) 32 島根県 0.3% (0.3%) 44.3% (0.1%) 51.2% (▲3.1%)
9 栃木県 0.0% (0.0%) 13.5% (3.1%) 73.0% (▲8.3%) 33 岡山県 1.3% (0.4%) 68.5% (▲0.2%) 28.3% (▲0.2%)
10 群馬県 0.5% (0.5%) 33.9% (▲5.7%) 63.7% (5.1%) 34 広島県 0.3% (▲0.3%) 36.2% (5.4%) 61.0% (▲2.4%)
11 埼玉県 1.2% (1.2%) 31.6% (▲3.1%) 64.8% (1.7%) 35 山口県 0.0% (0.0%) 31.8% (1.9%) 67.5% (▲2.5%)
12 千葉県 0.6% (0.6%) 29.1% (▲4.6%) 67.8% (2.5%) 36 徳島県 5.1% (2.6%) 58.5% (▲0.5%) 36.4% (▲2.1%)
13 東京都 1.6% (1.0%) 69.4% (▲2.6%) 28.7% (1.4%) 37 香川県 1.6% (0.4%) 49.8% (▲6.8%) 48.4% (7.1%)
14 神奈川県 0.4% (0.0%) 36.8% (▲7.6%) 60.7% (5.8%) 38 愛媛県 0.0% (▲0.3%) 24.6% (2.0%) 72.5% (▲0.4%)
15 新潟県 1.0% (0.5%) 28.9% (▲1.7%) 68.1% (1.9%) 39 高知県 0.0% (0.0%) 10.0% (▲0.9%) 85.0% (▲4.1%)
16 富山県 0.7% (0.7%) 30.6% (▲14.7%) 66.7% (12.7%) 40 福岡県 0.8% (0.1%) 37.0% (▲2.5%) 59.1% (2.8%)
17 石川県 0.0% (0.0%) 23.3% (5.9%) 76.7% (▲5.9%) 41 佐賀県 0.0% (0.0%) 15.4% (0.9%) 78.5% (0.2%)
18 福井県 0.5% (0.5%) 24.0% (1.5%) 69.8% (▲2.9%) 42 長崎県 0.0% (▲0.6%) 21.8% (▲6.2%) 66.2% (7.5%)
19 山梨県 0.0% (0.0%) 15.4% (6.3%) 84.6% (▲6.3%) 43 熊本県 1.4% (1.4%) 20.4% (2.9%) 73.5% (▲3.7%)
20 長野県 0.0% (0.0%) 6.3% (▲5.2%) 87.3% (6.1%) 44 大分県 0.9% (▲0.3%) 32.5% (▲2.4%) 60.0% (▲3.0%)
21 岐阜県 0.6% (0.6%) 27.3% (▲3.2%) 70.0% (3.3%) 45 宮崎県 0.0% (0.0%) 6.8% (4.6%) 84.1% (▲13.7%)
22 静岡県 0.3% (▲0.8%) 36.5% (▲2.5%) 61.8% (3.3%) 46 鹿児島県 0.0% (0.0%) 10.6% (0.6%) 82.5% (▲3.3%)
23 愛知県 0.6% (0.0%) 39.0% (▲4.8%) 60.2% (4.9%) 47 沖縄県 1.1% (1.1%) 19.8% (▲8.6%) 77.6% (7.6%)

24 三重県 0.3% (▲0.3%) 53.5% (▲2.2%) 46.0% (2.4%) 0.8% (0.2%) 40.3% (▲2.0%) 55.4% (0.7%)

専修 一種 二種都道府県 都道府県

全国

専修 一種 二種



Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

（教職員課調べ）
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※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※小学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

②小学校

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（小学校）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※小学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。
※（ ）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 2.9% (1.2%) 86.9% (0.5%) 9.7% (▲1.3%) 25 滋賀県 6.0% (1.0%) 82.3% (▲4.5%) 10.7% (3.3%)
2 青森県 3.2% (1.0%) 91.4% (▲1.8%) 4.8% (0.5%) 26 京都府 3.5% (0.7%) 70.9% (0.2%) 25.0% (▲0.9%)
3 岩手県 2.6% (▲0.1%) 90.2% (▲1.0%) 5.4% (0.9%) 27 大阪府 2.3% (▲0.8%) 76.7% (▲2.8%) 19.2% (3.9%)
4 宮城県 5.7% (▲1.1%) 89.2% (1.7%) 4.7% (▲0.2%) 28 兵庫県 2.5% (▲0.7%) 84.9% (▲1.6%) 8.2% (0.7%)
5 秋田県 1.6% (0.7%) 89.4% (1.5%) 6.8% (0.2%) 29 奈良県 2.2% (▲0.7%) 79.9% (▲0.0%) 15.2% (1.5%)
6 山形県 3.1% (1.5%) 85.6% (0.6%) 9.8% (▲2.3%) 30 和歌山県 5.5% (2.4%) 77.8% (▲3.0%) 15.4% (2.2%)
7 福島県 2.7% (1.0%) 80.3% (▲0.3%) 15.8% (▲0.7%) 31 鳥取県 7.2% (3.2%) 79.3% (1.4%) 13.1% (▲4.1%)
8 茨城県 1.3% (0.2%) 59.4% (1.9%) 39.2% (▲2.2%) 32 島根県 4.6% (▲0.8%) 87.5% (1.8%) 6.8% (▲0.7%)
9 栃木県 7.2% (0.7%) 81.6% (1.7%) 9.8% (▲2.0%) 33 岡山県 3.8% (0.4%) 93.9% (1.0%) 2.0% (▲1.0%)
10 群馬県 5.0% (3.0%) 64.4% (▲3.4%) 26.8% (1.1%) 34 広島県 3.4% (0.2%) 84.3% (3.1%) 11.6% (▲3.2%)
11 埼玉県 2.3% (0.5%) 73.0% (▲1.2%) 23.3% (0.6%) 35 山口県 7.0% (1.9%) 86.2% (▲1.6%) 5.9% (▲1.2%)
12 千葉県 1.8% (0.7%) 67.7% (0.9%) 25.1% (▲2.4%) 36 徳島県 15.7% (3.5%) 70.3% (0.7%) 11.9% (▲4.6%)
13 東京都 2.8% (0.7%) 77.1% (▲2.8%) 13.8% (1.6%) 37 香川県 11.5% (3.6%) 76.7% (▲0.4%) 10.3% (▲3.1%)
14 神奈川県 2.2% (0.2%) 79.6% (▲4.2%) 16.5% (3.7%) 38 愛媛県 4.5% (2.4%) 86.6% (0.3%) 6.9% (▲1.9%)
15 新潟県 10.5% (▲1.1%) 76.6% (▲0.2%) 11.7% (0.6%) 39 高知県 6.9% (2.4%) 83.5% (2.6%) 8.5% (▲3.6%)
16 富山県 5.1% (1.1%) 78.1% (▲4.7%) 14.1% (2.7%) 40 福岡県 1.8% (0.0%) 80.4% (2.5%) 16.5% (▲3.4%)
17 石川県 6.1% (3.3%) 79.0% (▲1.2%) 12.0% (▲3.0%) 41 佐賀県 4.9% (0.6%) 86.6% (▲4.9%) 7.9% (4.2%)
18 福井県 3.8% (▲1.2%) 81.1% (▲0.2%) 13.4% (0.3%) 42 長崎県 2.2% (▲1.5%) 86.1% (1.6%) 11.2% (0.6%)
19 山梨県 7.0% (1.0%) 83.4% (0.5%) 6.3% (▲2.7%) 43 熊本県 2.7% (0.5%) 78.2% (▲4.4%) 18.4% (4.0%)
20 長野県 5.0% (0.8%) 72.9% (▲1.2%) 18.1% (▲0.4%) 44 大分県 2.2% (0.8%) 91.7% (▲1.2%) 5.0% (▲0.4%)
21 岐阜県 7.7% (2.3%) 77.6% (▲3.9%) 14.6% (1.8%) 45 宮崎県 8.2% (1.1%) 74.6% (▲1.1%) 13.2% (▲1.0%)
22 静岡県 3.8% (1.0%) 86.6% (▲0.4%) 7.9% (0.9%) 46 鹿児島県 2.7% (1.0%) 71.6% (2.0%) 25.1% (▲3.2%)
23 愛知県 3.0% (0.5%) 79.1% (▲3.7%) 17.8% (3.3%) 47 沖縄県 2.5% (▲0.4%) 69.0% (▲3.8%) 26.0% (4.4%)

24 三重県 2.6% (▲0.3%) 84.8% (3.1%) 11.3% (▲3.1%) 3.6% (0.5%) 79.4% (▲1.0%) 15.1% (0.4%)

専修 一種 二種都道府県 都道府県

全国

専修 一種 二種



（教職員課調べ）
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※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※中学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

③中学校

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

一種免許状

二種免許状

専修免許状

平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（中学校）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※中学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。
※（ ）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 4.3% (0.5%) 87.1% (1.1%) 8.4% (▲1.8%) 25 滋賀県 7.4% (▲0.2%) 89.3% (0.4%) 3.3% (▲0.0%)
2 青森県 5.9% (1.8%) 90.7% (▲1.7%) 3.3% (▲0.2%) 26 京都府 4.9% (▲0.7%) 90.1% (2.3%) 4.9% (▲1.6%)
3 岩手県 4.3% (1.9%) 93.2% (▲0.8%) 2.5% (▲1.1%) 27 大阪府 4.4% (1.6%) 89.9% (0.3%) 5.7% (▲1.9%)
4 宮城県 5.2% (0.1%) 93.7% (▲0.6%) 0.9% (0.4%) 28 兵庫県 4.5% (1.6%) 90.2% (▲2.2%) 4.2% (▲0.4%)
5 秋田県 6.3% (▲0.5%) 90.4% (1.2%) 3.1% (▲1.0%) 29 奈良県 6.6% (2.3%) 87.1% (▲2.3%) 5.5% (1.2%)
6 山形県 5.4% (0.1%) 92.2% (▲0.4%) 2.3% (0.2%) 30 和歌山県 8.6% (1.7%) 86.7% (▲1.7%) 4.2% (▲0.1%)
7 福島県 5.7% (▲0.8%) 88.7% (▲1.3%) 5.6% (2.5%) 31 鳥取県 7.8% (▲0.9%) 90.5% (0.4%) 1.8% (0.4%)
8 茨城県 4.7% (▲0.6%) 88.3% (0.7%) 6.9% (▲0.2%) 32 島根県 9.6% (2.5%) 88.9% (▲2.2%) 0.8% (▲1.0%)
9 栃木県 8.5% (2.0%) 86.9% (▲3.9%) 4.2% (1.7%) 33 岡山県 7.4% (▲1.6%) 91.3% (1.5%) 1.3% (0.1%)
10 群馬県 5.7% (▲0.7%) 89.8% (2.1%) 4.5% (▲1.5%) 34 広島県 6.0% (3.2%) 89.9% (▲3.2%) 3.7% (▲0.2%)
11 埼玉県 4.3% (0.6%) 88.7% (▲2.1%) 6.6% (1.2%) 35 山口県 6.1% (▲1.2%) 92.0% (1.3%) 1.9% (▲0.1%)
12 千葉県 4.3% (1.3%) 90.5% (▲2.4%) 5.1% (1.1%) 36 徳島県 19.7% (6.0%) 74.0% (▲7.4%) 5.9% (1.0%)
13 東京都 4.5% (0.5%) 92.4% (▲0.2%) 2.9% (▲0.6%) 37 香川県 10.7% (3.3%) 85.4% (▲4.5%) 3.6% (0.9%)
14 神奈川県 5.1% (1.0%) 91.7% (▲1.1%) 2.7% (▲0.0%) 38 愛媛県 4.0% (▲2.3%) 92.0% (2.0%) 4.0% (0.5%)
15 新潟県 12.3% (3.9%) 83.2% (▲2.9%) 4.6% (▲1.0%) 39 高知県 5.6% (2.3%) 90.6% (▲2.0%) 3.5% (▲0.3%)
16 富山県 11.5% (6.0%) 85.8% (▲4.3%) 2.4% (▲1.4%) 40 福岡県 6.2% (2.7%) 89.8% (▲2.2%) 3.9% (▲0.7%)
17 石川県 8.7% (1.9%) 85.8% (▲3.2%) 5.4% (1.4%) 41 佐賀県 8.8% (2.3%) 88.7% (▲0.7%) 2.2% (▲1.7%)
18 福井県 6.8% (▲3.9%) 85.9% (2.8%) 6.8% (1.1%) 42 長崎県 6.3% (2.8%) 83.5% (▲3.0%) 10.1% (0.1%)
19 山梨県 7.5% (▲0.3%) 89.4% (▲0.1%) 1.9% (▲0.7%) 43 熊本県 6.2% (1.0%) 83.9% (▲2.8%) 9.9% (1.9%)
20 長野県 8.6% (1.7%) 84.2% (▲3.0%) 6.3% (0.4%) 44 大分県 5.0% (2.2%) 91.8% (▲2.3%) 2.3% (▲0.7%)
21 岐阜県 8.9% (▲0.9%) 88.6% (3.3%) 2.5% (▲2.4%) 45 宮崎県 9.1% (▲0.5%) 83.3% (2.1%) 7.6% (▲1.6%)
22 静岡県 6.1% (▲1.0%) 91.9% (2.5%) 2.0% (▲1.3%) 46 鹿児島県 5.1% (1.1%) 81.3% (▲2.4%) 13.6% (1.4%)
23 愛知県 4.8% (0.8%) 90.5% (▲0.9%) 4.5% (▲0.1%) 47 沖縄県 5.3% (0.6%) 84.0% (0.2%) 10.5% (▲1.1%)

24 三重県 5.5% (1.3%) 92.4% (0.0%) 2.2% (▲0.9%) 5.9% (1.0%) 89.2% (▲0.8%) 4.8% (▲0.3%)

専修 一種 二種都道府県 都道府県

全国

専修 一種 二種



（教職員課調べ）
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※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※高等学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）、養護教諭及び栄養教諭の二種免許状所有者がいるため、専修・一種
の合計は、１００％にならない。

④高等学校

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

一種免許状

専修免許状

平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（高等学校）

（教職員課調べ）

1 北海道 27.0% (▲4.2%) 72.5% (4.0%) 25 滋賀県 16.4% (▲3.9%) 82.9% (3.5%)
2 青森県 24.7% (▲12.0%) 74.1% (11.1%) 26 京都府 22.1% (5.2%) 77.0% (▲5.5%)
3 岩手県 28.0% (2.0%) 71.2% (▲2.7%) 27 大阪府 18.2% (▲2.2%) 81.6% (2.3%)
4 宮城県 40.6% (0.4%) 58.4% (▲1.2%) 28 兵庫県 25.5% (▲12.3%) 74.3% (13.1%)
5 秋田県 25.9% (▲4.3%) 73.8% (4.0%) 29 奈良県 25.7% (▲10.8%) 72.2% (9.2%)
6 山形県 28.6% (▲2.5%) 70.8% (1.9%) 30 和歌山県 35.5% (▲3.2%) 64.0% (3.4%)
7 福島県 14.5% (▲9.0%) 84.6% (8.8%) 31 鳥取県 15.1% (▲1.5%) 84.6% (1.8%)
8 茨城県 25.8% (▲3.4%) 73.8% (3.5%) 32 島根県 40.7% (2.5%) 58.8% (▲2.5%)
9 栃木県 21.0% (▲0.6%) 78.7% (0.3%) 33 岡山県 18.3% (2.6%) 81.2% (▲2.5%)
10 群馬県 26.0% (0.2%) 73.8% (0.3%) 34 広島県 14.5% (0.5%) 84.7% (▲0.2%)
11 埼玉県 16.8% (▲4.6%) 82.2% (4.0%) 35 山口県 16.1% (▲3.9%) 83.9% (4.1%)
12 千葉県 13.5% (▲2.1%) 86.1% (2.4%) 36 徳島県 30.0% (1.5%) 69.4% (▲2.0%)
13 東京都 15.6% (▲1.2%) 83.6% (0.8%) 37 香川県 27.8% (2.1%) 71.9% (▲1.9%)
14 神奈川県 16.0% (0.7%) 83.7% (▲0.4%) 38 愛媛県 31.9% (▲4.7%) 66.4% (3.1%)
15 新潟県 25.4% (1.4%) 74.2% (▲1.7%) 39 高知県 12.5% (▲0.1%) 86.0% (▲0.2%)
16 富山県 22.7% (▲2.3%) 77.0% (2.0%) 40 福岡県 19.9% (▲2.4%) 79.2% (2.5%)
17 石川県 53.5% (▲0.4%) 46.5% (0.6%) 41 佐賀県 29.1% (▲7.3%) 70.0% (6.7%)
18 福井県 13.2% (0.2%) 86.8% (▲0.0%) 42 長崎県 26.2% (▲0.8%) 73.2% (0.2%)
19 山梨県 33.1% (▲8.1%) 66.6% (7.9%) 43 熊本県 20.4% (▲3.1%) 79.6% (3.4%)
20 長野県 22.7% (▲7.1%) 76.8% (7.1%) 44 大分県 18.6% (▲4.0%) 81.3% (3.9%)
21 岐阜県 56.0% (▲1.3%) 43.3% (0.9%) 45 宮崎県 33.8% (▲4.7%) 65.5% (4.3%)
22 静岡県 15.4% (0.6%) 83.9% (▲1.0%) 46 鹿児島県 16.3% (▲1.9%) 82.1% (0.9%)
23 愛知県 44.0% (▲4.5%) 54.7% (3.4%) 47 沖縄県 22.5% (▲3.0%) 77.4% (2.9%)

24 三重県 30.3% (▲7.0%) 69.6% (7.1%) 24.0% (▲2.8%) 75.5% (2.6%)

一種都道府県 都道府県専修 一種

全国

専修

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※高等学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）、養護教諭及び栄養教諭の二種免許状所有者がいるため、専修・一種
の合計は、１００％にならない。



（教職員課調べ）
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※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※特別支援学校の普通免許状を所有しない教諭（臨時免許状のみ所有など）がいるため、専修・一種・二種免許状の合計は、１００％にならない。

⑤特別支援学校

Ⅱ－１１．平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況

二種免許状

一種免許状

専修免許状

平成２２年度公立学校教員の免許状所有状況について（特別支援学校）

（教職員課調べ）

※校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭の免許状所有状況である。（抽出調査）
※特別支援学校の普通免許状を所有しない教諭（小学校教諭免許状のみ所有や臨時免許状のみ所有）がいるため、専修・一種・二種免許状の
合計は、１００％にならない。
※（ ）内の数字は、前回調査（平成19年度）からの増減

1 北海道 4.7% (▲0.6%) 34.4% (1.5%) 40.9% (5.9%) 25 滋賀県 8.1% (2.3%) 60.4% (▲2.6%) 15.0% (0.4%)
2 青森県 2.5% (0.1%) 40.6% (0.6%) 37.0% (▲3.8%) 26 京都府 2.3% (0.7%) 28.3% (5.6%) 42.4% (14.4%)
3 岩手県 4.5% (▲1.1%) 65.0% (2.4%) 23.8% (2.4%) 27 大阪府 2.7% (0.4%) 21.9% (2.0%) 38.0% (1.3%)
4 宮城県 1.8% (▲0.3%) 31.9% (▲0.1%) 35.8% (1.2%) 28 兵庫県 4.7% (1.6%) 17.8% (1.1%) 49.8% (▲4.4%)
5 秋田県 3.3% (▲0.5%) 73.5% (▲0.8%) 13.4% (▲0.8%) 29 奈良県 3.7% (0.4%) 57.5% (▲2.7%) 23.0% (▲0.7%)
6 山形県 2.9% (▲0.3%) 45.6% (2.3%) 33.3% (▲1.0%) 30 和歌山県 7.6% (0.7%) 48.9% (3.7%) 25.9% (▲0.6%)
7 福島県 2.2% (▲0.6%) 65.7% (▲1.3%) 15.3% (▲1.9%) 31 鳥取県 4.5% (1.6%) 39.2% (1.6%) 31.5% (▲4.2%)
8 茨城県 6.1% (1.2%) 47.5% (2.9%) 35.4% (▲0.6%) 32 島根県 3.3% (▲0.7%) 69.2% (5.2%) 15.1% (▲0.9%)
9 栃木県 3.4% (▲0.4%) 52.8% (2.2%) 22.4% (0.6%) 33 岡山県 5.1% (▲0.2%) 28.4% (2.1%) 38.2% (2.1%)
10 群馬県 5.1% (0.2%) 24.1% (1.4%) 37.2% (1.5%) 34 広島県 2.7% (1.4%) 33.7% (2.6%) 41.6% (2.4%)
11 埼玉県 1.8% (0.3%) 30.0% (4.0%) 41.7% (▲4.0%) 35 山口県 1.9% (0.3%) 31.2% (1.4%) 42.7% (4.9%)
12 千葉県 2.1% (▲0.0%) 43.5% (4.0%) 36.9% (▲6.3%) 36 徳島県 9.1% (0.2%) 39.3% (▲0.0%) 22.3% (▲5.6%)
13 東京都 3.8% (0.5%) 29.1% (▲0.4%) 25.4% (▲3.0%) 37 香川県 3.2% (1.1%) 57.4% (▲3.8%) 16.1% (▲1.2%)
14 神奈川県 5.4% (▲0.7%) 28.6% (2.6%) 33.9% (5.0%) 38 愛媛県 7.2% (▲0.5%) 37.2% (▲0.4%) 16.5% (▲1.5%)
15 新潟県 4.7% (0.6%) 25.1% (▲0.5%) 32.2% (▲3.8%) 39 高知県 2.1% (0.2%) 37.9% (8.9%) 22.7% (4.3%)
16 富山県 2.9% (0.4%) 51.0% (1.5%) 23.8% (▲1.3%) 40 福岡県 4.6% (1.1%) 27.1% (▲1.4%) 37.7% (2.7%)
17 石川県 2.6% (0.3%) 35.5% (0.7%) 35.8% (▲5.4%) 41 佐賀県 2.8% (1.1%) 32.8% (4.8%) 36.1% (▲2.5%)
18 福井県 3.5% (0.6%) 40.8% (0.9%) 31.4% (▲2.9%) 42 長崎県 3.1% (▲0.0%) 50.1% (0.1%) 25.5% (▲4.2%)
19 山梨県 6.0% (1.9%) 60.4% (6.7%) 17.0% (▲1.0%) 43 熊本県 3.4% (0.0%) 47.0% (2.3%) 16.9% (1.6%)
20 長野県 1.9% (0.5%) 23.4% (0.9%) 38.8% (4.1%) 44 大分県 5.3% (1.4%) 36.0% (1.2%) 43.0% (0.9%)
21 岐阜県 10.8% (1.2%) 41.2% (▲0.8%) 20.2% (1.1%) 45 宮崎県 3.4% (0.6%) 40.5% (0.1%) 32.9% (6.3%)
22 静岡県 2.6% (0.3%) 44.1% (1.7%) 30.0% (0.1%) 46 鹿児島県 2.1% (▲0.7%) 45.5% (▲0.6%) 30.1% (▲1.0%)
23 愛知県 2.1% (▲1.0%) 43.5% (0.6%) 21.5% (0.2%) 47 沖縄県 0.8% (0.2%) 21.4% (0.6%) 44.8% (▲1.6%)

24 三重県 3.3% (0.7%) 31.0% (▲0.6%) 41.4% (2.7%) 3.8% (0.3%) 37.0% (1.5%) 32.3% (0.2%)

専修 一種 二種都道府県 都道府県

全国

専修 一種 二種
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Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

（教職員課調べ）

①幼稚園教諭の小学校教諭免許状の所有状況

※公立幼稚園の教諭のうち、小学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

②小学校教教諭の中学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立小学校の教諭のうち、中学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

③中学校教諭の小学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立中学校の教諭のうち、小学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

④中学校教諭の高等学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立中学校の教諭のうち、高等学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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（教職員課調べ）

⑤高等学校教諭の中学校教諭免許状の所有状況

Ⅱ－１２．平成２２年度隣接校種免許状の所有状況

※公立高等学校の教諭のうち、中学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）
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Ⅱ－１３．平成２２年度特別支援学校教諭免許状の所有状況

（教職員課調べ）
※公立小学校の教諭のうち、特別支援学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

①小学校教諭
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（教職員課調べ）
※公立中学校の教諭のうち、特別支援学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

②中学校教諭

Ⅱ－１３．平成２２年度特別支援学校教諭免許状の所有状況
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（教職員課調べ）
※公立高等学校教諭のうち、特別支援学校教諭の普通免許状を所有する者の割合（抽出調査）

③高等学校教諭

Ⅱ－１３．平成２２年度特別支援学校教諭免許状の所有状況

知的・肢体不自由・病弱

視覚 聴覚
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（教職員課調べ）

①小学校特別支援学級担当教諭

※ 公立小学校で特別支援学級を担当する教諭のうち、特別支援学校教諭の免許状を有する者の割合である。
「特別支援学級を担当する教諭」とは、給料の調整額を受けている特別支援学級専任の教諭をいう。

Ⅱ－１４．特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の所有状況（平成２３年度）
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（教職員課調べ）

②中学校特別支援学級担当教諭

Ⅱ－１４．特別支援学級担当教員の特別支援学校教諭免許状の所有状況（平成２３年度）

※ 公立中学校で特別支援学級を担当する教諭のうち、特別支援学校教諭の免許状を有する者の割合である。
「特別支援学級を担当する教諭」とは、給料の調整額を受けている特別支援学級専任の教諭をいう。



学士の学位等 教職課程の履修 教員免許状＋ ⇒

学士＝１種免許状が標準

短期大学士：２種免許状
修士 ：専修免許状

① 教科に関する科目

② 教職に関する科目

③ 教科又は教職に関する科目

・教職の意義
・ 教育の基礎理論
・ 教育課程及び指導法
・ 生徒指導、教育相談及び進路指導
・ 教育実習（小中：４週間、高：２週間程度）
・ 教職実践演習

学校種毎に授与
（中学校、高等学校
の場合には教科種
毎）

※単位数は１種免許状の場合

（小：４１、中：３１、高：２３単位以上）

（小：１０、中：８、高：１６単位以上）

（小：８、中・高：２０単位以上）

※ 上記①②から選択

○ 学位と教職課程における単位の修得により教員免許状が授与される。
○ 教職課程は免許状の種類毎に、大学の学科等を文部科学大臣が認定。
（※ 幼稚園及び小学校の教職課程は「教員養成を主たる目的とする」学科等でなければならない。）

Ⅱ－１５．大学における教員養成の仕組み

Ⅱ－１６．教員免許状取得に必要な科目の単位数及び内訳

１０４１８学士の学位を有すること。一種免許状

３４４１８修士の学位を有すること。専修免許状
小学校

教諭

３２３１２０修士の学位を有すること。専修免許状
中学校

教諭

２３１４短期大学士の学位を有すること。二種免許状

４２１１０短期大学士の学位を有すること。二種免許状

８３１２０学士の学位を有すること。一種免許状

１６２３２０学士の学位を有すること。一種免許状

４０２３２０修士の学位を有すること。専修免許状高等学

校教諭

５０
修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。

専修免許状
特別支

援学校

教諭

１０３５６学士の学位を有すること。一種免許状

３４３５６修士の学位を有すること。専修免許状
幼稚園

教諭

特別支援教育

に関する科目

教科又は教職

に関する科目

教職に関
する科目

教科に関

する科目
基礎資格

所要資格

免許状の種類

二種免許状

一種免許状

二種免許状

第一欄

４

第三欄

小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す
ること。

学士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚
園の教諭の普通免許状を有すること。

短期大学士の学位を有すること。

第二欄

１６

２６

２７

注１：その他の科目として、日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位、情報機器の操作２単位の修得が必要になる。
また、小学校及び中学校の免許状取得のためには、介護等体験が必要となる。

注２：このほか、養護教諭及び栄養教諭の免許状がある。



Ⅱ－１７．免許状の授与に必要な単位の例

【例１：幼稚園教諭一種免許状の場合】

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について１０単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ………１８単位

（教育課程の意義及び編成の方法、保育内容の指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ２単位

（幼児理解の理論及び方法・教育相談（カウンセリングを含む））

・教育実習 ……… ５単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教職に関する科目

右記の科目について３５単位以上修得

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○その他の科目

右の科目について各２単位以上修得

・国語 ・算数 ・生活

・音楽 ・図画工作 ・体育

○教科に関する科目

右の科目について、１以上の科目合計６単
位上修得

細 目区 分

【例２：小学校教諭一種免許状の場合】

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について１０単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ………２２単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法（国語・社会・算数・理科・

生活・音楽・図画工作・家庭・体育についてそれぞれ２単位以上）、道徳の指

導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習 ……… ５単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教職に関する科目

右記の科目について４１単位以上修得

小学校又は中学校の免許状を取得するためには、社会福祉施設等における７日間以上の介護
等の体験が必要

○介護等体験

・国語（書写を含む） ・社会 ・算数 ・理科

・生活 ・音楽 ・図画工作 ・家庭 ・体育

○教科に関する科目

右の科目について、１以上の科目合計８単
位上修得

細 目区 分



【例３：中学校教諭一種免許状（理科）の場合】

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について８単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ………１２単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、道徳の指導法、特別活動の

指導法、教育の方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習 ……… ５単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教職に関する科目

右記の科目について合計３１単位以上修得

小学校又は中学校の免許状を取得するためには、社会福祉施設等における７日間以上の介護
等の体験が必要

○介護等体験

・物理学 ・物理学実験（コンピュータ活用を含む。）

・化学 ・化学実験（コンピュータ活用を含む。）

・生物学 ・生物学実験（コンピュータ活用を含む。）

・地学 ・地学実験（コンピュータ活用を含む。）

○教科に関する科目

右記の科目についてそれぞれ１単位以上合
計２０単位上修得

細 目区 分

【例４：高等学校教諭一種免許状（理科）の場合】

・日本国憲法 ・体育

・外国語コミュニケーション

・情報機器の操作

○その他の科目

右記の科目について各２単位以上修得

○教科又は教職に関する科目

上記の教科に関する科目又は教職に関する
科目について１６単位以上修得

・教科の意義等に関する科目 ……… ２単位

（教職の意義及び教員の役割、職務内容等）

・教育の基礎理論に関する科目 ……… ６単位

（教育の理念、教育に関する歴史及び思想、児童等の心身の発達及び学習の過程、

教育に関する制度的事項等）

・教育課程及び指導法に関する科目 ……… ６単位

（教育課程の意義及び編成の方法、各教科の指導法、特別活動の指導法、教育の

方法及び技術）

・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 ……… ４単位

（生徒指導・教育相談（カウンセリングを含む）・進路指導の理論及び方法）

・教育実習 ……… ３単位

・教職実践演習 ……… ２単位

○教職に関する科目

右記の科目について合計２３単位以上修得

・物理学 ・化学

・生物学 ・地学

・「物理学実験（コンピュータ活用を含む。）、化学実験（コンピュータ活用
を含む。）、生物学実験（コンピュータ活用を含む。）、地学実験（コン
ピュータ活用を含む。）」

○教科に関する科目

右記の科目について、１以上合計２０単位
上修得

細 目区 分



科目の履修方法の例（小学校教諭１種免許状を取得して卒業する場合）

生
徒
指
導
、
教

育
相
談
及
び
進

路
指
導

教科又は教職に関
する科目

教
職
に
関
す
る

科
目
に
準
ず
る

も
の

小

計

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅳ

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅲ

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅱ

フ
ラ
ン
ス
語
基
礎
Ⅰ

現
代
社
会
の
諸
問
題

卒
業
研
究

子
ど
も
と
も
の
づ
く
り

人
権
教
育

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
科
目
（応
用
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
科
目
（
基
礎
）

現
代
学
校
論

日
本
語
教
育
概
論

中
国
古
典
文
基
礎

日
本
文
学
概
論
Ⅱ

日
本
文
学
概
論
Ⅰ

日
本
文
学
史
Ⅱ

日
本
文
学
史
Ⅰ

日
本
語
学
研
究
法

日
本
文
法
Ｂ

日
本
語
学
演
習
Ｃ

日
本
語
学
演
習
Ｂ

日
本
語
学
演
習
Ａ

日
本
語
学
概
論
Ｂ

日
本
語
学
概
論
Ａ

情
報
処
理

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ

ス
ポ
ー
ツ
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
実
習

ウ
ェ
ル
ネ
ス
概
論

日
本
国
憲
法

科
目
名

単
位
数

区
分

単
位
数

科
目
名

区
分

２２２２６２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１２２２２２１

小

計

その他（中学校の教科に関する科目）※ただしこの履修モデ
ルは小免のみ取得しようとするもの

教養科目

合

計

教職関連科目以外の科目

教職関連科目

そ
の
他

漢
文
学

国
文
学

国
語
学

情
報
機
器

外
国
語
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

体
育

日
本
国
憲
法

１

小
学
校
教
育
実
習

教
育
実
習

１

教
育
相
談
の
理
論
と
方
法

１

生
徒
指
導
・
進
路
指
導
の
理

論
と
方
法

１

特
別
活
動
の
理
論
と
方
法

２

道
徳
教
育
の
理
論
と
方
法

４

教
育
方
法
論

初
等
音
楽
科
教
育
法

初
等
理
科
教
育
法

介
護
体
験
実
習

１０

教
職
実
践
演
習
（小
）

教
職
実
践
演
習

１２９

学
校
現
場
体
験

２

初
等
生
活
科
教
育
法

２

教
育
課
程
論

教
育
課
程
及
び

指
導
法

２

教
育
制
度
論

２

障
害
児
の
発
達
と
教
育

４

初
等
国
語
科
教
育
法

４

初
等
社
会
科
教
育
法

２

初
等
体
育
科
教
育
法

２

初
等
図
画
工
作
科
教
育
法

２

初
等
算
数
科
教
育
法

教職関連科目

１

理
科
研
究

理
科

１

算
数
科
研
究

算
数

１

社
会
科
研
究

社
会

２

国
語
科
研
究

国
語

教科に関する科目

２

音
楽
科
研
究
Ⅱ

２

音
楽
科
研
究
Ⅰ

音
楽

２

家
庭
科
研
究

家
庭

１

生
活
科
研
究

生
活

２

体
育
科
研
究
Ⅱ

２

体
育
科
研
究
Ⅰ

体
育

２

図
画
工
作
科
研
究
Ⅱ

２

図
画
工
作
科
研
究
Ⅰ

図
画
工
作

１１９２２２

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
実
習

初
等
家
庭
科
教
育
法

教
育
心
理
学

教
育
の
理
念
と
歴
史

教
職
入
門

教
育
の
基
礎
理

論教
職
の
意
義
等

教職に関する科目

※
大
学
が
定
め
る
卒
業
要
件
単
位
‥
１２９
単
位
以
上

〈Ａ大学 教育学部 初等教育教員養成課程の例〉 ：小１種の課程認定を受けている科目

科目の履修方法の例（小学校教諭２種免許状を取得して卒業する場合）

教
職
実
践
演
習

教
育
課
程
及
び

指
導
法

各
種
教
養
科
目

教
育
実
習
（幼
稚
園
）

幼
児
指
導

保
育
内
容
研
究
表
現
②

保
育
内
容
研
究
表
現
①

保
育
内
容
研
究
言
葉

保
育
内
容
研
究
環
境

保
育
内
容
研
究
人
間
関
係

保
育
内
容
研
究
健
康

保
育
内
容
総
論
（保
育
計
画
論
を

含
む
）

情
報
処
理
（
情
報
機
器
の
操
作
を

含
む
）

ド
イ
ツ
の
言
葉
と
文
化

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
①

英
語
①

ス
ポ
ー
ツ
実
技

ス
ポ
ー
ツ
理
論

日
本
国
憲
法

科
目
名

小

計

教
育
実
習

生
徒
指
導
等

教
育
課
程
及

び
指
導
法

情
報
機
器

外
国
語
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

体
育

日
本
国
憲
法

その他（幼稚園免許状取得に必要な教職に関する科目）教養科目

合

計

教
職
関
連
科
目
以
外
の

科
目

教職関連科目
区
分

１０５１４９１２２２２２２２２２２１１１１２２
単
位
数

２４１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２
単
位
数

教職に関する科目教科に関する科目

教
育
課
程
総
論

教
育
制
度
論

発
達
心
理
学

教
育
史

教
育
原
理

教
育
の
基
礎
理

論

教
職
概
論
（
同
和
教
育
を
含

む
）

教
職
の
意
義
等

体
育
①

体
育

図
画
工
作
①

図
画
工
作

音
楽
①

音
楽

理
科

理
科

算
数

算
数

特
別
活
動
の
指
導
法

道
徳
教
育
の
指
導
法

図
画
工
作
教
育
法

音
楽
科
教
育
法

算
数
科
教
育
法

体
育
科
教
育
法

家
庭
科
教
育
法
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科
教
育
法

理
科
教
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国
語
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教
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学
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）

教
育
実
習
（小
学
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教
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進
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導
論
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演
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語
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国
語

教職関連科目

科
目
名

区
分

※
大
学
が
定
め
る
卒
業
要
件
単
位
‥
６３
単
位
以
上

〈Ｂ短期大学 初等教育学科の例〉 ：小２種の課程認定を受けている科目

※
短大では、小２種免と合わ
せて幼２種免を取得する場
合が多いため、そのパター
ンで作成



科目の履修方法の例（中学校・高等学校教諭１種免許状（理科）を取得して卒業する場合）
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１５８
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単
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数
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５

高
分
子
化
学
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★

２

高
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子
化
学
Ⅱ

★

２

分
析
化
学
Ⅱ

★

２

分
析
化
学
Ⅰ

★

２

物
理
化
学
Ⅰ

２

無
機
化
学
Ⅰ

２

有
機
化
学
Ⅱ

★

２

有
機
化
学
Ⅰ

★

２

基
礎
化
学
Ｂ

２

基
礎
化
学
Ａ

化
学

２

物
理
学
実
験

物
理
学
実
験

３

生
物
学
実
験

生
物
学

３

生
化
学
Ⅱ

★

３

生
化
学
Ⅰ

★

３

バ
イ
オ
メ
デ
ィ
カ
ル
材
料
★

２

生
命
基
礎
化
学

★

１

基
礎
生
物
学

★

１

物
質
生
命
実
験
Ⅱ

★

物
質
生
命
実
験
Ⅰ

★

化
学
実
験

化
学
実
験

９４

有
機
合
成
化
学

★

２

有
機
反
応
機
構

★

基
礎
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
演
習
Ⅰ

情
報
機
器
の
操

作

２

英
語
演
習
Ⅱ

２

基
礎
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
演
習
Ⅱ

２

英
語
演
習
Ⅰ

外
国
語
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン

２

ス
ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
Ⅱ

２

ス
ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
Ⅰ

体
育

２

日
本
国
憲
法

日
本
国
憲
法

２

地
学
実
験

３

地
学
概
説

３

生
化
学
実
験

生
物
学
実
験

２

基
礎
電
磁
気
学

２

力
学

物
理
学

教職関連科目

単
位
数

科
目
名

区
分

※
大
学
が
定
め
る
卒
業
要
件
単
位
‥
１２４
単
位
以
上

〈Ｃ大学理工学部物質生命理工学科の例〉 ：課程認定を受けている科目★：学科の専門科目

科目の履修方法の例（小学校教諭専修免許状を取得して卒業する場合）

〈Ｄ教職大学院の例〉 ：課程認定を受けている科目

２学校教育のファシリテーターの育成

７課題発見実習

２子どもの心を耕す教育

２課題研究Ⅰ

２子どものライフサポート

２相互評価による授業力の形成

２教育プログラムの開発と運営

２課題研究Ⅲ

２課題研究Ⅱ

３課題達成実習

２地域社会との協働による学校運営

４協働による子ども支援

４授業研究の方法

４カリキュラム開発の方法

教職に関する科
目

教職関連科目

２未来の学校教育

２学校組織マネジメント

４６合 計

２教師のコンピテンシー

単位数科目名区 分

※大学が定める卒業要件単位数：４６単位以上
※教職大学院については、専任教員のおおむね４割以上は実務家であることが必要



科目の履修方法の例（小学校教諭専修免許状を取得して卒業する場合）

〈Ｅ大学大学院教育人間学研究科の例〉 ：課程認定を受けている科目

教職に
関する科
目

身体知演習Ⅰ 合 計

教職関連
科目

区分

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

単位数

研究指導Ⅳ

研究指導Ⅲ

研究指導Ⅱ

研究指導Ⅰ

教育学特殊講義Ⅱ

教育学特殊講義Ⅰ

科目名

学校教育学演習Ⅰ

臨床医学的小児教育研究Ⅱ

教育社会学研究Ⅰ

臨床医学的小児教育演習Ⅱ

臨床医学的小児教育演習Ⅰ

臨床医学的小児教育研究Ⅰ

学校教育学研究Ⅰ

教育社会学演習Ⅰ

身体知研究Ⅰ

２幼児・児童臨床教育研究Ⅱ

２教育文献調査法Ⅰ

２教育実践調査法Ⅱ

２教育実践調査法Ⅰ

教職関
連科目

２障害児臨床教育研究Ⅰ

２幼児・児童臨床教育研究Ⅰ

４６

障害児臨床教育演習Ⅰ

単位数科目名区 分

※大学が定める卒業要件単位数：４０単位以上

科目の履修方法の例（中学校・高等学校教諭専修免許状（理科）を取得して卒業する場合）

〈Ｆ大学大学院理工学研究科の例〉 ：課程認定を受けている科目

※大学が定める卒業要件単位：３０単位以上

４応用化学特別演習

２高分子物性特論

２高分子物理化学特論

２資源天然物化学特論

２有機物質科学特論

２化学物性特論

２分析化学特論Ⅰ

２物理化学特論Ⅰ

教科に関する科目教職関連科目

２微生物生理学

２生化学特論

２セラミックス物性特論

６分析化学特別研究
教職関連科目以外の科目

２生体高分子特論

２高分子構造特論

３４合 計

学位論文

単位数科目名区分



学 部

大学院（修士課程）

○設置状況：４４大学４４学部（うち単科大学１１）

14,7204,03710,683４４

新課程教員養成課程

合 計入 学 定 員大学数

○課程・入学定員
※ 新課程：教員就職率の低下に伴い、
昭和６２年度から教員養成課程の一部
を、教員以外の職業分野の人材や高
い教養と柔軟な思考力を身につけた
人材を養成することを目的とした課程
として改組したもの。

○設置状況

３，２６５１４７４４４４

入学定員専攻数研究科数設 置
大学数

教職大学院（専門職学位課程）

○設置状況

８１５２５計

１７０６私立

６４５１９国立

入学定員設置大学数区分

Ⅱ－１８．教員養成の現状

１．課程認定数

２．国立教員養成系大学・学部の現状（平成２４年度）

70.4%69.1%50.0%94.2%70.9%72.0%50.0%0.0%81.1%81.1%67.1%93.9%割合

432 31536 812532449 0 600 470 5377 
課程認定を有する大学
等数

614 456 7286357339180 7405797982 大学等数

計私立公立国立計私立公立国立計私立公立国立

大学院短期大学大学

（平成23年5月1日現在）

Ⅱ－１９．国立の教員養成大学・学部の入学定員（平成２４年度）

２００５５１４５三 重

２７５３５２４０鹿 児 島４００１００３００静 岡

１９０９０１００琉 球８７５２３２６４３愛 知 教 育

２４００２４０長 崎１６０６０１００福 井

２４０１５０９０佐 賀１０００１００金 沢

２４５１４５１００大 分２８０４０２４０信 州

２９０６０２３０熊 本１４５２０１２５山 梨

４９５３１５１８０広 島２２００２２０群 馬

２８００２８０岡 山２１０６０１５０宇 都 宮

１７００１７０島 根３５０１００２５０茨 城

１８５４０１４５和 歌 山２９０１９０１００秋 田

２５５０２５５奈 良 教 育３４５０３４５宮 城 教 育

１６００１６０兵 庫 教 育２５０９０１６０岩 手

９３０４０５５２５大 阪 教 育２４０７０１７０弘 前

２２０１００１２０愛 媛３８０１５０２３０横 浜 国 立

２００７０１３０香 川１，０６５３３５７３０東 京 学 芸

１０００１００鳴 門 教 育４５５３５４２０千 葉

２４０１１０１３０山 口４８００４８０埼 玉

１４，７２０４，０３７１０，６８３合 計２４０２０２２０滋 賀

２３０８０１５０宮 崎２５００２５０岐 阜

６３０１５０４８０福 岡 教 育１６００１６０上 越 教 育

１７０７０１００高 知３７０１５０２２０新 潟

３０００３００京 都 教 育１，２１０５１０７００北 海 道 教 育

計新課程教員養成課程計新課程教員養成課程

入学定員
大学名

入学定員
大学名



3,820

14

54

25

26

57

61

32

111

32

42

47

57

31

101

118

41

22

81

70

275

121

正規採用

b

77

58

324

98

105

77

39

12

43

60

46

117

235

197

172

99

44

116

24

101

58

60

240

正規採用

b

112(66.3%)54169三 重

109(47.2%)55231鹿 児 島146(58.4%)48250静 岡

50(47.2%)36106琉 球477(71.8%)153664愛 知 教 育

95(54.3%)34175長 崎51(50.5%)39101福 井

58(58.0%)26100佐 賀67(66.3%)24101金 沢

68(62.4%)42109大 分156(68.4%)79228信 州

141(58.0%)84243熊 本63(60.0%)24105山 梨

118(64.1%)17184広 島134(59.0%)35227群 馬

178(59.1%)60301岡 山95(56.5%)51168宇 都 宮

111(67.3%)70165島 根176(66.7%)60264茨 城

64(64.6%)4299和 歌 山49(44.5%)25110秋 田

134(66.3%)53202奈 良 教 育206(60.2%)105342宮 城 教 育

124(74.7%)54166兵 庫 教 育86(49.1%)28175岩 手

384(66.0%)109582大 阪 教 育88(52.1%)28169弘 前

86(61.0%)44141愛 媛138(55.6%)21248横 浜 国 立

80(57.6%)33139香 川400(62.0%)165645東 京 学 芸

88(77.9%)31113鳴 門 教 育251(61.7%)54407千 葉

63(55.3%)32114山 口279(58.7%)107475埼 玉

6,494(62.0%)2,67410,479合 計121(65.8%)44184滋 賀

59(57.8%)34102宮 崎162(69.5%)57233岐 阜

265(61.3%)154432福 岡 教 育99(59.6%)39166上 越 教 育

61(67.0%)2991高 知103(52.6%)57196新 潟

211(70.1%)90301京 都 教 育488(64.6%)248756北 海 道 教 育

教員就職者計

b+c，（(b+c)/a%)
臨時的任用

c
教員就職者計

b+c，（(b+c)/a%)
臨時的任用

c
卒業者数

a
卒業者数

a
大学名大学名

Ⅱ－２０．国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）の教員就職状況
（平成２３年３月卒業者）

※平成２３年３月卒業者（平成２３年９月３０日現在）の状況を取りまとめたものである。

１．教職大学院の特性（既存の修士課程との違い）

① 実務家教員（教職等としての実務経験のある教員）を必要専任教員の４割以上
置くことを法令上規定。

② ４５単位のうち１０単位以上は学校等での実習を行うよう義務化。

③ 既存の修士課程では学生が専門分野の研究に従事しているが、教職大学院
では研究指導を受けることや修士論文の提出が義務づけられていない。

④ 大学は７年ごとに機関別の認証評価を受けることが義務づけられているが、
さらに、教職大学院は５年に１回、分野別の認証評価が義務付けられている。

２．現状（平成２３年度）

① 教員就職率（臨時的任用を含む）【平成２３年３月卒業者】
： ９０．４％ （国立教員養成大学・学部６２．０％）

② 入学定員充足率 ： ９２．４％ （前年度より３．６％減）

③ 志願者数 ：１，１０２人 （前年度より９６人減）

④ 入学者数 ： ７６７人 （前年度より３９人減）
現職教員 ３５６人（前年度より３６人減）
学部新卒学生等 ４１１人（前年度より３人減）

Ⅱ－２１．教職大学院（専門職学位課程）制度の概要



②設置計画履行状況等調査（アフターケア）

①認証評価
大学には7年ごとに機関別の認証評価を受けることが義務付け。
さらに、教職大学院には、5年に1回、分野別の認証評価を義務付け。

○ 教職大学院に関する認証評価機関として、平成22年3月に、「教員養成評価機構」が
認証評価団体として認証され、平成22年度から認証評価を実施。

（平成22年度・・・6大学、平成23年度・・・9大学）
○ 「教育の課程と方法」、「教育の成果・効果」、「教育委員会及び学校等との連携」
などの項目について評価し、平成22年度対象の6大学すべてが適格認定。

★教員養成評価機構が行う認証評価には、 大学サイドに加え、
・全国都道府県教育長協議会 ・全国連合小学校長会 ・全日本中学校長会
・全国高等学校長協会 ・全国特別支援学校長会 ・（社）日本PTA全国協議会

等の学校関係者が参加

平成23年度調査対象５大学のうち、
3大学に実地調査を実施、
１大学に留意事項が付された。

（参考：平成22年度調査対象23大学中、
留意事項を付された大学…4大学）

【留意事項】
・教員委員会との連携
教育委員会との一層の連携強化により、カリキュラムや
教育方法、教育体制の充実・改善を図り、教育内容の質
の保証を図ること
・入学者の確保
積極的なＰＲ活動を行うなど、必要な改善を図ることにより、
学生確保に努めること

教育水準の維持・向上及びその主体的な
改善・充実に資することを目的として、
設置計画の履行状況について調査。

Ⅱ－２２．教職大学院の質の保証

Ⅱ－２３．教職大学院の現状（平成２４年度）

№
設置

年度
研究科・専攻名 位 置 №

設置

年度
研究科・専攻名 位 置

1 20 教育学研究科 高度教職実践専攻 45 北海道 20 21 教職研究科 教職実践専攻 15 千葉県

2 20 教育学研究科 高度教職実践専攻 32 宮城県 21 20 教職研究科 教職専攻 25 東京都

3 21 教育実践研究科 教職実践専攻 20 山形県 22 20 教育学研究科 教職専攻 20 東京都

4 20 教育学研究科 教職リーダー専攻 16 群馬県 23 21 教職研究科 教職実践専攻 30 東京都

5 20 教育学研究科 教育実践創成専攻 30 東京都 24 20 教職研究科 高度教職実践専攻 60 東京都

6 20 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 50 新潟県 25 20 初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 20 静岡県

7 20 教育学研究科 教職開発専攻 30 福井県

8 22 山梨大学大学院 教育学研究科 教育実践創成専攻 14 山梨県

9 20 教育学研究科 教職実践開発専攻 20 岐阜県

10 21 教育学研究科 教育実践高度化専攻 20 静岡県

11 20 教育実践研究科 教職実践専攻 50 愛知県

12 20 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科 教職実践専攻 60 京都府

13 20 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 100 兵庫県

14 20 教育学研究科 教職開発専攻 20 奈良県

15 20 教育学研究科 教職実践専攻 20 岡山県

16 20 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 50 徳島県

17 21 教育学研究科 教職実践専攻 20 福岡県

18 20 教育学研究科 教職実践専攻 20 長崎県

19 20 教育学研究科 教職実践開発専攻 28 宮崎県

入学定員（人）

２５大学（２０都道府県） 815 人

大 学 院 名

聖徳大学大学院

創価大学大学院

玉川大学大学院

帝京大学大学院

早稲田大学大学院

常葉学園大学大学院

鳴門教育大学大学院

福岡教育大学大学院

長崎大学大学院

宮崎大学大学院

愛知教育大学大学院

兵庫教育大学大学院

奈良教育大学大学院

岡山大学大学院

上越教育大学大学院

福井大学大学院

岐阜大学大学院

静岡大学大学院

宮城教育大学大学院

山形大学大学院

群馬大学大学院

東京学芸大学大学院

大 学 院 名 入学定員（人）

北海道教育大学大学院



３（１００ ％）３０３１０常 葉 学 園

４１（９３．２％）４３７４４６３早 稲 田

１３（８６．７％）５８１５２４宮 崎

１２（８０．０％）９３１５２２長 崎

１９（９５．０％）４１５２０３５創 価

１（２０．０％）１０５９聖 徳

１（３３．３％）０１３１０帝 京

６（８５．７％）１５７１４玉 川

９（１００ ％）１８９１９岡 山

８（１００ ％）２６８１４奈 良 教 育

３９（９７．５％）１８２１４０８４兵 庫 教 育

２９３（９０．４％）８６２０７３２４７０９計

７（１００ ％）０７７１６福 岡 教 育

７（７７．８％）３４９４６鳴 門 教 育

１０（１００ ％）２８１０２０山 形

５（１００ ％）２３５３５宮 城 教 育

１３（９２．９％）３１０１４３３北 海 道 教 育

２０（８７．０％）１１９２３５２上 越 教 育

１２（９２．３％）０１２１３３４東 京 学 芸

４（１００ ％）０４４１５群 馬

４（１００ ％）１３４２０岐 阜

－－－－－山 梨

５（１００ ％）３２５２６福 井

３８（９０．５％）１０２８４２５９京 都 教 育

１０（９０．９％）１９１１２７愛 知 教 育

６（７５．０％）２４８２２静 岡

臨時的任用

Ｃ

正規採用

Ｂ

現職教員学生

を除く修了者数

Ａ

教員就職者計

Ｂ＋Ｃ，（（Ｂ＋Ｃ）／Ａ ％）
全修了者数大 学 名

Ⅱ－２４．教職大学院別教員就職状況（平成２３年３月修了者（現職教員学生を除く））

（注１）平成２３年３月修了者（平成２３年９月３０日現在）の状況を取りまとめたものである。
（注２）山梨大学教職大学院は平成２２年度設置であり、修了者なし。

Ⅱ－２５．教育実習の課題

＜教育実習について＞

「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果」より
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実習内容が不十分

実習期間が短い

実習校の指導体制が不十分

大学と実習校や教育委員会との連携が不十分

大学の指導体制が不十分

実習生受入校における実習生の指導・評価方針に国と

しての明確な基準がない

実習生受入校の負担が大きい

教員を志望していないにもかかわらず実習しようとする

学生が多い
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・
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教員(N=4846) 学校長(N=2615) 教育委員会(N=497) 大学(N=207) 学生(N=793)

(%)

教育実習については、「実習期間が短い」「実習受入れ校の負担が大きい」「教員を志望していないにもかかわ
らず実習しようとする学生が多い」を課題として挙げる割合が全般的に高い。



Ⅱ－２６．小学校教員養成課程における理科教育の課題

１．機器の使用法を指導していない大学の割合（国公立大） ２．実験が実施できない理由（国公立大学）

３．学生の理科の基礎知識が身についていない
と回答した大学の割合

４．学生の理科に対する認識
（理科を専修していない学生：国公立）
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理科全般の内容

物理分野の内容

化学分野の内容

大好き 好き 嫌い 大嫌い 無回答

39

33

21

0

42

45

52

27

15

15

21

70

3

6

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

アルコールランプ

リトマス紙

ICT活用観察用コンピュータ
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全ての学生に指導している 一部の学生に指導している 指導していない 無回答
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授業時間が足りない

実験準備のための時間が足りない

実験設備・機器が不十分

実験用消耗品が購入できない

出典： 「理科を教える小学校教員の養成に関する調査」
（独）科学技術振興機構理科教育支援センター（平成22年7月）

教員養成課程では、授業時間が足りないため、実験等に関する指導が十分ではなく、学生の
理科の知識不足や苦手意識がみられる。

教員養成課程では、授業時間が足りないため、実験等に関する指導が十分ではなく、学生の
理科の知識不足や苦手意識がみられる。
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66%
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国公立

私立

○ 教育の情報化ビジョン ～２１世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して～

（平成23年4月28日 文部科学省）
第六章教員への支援の在り方

１．教員の役割と情報通信技術の活用指導力養成
（教員の養成・採用）
○教職課程の認定を受け教員を養成する大学等においては、教育職員免許法施行規則により、「情報機器の 操作（2 
単位）」や「教育課程及び指導法に関する科目」として「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む）」の履
修が必須とされている。しかしながら、具体的な授業内容については、各大学の判断に委ねられており、これらの科目に
おいて教えられているのは主に情報機器やソフトウェアの使い方にとどまっているのではないかとの指摘もある。
○現在、中央教育審議会において、教員の資質能力の総合的な向上方策について検討されているところであり、この中

で、情報教育、教科指導における情報通信技術の活用、校務の情報化の観点から、教員の免許の在り方等の課題につ
いて十分検討する必要がある。今後、中央教育審議会における検討を踏まえつつ、教員養成を行う大学や教職大学院
等においては、教育委員会や教育センター等とも連携し、これらの課題に対応する新たな教員養成カリキュラムの開発
やそれに基づく効果的な履修体制の構築等を図る必要がある。
○全国で様々な大学教員が教職課程の授業を担当しているが、そのICT 活用指導力は必ずしも一様ではない。ICT 活用
指導力については、情報系の科目のみならず、教職課程における様々な授業科目の中で、大学教員が情報通信技術
を活用して教えることが、教育効果を高める上でも、また学生が将来学校で情報通信技術を活用して指導できるように
なるためにも重要と考えられる。
○ このことから、教職を目指す学生のICT 活用指導力の向上に資するため、大学間における優れた実践に関する好事例
の共有、教育の情報化について的確に指導できる大学教員の採用の促進、情報教育に関する研修について優れた取
組を行っている教育センター等との連携などを促進することが重要である。
○ また、教員養成学部（附属学校を含む）をはじめ、教職課程等においては、教員を目指す学生が授業や実習を通じて情

報端末・デジタル機器やソフトウェアに触れる機会の充実を図ることが必要である。教員養成学部と密接に連携して教
育実習や教育研究を行う役割を果たしてきている附属学校、既に先進的に取り組んでいる学校については、教育の情
報化と21 世紀にふさわしい学びと学校の創造のために牽引的な役割を果たすことが期待される。

Ⅱ－２７．各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）①



○新たな情報通信技術戦略 工程表

（平成22年6月22日決定 平成2４年７月４日改訂 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部）

２．地域の絆の再生
（３）教育分野の取組
【今後の取組】
2012年度、2013年度
Ⅰ．学校教育の情報化
⑦教職課程における情報通信技術活用指導力の養成（教員の資質能力の向上方策の検討の中で議論）、現職教員研修

体制の確立（すべての教員が情報通信技術を活用して指導できるようにし、地域間格差の解消）。

○ キャリア教育に関する報告書「学校が社会と協働して一日も早くすべての児童生徒に充実したキャリア教育

を行うために」

（平成23年12月9日 キャリア教育における外部人材活用等に関する調査研究協力者会議）

第２章 学校が社会と協働して「キャリア教育」を行うために学校、教育委員会は何をすべきなのか
３． 学校、教育委員会は何をすべきなのか

●教員養成の観点から
○現在、教員免許状取得に必要な科目の中に「キャリア教育」という用語は規定されていない。教職に関する科目として

は、「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」が設定されており、その中では、「進路指導の理論及び方法」
のほか、「生徒指導の理論及び方法」、「教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法」と
合わせて、４単位以上の修得が必要とされている。
○ キャリア教育を学校教育の中に根付いたものにするためには、教員養成課程においてキャリア教育をどう位置付けて

いくべきかを検討していく必要がある。
○教員は今後、キャリア教育を通し子どもたちに基礎的・汎用的能力を育成していくことも求められるが、更に学校外部の

教育資源と学校とを結び付け、コーディネートをする役割なども求められる。加えて体験活動や職業人講話などでの気
付きや考えるきっかけなどを、子どもたちの知的、情緒的、社会的な発達につなげていくことも教員に必要な役割の一つ
である。
○現在、中央教育審議会では、教員養成の検討が行われているが、その検討の中で、キャリア教育の重要性や必要性に

鑑み、大学の教員養成課程における位置付けについても検討することが期待される。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）②

○今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）

（平成23年1月31日 中央教育審議会）
第２章 発達の段階に応じた体系的なキャリア教育の充実方策
２．キャリア教育の充実方策
（３）教職員の意識・指導力向上と実施体制の整備
①教職員の意識や指導力の向上
○加えて、教員養成において、キャリア教育に関する必要な知識や指導方法を修得させることも、指導力の向上を図る上

で効果的と考えられる。このため、教員養成課程の中でキャリア教育に関する内容を充実することについて、今後、教員
の資質能力向上方策の見直しを行う中で検討されることが期待される。

第３章 後期中等教育におけるキャリア教育・職業教育の充実方策
３．高等学校におけるキャリア教育・職業教育の充実
（２）専門学科における職業教育
④ 専門学科における職業教育の充実のための環境整備
(ｲ) 教員の指導力の向上、実務経験を有する者の教員への登用の促進
○ また、地元企業を退職した熟練の知識・技能を有する者等、実務経験を有する者が学校で指導することも必
要である。このため、教員採用に当たり、特定の経歴等を持つ者に対する選考方法や、特別免許状を活用した
選考等の事例集を作成・配布するなど特別非常勤講師制度・特別免許状制度の活用や、ティームティーチン
グ等による専門学科の取組を促すことが考えられる。
今後、教員の資質能力向上方策の見直しを行っていく中で、専門学科の教員の免許状の在り方についても検
討していくことが期待される。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）③



○ 「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」 中間とりまとめ
（平成23年9月30日 東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議）

2.今後の防災教育・防災管理等の考え方と施策の方向性
(2) 防災管理・組織活動
①.学校において学校安全の中核となる教職員等への効果的な研修の推進
○ さらに、防災教育等を含む安全教育等は学校の教育活動全体を通し、組織的に全ての教職員が関わりながら実践され

ることから、各校種の教員の養成段階で学校安全を学修する機会を設ける等のほか、経験年数に応じた教員研修、教
員免許更新講習等において講習等を充実させ、全ての教職員が安全教育、安全管理、組織活動についての基礎を学
べる体制を整備していくこと等について、今後の検討が望まれる。

○ スポーツ基本計画

（平成24年３月 文部科学大臣）

第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

１．学校と地域における子どものスポーツ機会の充実

（２）学校の体育に関する活動の充実

③今後の具体的施策展開

○ 大学においては、大学の自主性に基づき、教員養成課程において、 健康や安全、障害者に配慮した体育の授業や運動部活
動の指導・経営・調整に 必要な確かな力量等を備えた教員を養成するため、学校現場と連携するとともに、 カリキュラムや学
習方法の一層の改善を図ることが期待される。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）④

○人の、地域の、日本の未来を育てる読書環境の実現のために 「国民の読書推進に関する協力者会議」報

告

（平成23年9月2日 国民の読書推進に関する協力者会議）
第３章 人の、地域の、日本の未来を育てる読書環境の実現のために ～３つの提言～
提言１ 読書で人を育てる、「読書を支える人」を育てる
＜提言のポイント＞
② 司書や司書教諭等の読書に関する専門的職員を充実する
すべての学校で読書に関する教育を保障するためのカリキュラムや指導計画が必要であり、それを実現するため、学校
の教育課程に「読書」ないしは「共読学習」というべきものを組み込むことや、現在学校図書館法等で当分の間１１学級以
下の学校には置かないことができるとされている司書教諭をすべての学校に必置とし、その専任化を推進すること、司書
教諭資格の取得を進めること、学校図書館担当職員（いわゆる「学校司書」）の配置やその常勤化を推進する方策につい
ても検討されるべきである。また、教員の役割の重要性にかんがみ、教員養成に当たって、各大学の自主的判断のもと読
書に関する指導力向上や図書館活用教育の向上を図るため、例えば「読書教育」、「図書館活用教育」、「リテラシー教育」
などを導入することについても検討されるべきである。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑤

3. 「学校での消費者教育」
（1）教員研修の充実
ア現状

消費者教育に関する教員の指導力向上のためには、学校の設置者である都道府県教育委員会等において、教育委員
会と消費者担当部局が連携して研修を行うことや様々な研修を行っている消費者関係団体と連携・協力を進めることな
どによる地域ごとのきめ細かな教員研修体制の充実が課題であると考えられる。

○ 消費者教育推進会議の報告

（平成24年4月6日 消費者教育推進会議）



○わが国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画

（平成23年6月3日改訂 「国連持続可能な開発のための教育の１０年」関係省庁連絡会議）

４．ＥＳＤの推進方策
（２）国内における具体的な推進方策
（ニ）能力開発、人材育成
なお、大学の教職課程において、ＥＳＤに関する内容を積極的に取り上げるとともに、実践的な指導方法が教授され
るよう促します。
（３）各主体に期待される取組
（チ）教員養成・研修機関
教員がＥＳＤに関する知識や技能を有していることにより、幼児、児童生徒への効果的なＥＳＤが可能となるため、教
員養成・研修機関には以下のような取組や役割が期待されます。
・ 大学の教育学部等の教職課程において、ＥＳＤについて積極的に取り上げるとともに、実践的な指導方法を教授する
こと。

○環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針

（平成16年9月24日 閣議決定）

２ 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
（２）環境保全の意欲の増進、環境教育の推進のための施策
① 学校、地域、社会等幅広い場における環境教育
イ 学校の教職員の資質の向上
さらに、大学の教育学部等の教員養成課程においても、環境教育を積極的に取り上げるとともに、実践的な指導方法
を教授することが必要です。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑥

○中央教育審議会初等中等教育分科会特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告
（中央教育審議会初等中等教育分科会（第80回） 配付資料）

5．特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等
○ インクルーシブ教育システム構築のため、すべての教員は、特別支援教育に関する一定の知識・技能を有していること

が求められる。特に発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のある児童生徒の多くが通常の学級
に在籍していることから必須である。これについては、教員養成段階で身に付けることが適当であるが、現職教員につ

いては、研修の受講等により基礎的な知識・技能の向上を図る必要がある。

○第３次男女共同参画基本計画

（平成22年12月17日 閣議決定）

第１１分野 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
１ 男女平等を推進する教育・学習
ア 教育関係者の男女共同参画に関する正確な理解の促進
・教員養成課程における男女平等などの人権教育を促進する。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑦



○子どもの豊かな学びを創造し、地域の絆をつなぐ ～地域とともにある学校づくりの推進方策～

（平成23年7月5日 学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議）

４．さらに検討していくべき中長期的課題
＜教職員の養成に関する課題＞
「地域とともにある学校」を担う教職員、管理職の養成・確保をいかにしていくべきか。
①管理職養成の在り方（資格制度、教職大学院の在り方等）
②教職員の養成・採用・研修の在り方（免許制度、教職課程の在り方等）
等について、総合的な検討が必要。

○中高一貫教育制度に関する主な意見等の整理

（平成23年7月 中央教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会 ）

２．特色ある教育の展開について
○なお、現在、中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会において議論されているように、学校現場で起きている学

校間の接続に起因する問題に十分対応できるようにするため、教員が隣接する学校種においても指導できる力量を、養
成段階において身に付けることが必要となっていることから、例えば、中学校教諭免許状と高等学校教諭免許状を併せ、
「中等教育免許状」とすることなどの是非について、今後検討を進めていくことが必要である。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑧

○小中連携、一貫教育に関する主な意見等の整理

（平成24年7月 中央教育審議会初等中等教育分科会学校段階間の連携・接続等に関する作業部会 ）
６．教員人事、教員免許
（２）教員免許
○教職生活全体を通じて学び続ける教員を支援するため、教員養成、教員免許制度に関する改革の方向性や研修等の
改善方策について審議した、教員の資質能力向上特別部会においては、「義務教育免許状」など、複数の学校種をまと
めた教員免許状の創設は、要修得単位数の増加の課題等もあり、中長期的な検討課題とされているが、今後、更なる
隣接校種の教員免許状の取得促進のため、例えば、複数免許状を取得する場合の最低修得単位数の設定の在り方に
ついて検討する必要がある。

○ 国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策～英語を学ぶ意欲と使う機会の充実を
通じた確かなコミュニケーション能力の育成に向けて～

（平成23年6月30日 外国語能力の向上に関する検討会 ）

４．英語力向上のための５つの提言
④英語教員に自信と力を与えるとともに、学校・地域における戦略的な英語教育改善を図る。
（英語教員に自信と力を）

さらに、教員養成課程においては、生徒の英語力の向上に資する英語教員の英語力・指導力を育成するよう改善・充実
を図っていくべきである。また、小学校教員の教職課程においては、外国語活動に関する科目の開設をさらに進めるべき
である。

○ 文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次）について（答申）

（平成23年1月31日 文化審議会）

第３ 文化芸術振興に関する基本的施策
５．国語の正しい理解
学校教育に携わる全ての教員が国語についての意識を高め、実際に生かしていくことができるよう、学校の教員の養成
及び研修の各段階において、国語力に重点を置いた取組を進める。

○ 科学技術基本計画

（平成23年8月19日 閣議決定）

Ⅳ．基礎研究及び人材育成の強化
３．科学技術を担う人材の育成
（３）次代を担う人材の育成
＜推進方策＞
・ 国は、教育委員会と大学が連携し、現職教員研修や教員養成課程において、科学技術に触れる機会、観察や実験を

行う実習の機会を充実するよう求める。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑨



○理科教育の復興策に関する提言

（平成22年12月 地球を考える会）
４． 理科教育の危機的状況の改革を促進すること

小学校で理科を教える教員の多くが、理科の観察実験指導に苦手意識をもちつつ理科を教えている。中学校理科教員
においても、指導が苦手な分野をもつ教員が少なくない。特に若手教員にその割合が高く、苦手意識を克服する研修機会
も殆どない状況である。理科の基礎的指導力に関する研修機会を一刻も早く充実させるとともに、基礎的な観察実験能力
を習得させていない大学における現在の教員養成システムを改革することを要望する。特に小学校の教員の養成におい
て、理科に関する教育をより充実すべきである。具体的には、小・中・高校の各段階で、理科を教える教員に必須の知識と
技能を基準として示し、養成段階でその基準に到達できるようにすべきである。教員を目指す学生には、高校で一定範囲
の理科の履修を大学入学要件に課すことも検討すべきである。

○成長を支える人材の育成に関する研究会 最終報告

（平成23年3月4日 産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ））

３．課題・産業界の対応・行政への期待
（４）理科教育を取巻く環境
【課題】
・大学教育学部等で小学校教員を目指す学生は文系学生である。大学受験時に理科を選択している学生が少ないが、特に
小学校教員採用者の約50％を占める私立大学出身者は、大学受験の時に理科科目を全く受けていない。従って、理科を
好きな学生は少なく、理科になじみが乏しいので、理科に関する知識が不十分と言える。
・小学校の教員免許を取得するために理科科目に関して必要な履修科目はいわゆる「理科指導内容」と「理科指導法」の２
科目、計４単位である。これを履修すれば、教育実習を経て小学校で理科を教えることができるなど、理科教育を行う上で
の基礎学力および訓練が不足している感がある。
【行政への期待】
・教育の場面での理科離れ問題への対応の最大のポイントは、先生方の理科教育の力を伸ばすことである。まずは、教員
養成の場である大学の教育学部で、理科が好きで、理科教育にも熱心に取り組める教員を養成することが第一といえる。
そのためには、学生の選抜を含めて、教員養成課程のカリキュラムを見直すことが選択肢の一つと考えられる。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑩

○理科好きの子どもを育てるための提言

（平成22年8月 技術同友会）
現状認識
③理科系がよく分かる教師が少ない
小学校の教師になるには、多くの専門単位を取らなければならないので、理系の学生には難しい。教員養成課程では理
科教育法は数単位で免許の取得が可能で、また教員養成課程への入学も文系の受験勉強で可能なので、現実には理系
のバックグラウンドでない教員が理科を教えることが多くなる。結局、理科系がよくわかる先生があまり多くないということが
問題である。

○理科系人材問題解決への新たな挑戦

（平成22年6月28日 公益社団法人経済同友会）
３．理科系人材問題の解決に向けた挑戦・政策
（６）教員の確保と資質向上
①理科好きな教員を増やすため、そして初等教育から専門性を持つ教員による授業を行うために、理科系学部でも小学
校教員免許の取得を可能にする
②教員の社会性と専門性を継続的に向上させるために、リカレント教育や教職大学院と理科系大学院の連携の強化など、
教員養成方法を改善する

○知識基盤社会を牽引する人材の育成と活躍の促進に向けて

（平成21年8月31日 科学技術・学術審議会人材委員会）
第4章 次代を担う人材の育成
1．才能を見出し、伸ばす取組の充実
（1）理数好きな子どもの裾野の拡大
一方、教員に関しては、現状では、小学校の教員の約6割が理科を指導するのが苦手という調査もあることから、例え
ば、大学は、教員養成の段階において、教育委員会等と連携して、観察・実験実習の機会を増やすとともに、科学技術と
社会とのつながりに関する講義を充実させるなどの取組を進めるべきである（図56）。また、理科専科や小・中学校の連
携等により、理工系出身者を小学校の教員として登用していくことも進めるべきである。国は、引き続き、小中学校の理数
教育指導において中核的役割を果たす教員の養成を支援すべきである。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑪



○科学技術立国を担う人材育成の取り組みと施策 報告書

（平成23年6月2日 公益社団法人 経済同友会）

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑫

３．【取り組みと施策】幼少期からの「理科離し」解消策とキャリア形成の支援を
B）理科好きの教員の拡充を
子供の学力向上には、教員の指導力が非常に大きく関係している。小学校においては、理科系出身の教員が極端に少な
いことや教員自身が理科嫌いであること等の指摘もある。教員の理数教科の指導力強化のみならず、理科好きの教員に
よる魅力溢れる授業運営などを早期実現しなければならない。なお、理科好きの教員に関しては小学校が注目されがちで
あるが、中学校においても同様の問題意識を持って対応する必要がある。
①教員養成課程における理科系科目の内容の一層の拡充を図る。②小学校の理科の専門教員を導入する。さらに、理
科系学部でも免許取得を可能にする。

○新しい高校地理・歴史教育の創造 提言

（平成23年8月3日 日本学術会議 高校地理歴史科教育に関する分科会）

(3) 大学における高校教員の養成課程の改革
①世界史・日本史
i)高校教員の養成課程編成にあたっては、教育現場の課題に対応できる教員の生活指導力の育成と専門教科の指導力（知識の伝達だけで
なく、教材開発力や歴史認識の育成など）の両面をのばせる工夫を図る、ii)大学における日本史、東洋史、西洋史の３区分は高校教育におけ
る世界史と日本史の区分とずれており、少なくとも高校教員の養成課程においては東洋史と西洋史の融合を進めるとともに、東アジア史など
の設定により日本史と世界史の融合した教育を促進、とくに、歴史基礎が新設される場合には、それに対応した教職科目の新設が必要、iii)教
員の問題解決力や教材開発力を育成するために教職課程では演習方式による歴史教育法の充実を図る、iv)「教職に関する科目」と「教科に
関する科目」の中間に「教科内容に関する科目」を設定する場合には、各大学の自主的なカリキュラム編成を尊重すべきである。
②地理
i)近年の教職実践力の強化を重視し、教科専門力を軽視する傾向を是正し、「教科に関する科目」だけでなく、「教科又は教職に関する科目」
の枠組みでも積極的に地理学関係の科目を設置する、ii) 「経済地理学・都市地理学」、「文化地理学」、「歴史地理学」、「地理情報学」（地図・
GIS概論）など多様なカリキュラムを提供するとともに、「教授法」や「教材研究」の設定が必要、iii)「教科に関する科目」のなかに科目名「地図
/GIS実習（コンピュータ活用を含む）」を設置するのが望ましいが、法改正に至るまでにも「教科又は教職に関する科目」として調査実習やGIS
技法の修得を行うことを推進する、iv)以上のカリキュラム改革の実現のためには、地理学関係の教員増員や大学入試における地理科目の増
加を教職課程のある全国の大学関係者に働きかけ

○高等学校における地理歴史科の履修形態の改善に関する要請

（平成22年4月16日 地理学連携機構）

世界史のみ必修という制度は、教員免許取得上でも問題を抱えています。高等学校地理歴史科教員免許状の取得のた
めに、高等学校で世界史と日本史しか履修していない学生が、大学においてわずかな地理学の単位を取得するだけで地
理歴史科の免許を取得し、高等学校の現場に出る傾向が増加しています。すなわち、中学校レベルの知識と大学での最
低限の単位取得のみで高等学校の地理の授業を担当することになります。

○現代的課題を切り拓く地理教育

（平成19年9月20日 日本学術会議 人文・経済地理と地域教育分科会、人類学分科会）
2.6 地図/ＧＩＳに関する教員のスキルの向上と教育現場での地図/ＧＩＳ利活用の推進
地図/ＧＩＳに関する基礎的知識や技能の習得により、地理空間情報を活用した学習の習慣を身につけ、地域の自然、文
化や歴史に愛着を感じ、地域づくりに参画できる能力、国際化や地方分権を理解する人材を育成することが求められてい
る。学校教育の中で地図/ＧＩＳを積極的に利活用することが重要であるが、そのためには、教員の地図/ＧＩＳに関する基礎
知識や技能の向上が必要である。地理教育の充実を図るべく教員養成カリキュラムに地図/ＧＩＳに関する科目を新設し、
現職教員への地図/ＧＩＳ研修なども実施すること。

○ これからの教師の科学的教養と教員養成の在り方について

（平成19年6月22日 日本学術会議）

４ 科学的教養のための教師教育政策への長期的提言
（１）教員養成を学部レベルの教育から大学院レベルの教育に移行する改革の実施
日本における教員養成はいまだ学部段階を中心としており、他の多くの先進諸国に比べ高度な教養の育成を大学院で
実施する点では大幅に立ち遅れた状況にある。今後学部段階において専門基礎の学習と科学的教養を培い、教員養成を
専門家教育として修士課程を中心に行うよう、教員養成制度全体をグレードアップしていく必要があり、また実践を通して
その高度専門職性を認定していくことが必要である。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑬



○学校教育を中心とした環境教育の充実に向けて 提言

（平成20年8月28日 日本学術会議 環境思想・環境教育分科会）

２ 現状及び問題点
（3）教員養成課程における現状及び問題点
教員もまた一市民であり、時代の進路を定めるための基礎知識を持たなくてはならない。地球環境の悪化を食い止めるた
めに、子どもの教育にかかわる全ての教員に環境知識、体験活動が必須である。
教員養成課程においても、教員になるすべての学生に環境学概論、環境教育論を必修とするほか、選択科目として環境
関連科目を学び、同時に自然体験実習や生活体験、ボランティア体験などを義務付けるべきである。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑭

9． 教師が子どもたちと向き合う時間の確保などの教育条件の整備等
（３） 効果的・効率的な指導のための諸方策
（教師の資質向上）
○ なお、社会の激しい変動や学校教育が抱える課題の複雑化・多様化等の中で、教師に対する揺るぎない信頼を確立

していくためには、大学における養成段階が重要であることは言うまでもない。まず、教員養成大学・学部をはじめとする
大学が、子どもたちの思考力・判断力・表現力等をはぐくむための観察・実験やレポートの作成、論述といった体験的な
学習や知識・技能を活用する学習活動を重視するといった学校教育の改善の方向性や動向を十分に踏まえる必要があ
る。その上で、学部段階で、教師として必要な資質・能力を身に付けさせ、今回創設された「教職大学院」では、より高度
な専門性を備えた力量のある教師を養成することが求められる。大学は、このような使命を十分自覚し、国民や社会の
要請に応える必要がある。なお、教員養成大学・学部は、附属学校も含めて、効果的な指導方法についての研究成果な
どに基づいて、相互の交流等を通じた継続的な学校への支援が求められるとともに、特に市町村教育委員会の指導力
の向上にも大きな役割を果たすことが期待される。

○ 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について（答申）

（平成20年1月17日 中央教育審議会）

○学校安全の推進に関する計画の策定について

（平成24年3月21日 中央養育審議会）

３ 学校における安全に関する組織的取組の推進
（４）学校安全に関する教職員の研修等の推進
○教職を志す学生が学校安全に関する知識技能を修得することができるよう、教員養成課程などにおいて、行政や学校

現場で行われている安全教育に関する新しい動きを学ぶことができるようにする取組について検討することが必要である。
○国は、教員養成段階にある学生への学校安全に関する教育について、各大学の自主性を踏まえつつ、教員養成課程

で学ぶことが必要な内容を整理するとともに、学校安全に関連する講義の開設や教育実習での学校安全に係る業務の実
施など積極的な取組がなされるよう促す。
○大学の教員養成課程において、学校危機に対する予防プログラムを開発したり、そのプログラムを研究授業などに活

用する取組などを国が支援しており、引き続き、このような大学の取組を地域の実情に応じて展開することについて支援す
る。

各種答申等における教員養成に関する記述（抜粋）⑮



Ⅱ－２８．近年の教員養成・免許制度の主な改革

・ 普通免許状の種類を専修免許状、一種免許状、二種免許状の３種類に
・ 二種免許状のみ有する教員に一種免許状取得の努力義務を課す
・ 免許状授与に必要な専門教育科目の単位数の引き上げ
（例：小学校一種免許状１１単位増）
・ 社会人の学校教育への活用
（特別免許状、特別非常勤講師制度の創設）

○ 昭和６３年

・ 小・中学校の普通免許状取得希望者に介護等体験の義務付け（７日間）

○ 平成９年

○ 平成１０年

・ 教員養成カリキュラムの柔軟な編成を可能とする方式の導入
（「教科又は教職に関する科目」の新設）
・ 教職に関する科目の充実
（例：中学校一種免許状 １９単位→３１単位）
・ 社会人活用の促進
（特別免許状の対象教科の拡大、有効期限の延長等）

○：免許制度に係るもの ※：大学等の設置に係るもの

・ 現職教員が専修免許状を取得する際に必要な単位数につい
て、在職年数に応じた低減措置を廃止
（６単位まで低減→１５単位の修得が必要）
・ 高等学校の免許教科の新設（情報、福祉等）
・ 特別免許状保有者が普通免許状を取得できる制度の創設

○ 平成１２年

・ 他校種免許状による専科担任制度の拡充
・ 隣接校種免許状の取得の促進
・ 特別免許状制度の改善（学士要件、有効期限の撤廃）
・ 免許状の失効等に係る措置の強化
（懲戒免職処分を受けた者は免許状失効等）

○ 平成１４年

・ 栄養教諭免許状の創設

○ 平成１６年

・ 特別支援学校教諭免許状の創設

○ 平成１８年

・ 教員免許更新制の創設

○ 平成１９年

・ 教職実践演習の新設、教職課程への是正勧告・認定取消しの制度化

○ 平成２０年

※ 平成１９年

・ 教職大学院制度の創設

※ 平成１７年

・ 教員分野に係る大学の設置等に関す
る抑制方針を撤廃



平成２１年度に、校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、教諭、講師、助教諭、養護教諭及び栄養教諭として採用さ
れた教員の数である。

Ⅲ－１．新規採用教員の学歴について

計

私立

公立

国立

計

私立

公立

国立

計

私立

公立

国立

計

私立

公立

国立

区分

０％０％２６．７％４０．０％２０．０％１３．３％１５
高
等
学
校

０．４％１．７％６３．８％１３．７％１５．１％５．２％５，２０７

１．４％２．０％６４．７％１６．３％１１．２％４．４％３，２３７

０．３％６．４％４７．８％８．４％３２．４％４．７％３５８

０．５％７．７％３９．３％１．１％４７．５％４．０％１６，９９４

０％２．７％２７．０％０％３５．１％３５．１％３７

小
学
校

０．２％４．３％５４．９％４．４％３１．０％５．２％９，９０８

０％０％１２．１％１５．２％３６．４％３６．４％３３

中
学
校

０．５％７．７％３９．４％１．２％４７．１％４．０％１７，３８９

２．０％６３．１％１８．０％０．１％１６．２％０．７％１，６１１

０％１８．２％１８．２％０％１８．２％４５．５％１１

幼
稚
園 １．８％７５．６％１６．０％０．３％６．１％０．２％９，７４２

６４．１％

５５．２％

５９．６％

１６．２％

大学

１．８％

４．０％

０．９％

７３．８％

短期大学

一般系教員養成系

１３．６％

２９．２％

１０．８％

７．５％

大学

０．３％６．１％５．３％１０，９１９

０．８％１４．８％４．９％８，４５９

０．８％２２．５％５．３％９７８

１．８％０．３％０．３％１１，３６４

その他大学院大学院
採用総数（人）

（平成22年度学校教員統計調査）

労働基準法労働契約の締結による雇用
国立学校教員

私立学校教員

根拠法令採用・雇用区分

国家公務員法

地方公務員法
競争試験による採用一般行政職員

地方公務員法

教育公務員特例法

地方教育行政の組織及び運営に関
する法律

選考による採用公立学校教員

（参考）

（一部選考による採用もあり）

Ⅲ－２．教員の採用について



Ⅲ－３．公立学校教員採用試験における受験者数及び採用者数の推移

（教職員課調べ）

平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年
受験者数（Ａ） 49,437 50,139 50,446 51,973 51,763 53,398 53,061 51,804 54,418 57,817
採用者数（Ｂ） 7,787 9,431 10,483 11,522 12,430 11,588 12,372 12,437 12,284 12,883
採用倍率（A/B） 6.3 5.3 4.8 4.5 4.2 4.6 4.3 4.2 4.4 4.5
受験者数（Ａ） 46,574 50,057 53,871 59,845 59,879 60,527 58,647 56,568 59,060 63,125
採用者数（Ｂ） 3,871 4,226 4,572 5,100 5,118 6,170 6,470 6,717 6,807 8,068
採用倍率（A/B） 12.0 11.8 11.8 11.7 11.7 9.8 9.1 8.4 8.7 7.8
受験者数（Ａ） 42,349 42,413 42,206 38,581 35,593 36,445 33,895 33,371 34,748 37,629
採用者数（Ｂ） 3,044 3,051 2,985 2,754 2,674 2,563 3,139 3,567 4,287 4,904
採用倍率（A/B） 13.9 13.9 14.1 14.0 13.3 14.2 10.8 9.4 8.1 7.7
受験者数（Ａ） 5,617 5,703 6,094 5,908 6,012 6,215 6,827 7,322 8,092 8,939
採用者数（Ｂ） 1,278 1,399 1,525 1,486 1,480 1,413 1,939 2,104 2,365 2,533
採用倍率（A/B） 4.4 4.1 4.0 4.0 4.1 4.4 3.5 3.5 3.4 3.5
受験者数（Ａ） 7,000 7,312 7,740 8,086 8,196 8,362 8,611 8,989 9,228 9,552
採用者数（Ｂ） 708 694 749 744 835 840 886 973 982 1,095
採用倍率（A/B） 9.9 10.5 10.3 10.9 9.8 10.0 9.7 9.2 9.4 8.7
受験者数（Ａ） - - - - - 304 259 820 1,201 1,318
採用者数（Ｂ） - - - - - 73 44 99 161 150
採用倍率（A/B） - - - - - 4.2 5.9 8.3 7.5 8.8
受験者数（Ａ） 150,977 155,624 160,357 164,393 161,443 165,251 161,300 158,874 166,747 178,380
採用者数（Ｂ） 16,688 18,801 20,314 21,606 22,537 22,647 24,850 25,897 26,886 29,633
採用倍率（A/B） 9.0 8.3 7.9 7.6 7.2 7.3 6.5 6.1 6.2 6.0

養護教諭

栄養教諭

合計

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

Ⅲ－４．公立学校教員採用試験における学歴別採用者の状況

（教職員課調べ）
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Ⅲ－５．公立学校教員採用試験における大学院修了者の状況

（教職員課調べ）
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○採用者に占める大学院修了者の割合

Ⅲ－６．公立学校教員採用試験における受験者数及び採用者数
（平成２３年度採用者）

１０．９倍

９．１倍

８．７倍

５．５倍

７．６倍

７．８倍

４．１倍

うち女性

６．０倍

８．８倍

８．７倍

３．５倍

７．７倍

７．８倍

４．５倍

採用倍率（Ａ／Ｂ）

１，０９２１，０９５９，４２１９，５５２養護教諭

１４５１５０１，２５０１，３１８栄養教諭

１６，３９９

１，６１７

１，８４３

３，６００

８，１０２

うち女性

８，０６８２８，４２０６３，１２５中学校

１２，８８３３３，３５４５７，８１７小学校

うち女性

２９，６３３９１，６４７１７８，３８０計

２，５３３５，５００８，９３９特別支援学校

４，９０４１３，７０２３７，６２９高等学校

採用者数（Ｂ）受験者数（Ａ）
区分

注１：採用者数は、平成２３年６月１日までに採用された数である。
２：学校種の試験区分を設けずに選考を行っている県市の受験者数は、小学校の受験者数に含んでいる。
３：中学校と高等学校の試験区分を分けずに選考を行っている県市の受験者数は、中学校の受験者数に含んでいる。
４：特別支援学校の受験者数は、「特別支援学校」の区分で選考試験を実施している県市の数である。

（単位：人）

（平成２３年度教職員課調べ）



受験者数 採用者数 受験者数 採用者数 受験者数 採用者数 受験者数 採用者数 受験者数 採用者数 受験者数 採用者数 受験者数 採用者数
競争率
(倍率)

1 北海道 2,042 339 2,123 232 1,515 105 435 97 325 17 120 11 6,560 801 6.3 1 北海道

2 青森県 574 31 585 46 589 68 251 35 108 13 2,107 193 10.9 2 青森県

3 岩手県 518 16 545 39 538 42 125 28 58 3 16 4 1,800 132 13.6 3 岩手県

4 宮城県 1,230 110 1,551 119 692 81 258 27 52 7 3,783 344 7.6 4 宮城県

5 秋田県 192 20 333 16 406 34 149 19 51 7 1,131 96 11.8 5 秋田県

6 山形県 406 87 475 50 358 30 79 26 75 6 25 1 1,418 200 7.1 6 山形県

7 福島県 779 77 862 54 1,107 96 301 52 214 25 3,263 304 10.7 7 福島県

8 茨城県 848 184 1,016 191 793 95 232 45 172 22 30 3 3,091 540 5.7 8 茨城県

9 栃木県 697 133 730 85 536 49 178 29 116 24 2,257 320 7.1 9 栃木県

10 群馬県 562 129 882 200 768 114 109 29 136 15 2,457 487 5.0 10 群馬県

11 埼玉県 2,444 647 2,519 329 2,350 266 145 351 44 28 20 7,692 1,451 5.3 11 埼玉県

12 千葉県 2,238 606 4,275 356 216 413 171 307 30 7,233 1,379 4.7 12 千葉県

13 東京都 5,961 1,590 9,769 793 389 1,210 254 963 91 17,903 3,117 5.7 13 東京都

14 神奈川県 2,203 441 2,211 241 2,710 350 294 176 276 24 7,694 1,232 5.5 14 神奈川県

15 新潟県 662 190 743 111 554 58 32 134 23 55 10 2,148 424 5.1 15 新潟県

16 富山県 353 137 651 70 42 59 41 66 17 1,129 307 3.7 16 富山県

17 石川県 633 162 911 81 60 37 83 10 1,627 350 4.6 17 石川県

18 福井県 1,177 37 64 32 23 49 6 1,226 162 7.6 18 福井県

19 山梨県 275 39 374 38 165 17 52 17 40 5 34 8 940 124 7.6 19 山梨県

20 長野県 800 111 779 94 700 92 120 25 135 7 2,534 329 7.7 20 長野県

21 岐阜県 757 271 665 166 660 129 235 46 162 20 26 3 2,505 635 3.9 21 岐阜県

22 静岡県 729 164 772 163 1,197 124 368 96 156 27 3,222 574 5.6 22 静岡県

23 愛知県 2,697 730 2,532 410 2,407 318 591 110 522 70 132 10 8,881 1,648 5.4 23 愛知県

24 三重県 882 206 869 135 776 125 66 14 211 26 69 7 2,873 513 5.6 24 三重県

25 滋賀県 585 207 585 118 344 32 169 55 74 15 27 2 1,784 429 4.2 25 滋賀県

26 京都府 829 181 777 130 902 73 206 47 109 11 46 2 2,869 444 6.5 26 京都府

27 大阪府 2,909 774 2,894 591 3,166 602 217 43 443 61 116 9 9,745 2,080 4.7 27 大阪府

28 兵庫県 2,257 454 1,744 279 1,935 239 290 85 401 38 63 5 6,690 1,100 6.1 28 兵庫県

29 奈良県 850 219 762 128 477 60 121 38 84 10 51 3 2,345 458 5.1 29 奈良県

30 和歌山県 549 126 548 76 560 76 98 29 86 3 1,841 310 5.9 30 和歌山県

31 鳥取県 305 50 400 17 98 5 100 14 49 4 952 90 10.6 31 鳥取県

32 島根県 381 81 354 29 323 20 91 17 75 16 21 2 1,245 165 7.5 32 島根県

33 岡山県 973 181 996 83 697 76 58 179 29 2,845 427 5.2 33 岡山県

34 広島県 959 192 1,111 97 919 82 178 61 189 9 3,356 441 5.2 34 広島県

35 山口県 433 121 453 55 406 52 27 5 117 20 1,436 253 5.7 35 山口県

高等学校

区分区分

特別支援学校 養護教諭 栄養教諭 計小学校 中学校

（平成２３年度教職員課調べ）

Ⅲ－７．平成２３年度各県市別受験者数、採用者数、採用倍率①

36 徳島県 501 93 379 40 374 27 79 17 134 17 1,467 194 7.6 36 徳島県

37 香川県 470 133 414 62 344 59 70 18 84 15 27 6 1,409 293 4.8 37 香川県

38 愛媛県 480 70 427 43 506 50 52 16 111 20 47 9 1,623 208 7.8 38 愛媛県

39 高知県 313 57 418 61 362 23 83 17 59 11 46 11 1,281 180 7.1 39 高知県

40 福岡県 1,131 196 1,006 78 1,343 71 7 169 7 3,649 359 10.2 40 福岡県

41 佐賀県 328 48 395 52 466 38 58 8 76 12 1,323 158 8.4 41 佐賀県

42 長崎県 575 42 540 35 532 41 149 15 102 10 1,898 143 13.3 42 長崎県

43 熊本県 880 95 745 52 858 70 157 20 191 10 57 4 2,888 251 11.5 43 熊本県

44 大分県 474 65 498 40 598 35 143 15 84 14 1,797 169 10.6 44 大分県

45 宮崎県 473 41 533 35 391 25 137 15 115 5 1,649 121 13.6 45 宮崎県

46 鹿児島県 1,016 109 821 65 887 58 0 40 211 16 86 3 3,021 291 10.4 46 鹿児島県

47 沖縄県 1,481 250 1,029 108 1,844 94 252 35 254 25 4,860 512 9.5 47 沖縄県

48 札幌市 138 57 4 33 2 0 234 (6.3) 48 札幌市

49 仙台市 93 55 1 2 3 0 154 (7.6) 49 仙台市

50 さいたま市 548 135 489 61 61 8 1,098 204 5.4 50 さいたま市

51 千葉市 104 57 7 3 0 171 (4.7) 51 千葉市

52 川崎市 895 139 692 58 35 9 2 53 7 1,675 215 7.8 52 川崎市

53 横浜市 1,678 364 1,563 276 6 205 55 213 19 3,659 720 5.1 53 横浜市

54 相模原市 99 57 4 0 160 (5.5) 54 相模原市

55 新潟市 128 20 121 10 29 6 278 36 7.7 55 新潟市

56 静岡市 171 43 182 34 34 3 387 80 4.8 56 静岡市

57 浜松市 233 63 283 54 41 6 557 123 4.5 57 浜松市

58 名古屋市 851 193 1,328 172 87 18 155 13 2,421 396 6.1 58 名古屋市

59 京都市 843 177 838 96 156 7 88 16 55 9 30 3 2,010 308 6.5 59 京都市

60 大阪市 971 265 897 255 173 14 329 115 203 28 50 1 2,623 678 3.9 60 大阪市

61 堺市 587 178 526 104 19 5 51 10 26 2 1,209 299 4.0 61 堺市

62 神戸市 897 173 939 133 36 6 43 16 123 14 38 1 2,076 343 6.1 62 神戸市

63 岡山市 81 29 6 0 116 (5.2) 63 岡山市

64 広島市 128 63 9 4 5 0 209 (5.2) 64 広島市

65 北九州市 356 98 392 56 58 10 57 6 863 170 5.1 65 北九州市

66 福岡市 848 150 874 84 76 9 166 29 113 7 2,077 279 7.4 66 福岡市

57,817 12,883 63,125 8,068 37,629 4,904 8,939 2,533 9,552 1,095 1,318 150 178,380 29,633 6.0

（注）1．各校種別受験者数、採用者数が空欄となっているのは、次の理由による。

ⅰ.

ⅱ.

ⅲ.

ⅳ.

ⅴ.

　　　2．上記の空欄のほか、採用者数の一部に他の試験区分で受験し当該校種に採用された者が含まれている欄がある。

　　　3．競争率が(  )で表示されている指定都市については、それを包含する都道府県と合同で選考試験を実施しているため、それぞれの採用者数を合算して競争率を算出

　　　　しており、その数値は県と同値となっている。

札幌市，仙台市，千葉市，相模原市及び広島市は，選考試験を北海道，宮城県，千葉県，神奈川県及び広島県と共同で実施するため，受験者数はそれぞれの道府県の欄に含ま

れている。

岡山市は平成21年4月1日から政令指定都市となったため、採用選考は岡山県にて実施している。

福井県は，学校種別による試験区分がないため，中・高・特別支援学校の受験者数は，小学校に一括記入している。

上記以外の高等学校の受験者数の空欄については，高等学校の試験区分をせず，主に，中学校と一括して選考試験を実施しているか，中学校受験者から採用しているため，中

学校に一括記入している。

特別支援学校の受験者数については、当該学校の試験区分をせず、主に小・中・高等学校の試験区分に含み、各名簿登録者から採用している県市がある。その場合、小・中・

高の受験者には、特別支援学校の受験者も含まれる。

合計



Ⅲ－７．平成２３年度各県市別受験者数、採用者数、採用倍率②
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（平成２３年度教職員課調べ）※広島県には、広島市分を含む。
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Ⅲ－８．公立学校教員採用試験における受験者及び採用者の学歴別内訳
（平成２３年度採用者）
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注１：「教員養成大学・学部」は、国立の教員養成大学又は教員養成学部の出身者の数である。
２：「短期大学等」には、指定教員養成機関等を含む。
３：「採用者数」の（ ）内の数は、学校種ごとの採用者数に対する割合である。
４：採用率（％）＝採用者数÷受験者数×１００
５：大阪府は、受験者・採用者の学歴等を把握していないため、横浜市は、受験者・採用者の学歴等の集計方法が本調査と異なるため、そ

れぞれの自治体の受験者数・採用者数を除いた人数を基に計算している。
６：堺市は、受験者の学歴等を把握していないため、受験者数に堺市の人数は含まれていない。

（平成２３年度教職員課調べ）



（教職員課調べ）

新規学卒者 教職経験者
民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者
新規学卒者 教職経験者

民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者

1 北海道 339 117 201 10 11 34 広島県 192 92 76 18 6

2 青森県 31 4 25 0 2 35 山口県 121 26 82 9 4

3 岩手県 16 7 8 1 0 36 徳島県 93 35 57 1 0

4 宮城県 110 30 74 1 5 37 香川県 133 31 102 0 0

5 秋田県 20 1 19 0 0 38 愛媛県 70 22 4 3 41

6 山形県 87 41 43 2 1 39 高知県 57 15 36 6 0

7 福島県 77 29 39 7 2 40 福岡県 196 70 113 4 9

8 茨城県 184 54 93 20 17 41 佐賀県 48 18 15 2 13

9 栃木県 133 46 78 9 0 42 長崎県 42 15 26 0 1

10 群馬県 129 49 71 2 7 43 熊本県 95 21 0 0 74

11 埼玉県 647 237 272 123 15 44 大分県 65 11 53 0 1

12 千葉県 606 296 224 62 24 45 宮崎県 41 12 24 0 5

13 東京都 1,590 594 786 25 185 46 鹿児島県 109 44 33 3 29

14 神奈川県 441 229 0 0 212 47 沖縄県 250 4 232 5 9

15 新潟県 190 64 106 15 5 48 札幌市 138 37 87 12 2

16 富山県 137 57 73 4 3 49 仙台市 93 36 55 0 2

17 石川県 162 29 122 0 11 50 さいたま市 135 63 66 5 1

18 福井県 37 5 32 0 0 51 千葉市 104 39 44 1 20

19 山梨県 39 9 17 0 13 52 横浜市 364 204 0 0 160

20 長野県 111 41 67 1 2 53 川崎市 139 82 33 0 24

21 岐阜県 271 108 161 1 1 54 相模原市 99 43 50 4 2

22 静岡県 164 80 65 1 18 55 新潟市 20 4 12 2 2

23 愛知県 730 388 238 43 61 56 静岡市 43 15 27 1 0

24 三重県 206 80 112 8 6 57 浜松市 63 31 28 2 2

25 滋賀県 207 88 25 20 74 58 名古屋市 193 123 60 2 8

26 京都府 181 90 80 1 10 59 京都市 177 81 72 10 14

27 大阪府 774 - - - - 60 大阪市 265 85 43 5 132

28 兵庫県 454 167 203 5 79 61 堺市 178 75 0 0 103

29 奈良県 219 122 84 3 10 62 神戸市 173 78 83 5 7

30 和歌山県 126 32 71 2 21 63 岡山市 81 33 47 0 1

31 鳥取県 50 2 48 0 0 64 広島市 128 57 58 12 1

32 島根県 81 22 55 2 2 65 北九州市 98 33 62 1 2

33 岡山県 181 57 116 0 8 66 福岡市 150 46 89 4 11

12,883 4,756 5,377 485 1,491

　採　用　者　数

全国

都道府県

指定都市

　採　用　者　数
都道府県

指定都市

Ⅲ－９．平成２３年度新採用教員の前歴について

※大阪府については、採用者の前歴に関するデータなし。
※神奈川県、熊本県、横浜市及び堺市については、既卒者の前歴に関する内訳データがないため、全て「その他既卒者」としている。

①小学校

Ⅲ－９．平成２３年度新採用教員の前歴について

（教職員課調べ）

新規学卒者 教職経験者
民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者
新規学卒者 教職経験者

民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者

1 北海道 232 83 124 10 15 34 広島県 97 30 50 14 3

2 青森県 46 6 40 0 0 35 山口県 55 9 37 7 2

3 岩手県 39 15 19 5 0 36 徳島県 40 4 36 0 0

4 宮城県 119 29 75 0 15 37 香川県 62 7 55 0 0

5 秋田県 16 2 14 0 0 38 愛媛県 43 8 2 3 30

6 山形県 50 17 31 1 1 39 高知県 61 12 33 16 0

7 福島県 54 20 26 8 0 40 福岡県 78 10 65 3 0

8 茨城県 191 71 70 27 23 41 佐賀県 52 7 31 6 8

9 栃木県 85 21 59 5 0 42 長崎県 35 9 25 0 1

10 群馬県 200 71 116 1 12 43 熊本県 52 5 0 0 47

11 埼玉県 329 95 170 55 9 44 大分県 40 5 30 2 3

12 千葉県 356 140 152 41 23 45 宮崎県 35 5 29 1 0

13 東京都 793 226 411 28 128 46 鹿児島県 65 15 42 1 7

14 神奈川県 241 74 0 0 167 47 沖縄県 108 4 98 0 6

15 新潟県 111 23 70 16 2 48 札幌市 57 10 44 3 0

16 富山県 70 32 33 2 3 49 仙台市 55 17 36 0 2

17 石川県 81 22 52 0 7 50 さいたま市 61 10 40 11 0

18 福井県 64 14 47 1 2 51 千葉市 57 21 33 0 3

19 山梨県 38 10 22 0 6 52 横浜市 276 81 0 0 195

20 長野県 94 30 63 0 1 53 川崎市 58 18 31 2 7

21 岐阜県 166 53 103 9 1 54 相模原市 57 16 38 0 3

22 静岡県 163 78 72 0 13 55 新潟市 10 3 6 0 1

23 愛知県 410 186 175 20 29 56 静岡市 34 7 23 1 3

24 三重県 135 33 94 3 5 57 浜松市 54 21 30 2 1

25 滋賀県 118 32 15 0 71 58 名古屋市 172 79 83 7 3

26 京都府 130 41 81 0 8 59 京都市 96 14 46 11 25

27 大阪府 591 - - - - 60 大阪市 255 80 49 4 122

28 兵庫県 279 78 160 2 39 61 堺市 104 30 0 0 74

29 奈良県 128 45 77 1 5 62 神戸市 133 40 85 3 5

30 和歌山県 76 18 43 1 14 63 岡山市 29 9 19 0 1

31 鳥取県 17 0 17 0 0 64 広島市 63 18 34 8 3

32 島根県 29 8 19 2 0 65 北九州市 56 9 46 1 0

33 岡山県 83 11 64 3 5 66 福岡市 84 10 63 7 4

8,068 2,207 3,753 354 1,163

　採　用　者　数

全国

都道府県

指定都市

　採　用　者　数
都道府県

指定都市

※大阪府については、採用者の前歴に関するデータなし。
※神奈川県、熊本県、横浜市、堺市については、既卒者の前歴に関する内訳データがないため、全て「その他既卒者」としている。

②中学校



Ⅲ－９．平成２３年度新採用教員の前歴について

（教職員課調べ）

新規学卒者 教職経験者
民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者
新規学卒者 教職経験者

民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者

1 北海道 105 28 62 8 7 34 広島県 82 24 46 10 2

2 青森県 68 12 52 1 3 35 山口県 52 9 28 12 3

3 岩手県 42 5 32 4 1 36 徳島県 27 1 25 1 0

4 宮城県 81 22 48 3 8 37 香川県 59 7 43 8 1

5 秋田県 34 3 30 0 1 38 愛媛県 50 14 34 1 1

6 山形県 30 9 16 4 1 39 高知県 23 2 17 4 0

7 福島県 96 12 70 12 2 40 福岡県 71 6 46 9 10

8 茨城県 95 25 55 7 8 41 佐賀県 38 4 23 5 6

9 栃木県 49 9 35 5 0 42 長崎県 41 8 30 2 1

10 群馬県 114 30 61 8 15 43 熊本県 70 11 0 0 59

11 埼玉県 266 84 104 54 24 44 大分県 35 0 32 1 2

12 千葉県 216 61 128 20 7 45 宮崎県 25 1 18 5 1

13 東京都 389 121 196 14 58 46 鹿児島県 58 4 50 1 3

14 神奈川県 350 101 0 0 249 47 沖縄県 94 1 93 0 0

15 新潟県 58 7 38 13 0 48 札幌市 4 0 2 2 0

16 富山県 42 14 23 2 3 49 仙台市 0 0 0 0 0

17 石川県 60 17 37 1 5 50 さいたま市 0 0 0 0 0

18 福井県 32 8 23 1 0 51 千葉市 0 0 0 0 0

19 山梨県 17 3 14 0 0 52 横浜市 6 2 0 0 4

20 長野県 92 19 68 4 1 53 川崎市 9 1 3 3 2

21 岐阜県 129 43 83 1 2 54 相模原市 0 0 0 0 0

22 静岡県 124 27 83 4 10 55 新潟市 0 0 0 0 0

23 愛知県 318 104 169 35 10 56 静岡市 0 0 0 0 0

24 三重県 125 21 84 18 2 57 浜松市 0 0 0 0 0

25 滋賀県 32 4 28 0 0 58 名古屋市 0 0 0 0 0

26 京都府 73 20 52 0 1 59 京都市 7 2 5 0 0

27 大阪府 602 - - - - 60 大阪市 14 1 10 0 3

28 兵庫県 239 43 147 6 43 61 堺市 0 0 0 0 0

29 奈良県 60 17 35 0 8 62 神戸市 6 0 6 0 0

30 和歌山県 76 13 51 3 9 63 岡山市 0 0 0 0 0

31 鳥取県 5 0 5 0 0 64 広島市 9 5 3 1 0

32 島根県 20 0 20 0 0 65 北九州市 0 0 0 0 0

33 岡山県 76 13 62 0 1 66 福岡市 9 0 8 1 0

4,904 998 2,433 294 577

　採　用　者　数

全国

都道府県

指定都市

　採　用　者　数
都道府県

指定都市

※大阪府については、採用者の前歴に関するデータなし。
※神奈川県、熊本県、横浜市及び堺市については、既卒者の前歴に関する内訳データがないため、全て「その他既卒者」としている。
※仙台市、さいたま市、千葉市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、堺市、岡山市、北九州市については、高等学校教員の採用試験
を実施していない。

③高等学校

Ⅲ－９．平成２３年度新採用教員の前歴について

（教職員課調べ）

新規学卒者 教職経験者
民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者
新規学卒者 教職経験者

民間企業等

勤務経験者

その他の

既卒者

1 北海道 97 18 69 4 6 34 広島県 61 10 25 22 4

2 青森県 35 5 29 0 1 35 山口県 5 2 3 0 0

3 岩手県 28 4 22 2 0 36 徳島県 17 2 15 0 0

4 宮城県 0 0 0 0 0 37 香川県 18 2 16 0 0

5 秋田県 19 3 9 7 0 38 愛媛県 16 1 13 1 1

6 山形県 26 6 18 2 0 39 高知県 17 3 10 3 1

7 福島県 52 13 36 3 0 40 福岡県 7 0 6 1 0

8 茨城県 45 13 32 0 0 41 佐賀県 8 2 5 1 0

9 栃木県 29 10 19 0 0 42 長崎県 15 1 14 0 0

10 群馬県 29 9 19 0 1 43 熊本県 20 0 0 0 20

11 埼玉県 145 29 79 34 3 44 大分県 15 1 14 0 0

12 千葉県 171 54 90 18 9 45 宮崎県 15 4 11 0 0

13 東京都 254 64 145 14 31 46 鹿児島県 40 6 28 3 3

14 神奈川県 176 60 0 0 116 47 沖縄県 35 0 35 0 0

15 新潟県 32 7 22 3 0 48 札幌市 33 8 25 0 0

16 富山県 41 12 26 1 2 49 仙台市 1 0 1 0 0

17 石川県 37 5 28 0 4 50 さいたま市 0 0 0 0 0

18 福井県 23 4 18 1 0 51 千葉市 7 0 7 0 0

19 山梨県 17 4 11 0 2 52 横浜市 55 14 0 0 41

20 長野県 25 6 19 0 0 53 川崎市 2 0 2 0 0

21 岐阜県 46 11 33 1 1 54 相模原市 0 0 0 0 0

22 静岡県 96 26 66 2 2 55 新潟市 0 0 0 0 0

23 愛知県 110 15 78 7 10 56 静岡市 0 0 0 0 0

24 三重県 14 4 8 2 0 57 浜松市 0 0 0 0 0

25 滋賀県 55 12 40 2 1 58 名古屋市 18 6 10 1 1

26 京都府 47 13 29 0 5 59 京都市 16 5 7 0 4

27 大阪府 43 - - - - 60 大阪市 115 9 37 3 66

28 兵庫県 85 10 66 1 8 61 堺市 5 0 0 0 5

29 奈良県 38 11 26 0 1 62 神戸市 16 5 9 1 1

30 和歌山県 29 3 23 0 3 63 岡山市 0 0 0 0 0

31 鳥取県 14 0 11 3 0 64 広島市 4 2 1 1 0

32 島根県 17 4 12 0 1 65 北九州市 10 0 9 1 0

33 岡山県 58 9 49 0 0 66 福岡市 29 3 24 1 1

2,533 565 1,424 146 355

　採　用　者　数

全国

都道府県

指定都市

　採　用　者　数
都道府県

指定都市

※大阪府については、採用者の前歴に関するデータなし。
※神奈川県、熊本県、横浜市及び堺市については、既卒者の前歴に関する内訳データがないため、全て「その他既卒者」としている。
※宮城県、さいたま市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市については、特別支援学校教員の採用試験を実施していない。

④特別支援学校



Ⅲ－10．公立学校教員採用者における新卒者・民間企業経験者の推移

●一部自治体においては受験者の経歴等を把握していないため、当該自治体の採用者を除いた人数。（採用者総数については全都道
府県の採用者の合計を記載している。）

●「民間企業等勤務経験者」とは、公立学校教員採用前の職として教職以外の継続的な雇用に係る勤務経験のあった者をいう。ただし、
いわゆるアルバイトの経験は除く。

１,３６７(5.1%)７,８２８(29.1%)２６,８８６平成２２年度

１,３９１(5.4%)７,１２７(27.5%)２５,８９７平成２１年度

１,３４６(4.5%)８,８０７(29.7%)２９,６３３平成２３年度

１,４４４(5.8%)６,３９３(25.7%)２４,８５０平成２０年度

１,７５１(7.7%)５,６８０(25.1%)２２,６４７平成１９年度

１,７７０(7.6%)５,３４１(23.7%)２２,５３７平成１８年度

うち
民間企業等勤務経験者数

うち
新卒者数

採用者総数
年度

（教職員課調べ）
●公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に採用された教員数である。

卒業前年度 卒業年度

10月
採用情報公開
エントリー受付

2~4月
試験
・面接

4月
内
々
定
通
知

5~6月
応
募

7月
一次
試験

8月
二次
試験

10月
合格発表
・

採用内定

10月
内
定

介護等体験 教育実習

Ⅲ－11．採用選考の実施時期について①

【
民
間
企
業
】

【
教

員
】

12月 2月
説明会・セミナー
【広報活動】 エントリー

【選考活動】 シート受付



5.2%
10.2%

2.9%2.6%2.5%2.3%
10.2%9.4%

23.1%20.1%
27.0%

12.2% 14.1%
19.3%

11.9% 12.0%

3.5% 2.0% 4.7% 4.9%

0%

10%

20%

30%

10月以前 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月以降 無回答

３年前 今年度

卒業・修了年度→

※3年前の「12月」は「12月以前」で集計

37.2%

15.3%14.1%

28.7%

2.8%0.8%0.6%
7.5%

30.1%

0.6%1.0%
6.9%

20.2%
24.8%

8.4%1.0%

0%
10%
20%
30%
40%

１月以前 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月以降 無回答

３年前 今年度

卒業・修了年度→

Ⅲ－11．採用選考の実施時期について②

○ 就職活動の開始時期（３年前との比較）

○ 内々定の集中している時期（３年前との比較）

平成２３年度学生の就職・採用活動に関する調査（文部科学省調べ）

最終合格発表

２

９月

三次
試験

二次試験

４

11～2月

４４

１０月

２２

９月

８

９月

採用内定時期

８

９月

５６

８月

６４８６６
教育
委員
会数

３月１０月７月

一次
試験

教員採用選考の実施時期

（平成23年度教職員課調べ）※石川県及び堺市は、一次試験・二次試験の区分をしていないため、「二次試験」の数に含まれていない。

←卒業・修了前年度

←卒業・修了前年度

Ⅲ－１2．公立学校教員採用選考試験の実施方法等について
（平成２４年度教員採用選考試験）

（平成２３年度教職員課調べ）

１．実技試験の実施状況

２

理科

７（１９）

図画工作

１７４５（５３）５０（５４）５１（５６）

英会話等音楽水泳以外の体育水泳

２８（２７）

４７（４３）

家庭

－－３６（３１）６３（６０）１（２）６１（４８）６３（５３）６５（５８）１５（１５）中学校

商業農業
技術

工業
英語書道美術音楽

保健

体育
理科

５１（５４）８（１１）高等学校 ２２（４）４０（３３）４０（３４） ６１２１１（１４）５０（５４）

（中学校・高等学校）

（小学校）

２．面接の実施状況

３８（４９）

１次２次

両方

６３（５９）

２次

試験

４０（５０）

１次

試験

実施状況

５２（５７）

個人・集団

両方

５２（５
７）

集団

面接

６６（６０）

個人

面接

実施方法

その他
臨床心理士

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

民間企業

関係者

３５（－）２４（２０）４８（４５）

面接担当者への民間人起用

４８（５３）２１（１７）３５（２８）５２（４４）４８（５６）

適性検査指導案作成場面指導模擬授業作文・小論文

３．作文・小論文、模擬授業等の実施状況

※（ ）内の数字は、平成１７年度採用試験の状況

（単位：県市）

（単位：県市）

（単位：県市）

（単位：県市）

採用試験実施県市数
４７都道府県
１９政令市



Ⅲ－１3．教員採用における多様な人材を活用するための取組等について
（平成２４年度教員採用選考試験）

＜基本的年齢制限＞

１ （ １）５１歳以上～５８歳以下

１ （ ４）３０歳以上～３５歳以下

３２ （３２）３６歳以上～４０歳以下

１７ （１４）４１歳以上～５０歳以下

１５ （１５）制限なし

県市数（前年度）受験可能年齢の上限

＜基本的年齢制限の緩和＞

受験年齢制限

○教職経験者に対する受験年齢制限の緩和
正規教員経験者 ・・・２８県市（前年度２８県市）
常勤講師経験者 ・・・１９県市（前年度１７県市）
非常勤講師経験者 ・・・ １０県市（前年度 ８県市）

○その他の要件（民間企業経験や資格を有する者）に
よる受験年齢制限の緩和 ・・・２１県市（前年度２３県市）

○特定校種・教科についての受験年齢制限の緩和
・・・ ８県市（前年度 ９県市）

特定の資格や経歴等を持つことによる一部試験免除・特別選考

６２

（６１）

４２

（４４）

１９

（２０）

３５

（３５）

３４

（３６）
実施県市数

教職経験社会人経験国際貢献

活動経験

スポーツ・芸術での
技能や実績

英語の

資格

※ 特別免許状を活用した選考 ２９県市（３０県市）

（ ）内は前年度の県市数

（平成２３年度教職員課調べ）

無特別免許状

の活用

法人格を有する民間企業又は官公庁等で正社員又
は正規の職員としての勤務経験年数が平成13年４
月１日～平成23年3月31日までに通算5年以上ある
こと。（青年海外協力隊員等の期間を含む）

資格要件

１３名（H２２）、２３名（H２３）採用者数

一般選考と同じ選考方法・

試験内容

すべての校種・教科対象となる

校種等

社会人経験者対象の選考

（教諭普通免許状を所有する者を対象とした選考）

名称

有特別免許状の活
用

民間企業の従事者で同一企業3年以上の勤務経
験がある者、又は博士の学位を保有する者で、数
学・工業（機械）に関する高度な専門的知識や技
能を有する者。

資格要件

２名（H２２）、１名（H２３）採用者数

書類審査の結果、選考された者について、面接試
験（口答試問を含む）を行う。

選考方法・

試験内容

高等学校数学・工業対象となる

校種等

社会人特別選考名称

特定の資格や経歴等を持つことによる一部試験免除の例

無特別免許状

の活用

ＴＯＥＦＬ580点（ＣＢＴの場合237点、ｉＢＴの場合は
92点）以上取得者、ＴＯＥＩＣ860点以上取得者又は
実用英語技能検定（財団法人日本英語技能検定
協会）１級合格者のいずれかに該当する者

資格要件

７名（H２２）、５名（H２３）採用者数

第１次試験（筆記試験）のうち専門教科免除される

試験科目

中学校英語

高等学校英語

対象となる

校種等

特定の資格や経歴等を持つことによる特別選考の例

無特別免許状

の活用

国際レベルの大会（オリンピック大会、アジア大会
等）に日本代表として出場した者、又は日本選手
権大会あるいはこれに準ずる大会において優秀な
成績を収めた者

資格要件

５名（H２２）、４名（H２３）採用者数

一次試験のすべて（教職・一般教養、専門教科、
体育実技）

免除される

試験科目

中学校保健体育

高等学校保健体育

対象となる

校種等



Ⅲ－１4．教員採用における大学院在学者・進学者に対する特例について①

○大学院在学や進学を理由に採用を辞退した者等に対し、次年度以降の採用選考試験に
おける特別選考の実施や名簿登載期間の延長など、特例的な措置を講じている自治体
①次年度以降の採用選考試験において一部試験を免除 ‥‥ 岐阜県・大阪府・名古屋市
②次年度以降の採用選考試験において特別選考を実施 ‥‥ 福井県・愛知県・堺市
③採用候補者名簿の登載期間を延長
２３都道府県
北海道・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・岐阜県・静岡県・京都府・兵庫県
奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県
長崎県・大分県・宮崎県
９政令市
札幌市・さいたま市・千葉市・川崎市・相模原市・京都市・岡山市・広島市・福岡市

（上記のうち、「教職大学院」のみを対象としている自治体）
①次年度以降の採用選考試験において一部試験を免除 ‥‥ 岐阜県
③採用候補者名簿の登載期間を延長
北海道・群馬県・東京都・岡山県※・長崎県・札幌市・岡山市※・福岡市
※岡山県及び岡山市は、岡山大学大学院教育学研究科教職実践選考のみを対象

（上記のうち、「専修免許状取得可能大学院」のみを対象としている自治体）
②次年度以降の採用選考試験において特別選考を実施 ‥‥ 福井県
③採用候補者名簿の登載期間を延長 ‥‥ 千葉県・神奈川県・千葉市・相模原市

Ⅱ－１4．教員採用における大学院在学者・進学者に対する特例について②

（教職員課調べ）

0
1 2

6

19

5

26

6

32

0

5

10

15

20

25

30

35

18年度実施 19年度実施 20年度実施 21年度実施 22年度実施 23年度実施

一部免除・特別選考

名簿登載期間の延長

大学院在学や進学を理由に採用を辞退した者に対し、次年度以降の採用選考試験における特
別選考の実施や、名簿登載期間の延長などの特例的な措置を講じている自治体は、教職大学
院設置後（平成20年以降）増加している。

※「名簿登載期間の延長」については、平成21年実施分から調査。

平成20年4月
教職大学院設置



Ⅲ－15．特別免許状を活用した教員採用について

○特別免許状を活用した特別選考を実施している自治体（平成２４年度採用試験）
２５道府県
北海道・青森県・岩手県・秋田県・栃木県・群馬県・千葉県・神奈川県・石川県・長野県・静岡県
愛知県・三重県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・岡山県・山口県・徳島県・香川県
高知県・長崎県・大分県
３政令市
札幌市・千葉市・京都市

（上記のうち、「博士」の学位を有することを資格要件としているもの）

○岩手県（高等学校【数学、工業】）
民間企業の従事者で、平成２３年４月１日現在、同一企業等で３年以上の勤務経験がある者、
又は博士の学位を有する者で、数学・工業（機械）に関する高度な専門的知識や技能を有する者。

○長野県（中学校【数学、理科】、高等学校【数学、理科】）
理学、工学における博士の学位を有し、教員の職務を行うのに必要な熱意と見識を持ち、理数
好きの生徒を育てる意欲のある者（所属長等の推薦が必要）。

○静岡県（高等学校【理科】）
大学院の課程に学んだ経験があり、平成２３年４月１日現在において、「理学博士」の学位を取
得済みである者。

●各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長・教頭等の教職員に対する学校管理研修

1年目 5年目 10年目 15年目 20年目 25年目 30年目

中堅教員研修
副校長・教頭等研修

海外派遣研修（２ヶ月）

●喫緊の重要課題について、地方公共団体が行う研修等の講師や企画・立案等を担う指導者を養成するための研修

・学校組織マネジメントや国語力向上に向けた教育の推進のための指導者育成研修等

・教育課題研修指導者の海外派遣プログラム（２週間）

●法定研修（原則として全教員が対象のもの）

●教職経験に応じた研修

●指導が不適切な教員に対する研修

初任者研修 １０年経験者研修

５年経験者研修 ２０年経験者研修

指導改善研修

●職能に応じた研修
生徒指導主事研修など

新任教務主任研修

教頭・校長研修

●専門的な知識・技能に関する研修

教科指導、生徒指導等に関する専門的研修

●長期派遣研修

大学院・民間企業等への長期派遣研修

都
道
府
県
教
委
等
が
実
施
す
る
研
修

国
レ
ベ
ル
の
研
修

Ⅳ－１．教員研修の実施体系

校長マネジメント研修



指導者養成

◎設 立 平成13年4月設立

◎予 算 平成24年度予算 ： 1,322百万円 (前年度 1,436百万円)

◎役 職 員 役員4人（うち非常勤２人）､職員42人（平成24年2月現在）

文科省が直接実施してきた研修等を一元的・集中的に実施するため、業務、予算・定員(28人)等を移管

⇒

● 「初任者研修」､「１０年経験者研修」など全教員を対象とした法定研修を実施

● センターの研修受講者等が講師となり、地域の実情等に応じた喫緊の重要課題研修を実施 など

自治体の研修実施権者=106
47都道府県、19指定都市、

40中核市

◆喫緊課題の指導者養成 ⇒ いじめ・不登校・非行等の生徒指導、外国人児童生徒の教育、キャリア
【喫緊課題研修】 教育など、喫緊の重要課題について自治体の研修講師等の指導者を養成

◆地域の中核指導者養成 ⇒ 理不尽な要求を繰り返す保護者対応等で必要な教育法規や、組織運営、
【【中央研修中央研修】】 危機管理等の研修により､総合的な学校経営力を備えた学校管理職等を養成

学校教育の機会均等の保障と教育水準の維持等のため、

国と自治体とが、それぞれ適切な役割により、教員の資質能力を向上

独立行政法人「教員研修センター」実施

Ⅳ－２．独立行政法人教員研修センターの概要

国＝教育政策上、真に必要な研修を厳選し、自治体の行う研修の指導者や地域の中核指導者を養成

自治体＝教育センター等において、全教員（約９２万人）に対する研修等を実施

＜「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年１月20日閣議決定）（抜粋）＞
【教員研修センター】

学校教育関係職員に対して、国による実施が必要不可欠な研修を行う等の事業は、国の判断と責任の下で実施すべき業務

である。更なる教員の資質能力の向上は国の重要課題であることから、必要な定員・予算を確保した上で、本法人の機能を一
体として国に移管するとともに、併せてその機能強化を図る。

・産業・理科教育教員派遣研修
・産業・情報技術等指導者養成研修
・産業教育実習助手研修
・学校評価指導者養成研修
・カリキュラム・マネジメント指導者研修
養成研修

●生徒指導、学校安全などの喫緊の重要
課題の研修の指導者養成（１３研修）

・生徒指導の指導者養成研修
・学校組織マネジメント指導者養成研修
・国語力向上指導者養成研修
・道徳教育指導者養成研修
・学校教育の情報化指導者養成研修
・人権教育指導者養成研修
・キャリア教育指導者養成研修
・教育相談指導者養成研修
・小学校における英語活動等国際理解活動指導
者養成研修

・外国語指導助手研修
・外国人児童生徒等に対する日本語指導の指導
者養成研修

・健康教育指導者養成研修
・教育課題研修指導者海外派遣プログラム

● 各地域における高度な学校経営
力を備えた学校管理職等を養成

・教職員等中央研修

（校長マネジメント研修、副校長・教頭等
研修､中堅教員研修）
・英語教育海外派遣研修

● 自治体からの委託等により実施
する研修

Ⅳ－３．独立行政法人教員研修センターが実施する研修（２３年度）

【喫緊の課題に関する研修等の指導者養成】 【地域の中核リーダー養成（中央研修）】



１．目 的：新任教員の実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させる。
２．対 象 者：公立の小学校等の教諭等のうち、新規に採用された者
３．実 施 者：各都道府県、指定都市、中核市教育委員会
４．根 拠 法：教育公務員特例法第２３条（昭和６３年制度創設、平成元年度から実施）

５．研修内容：任命権者が定める。
（教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立）

Ⅰ．校内研修
時間数：週１０時間、年間３００時間程度
講 師：拠点校指導教員、校内指導教員

【実施上の留意点】
・個々の初任者の経験や力量、個々の学校の
抱える課題に重点を置く
・授業の準備から実際の展開に至るまでの授業
実践の基礎（指導案の書き方、板書の仕方、発
問の取り方等）について、きめ細かく初任者を指
導

＜文部科学省が教育委員会に示した内容例＞

Ⅱ．校外研修
日 数：年間２５日間程度
研修場所と研修内容
①教育センター等における教科等に関する専門的な指導
②企業・福祉施設等での体験研修
③社会奉仕体験活動研修及び自然体験活動研修
④宿泊研修 （４泊５日程度）
【実施上の留意点】
・校内研修との有機的な連携を保つ
・初任者が自己の問題意識に応じて講師や研修内容を選択で
きるようにする
・参加型・体験型研修、課題研究・討論など課題解決的な研修
を多く取り入れる
・異なる規模の学校や他校種での研修等、他の学校での経験
を得る機会を確保する

Ⅳ－４．初任者研修の概要

Ⅳ－５．初任者研修の実施状況について（平成２２年度）

１．調査時期 ： 平成２３年６月

２．調査対象 ： １０６都道府県・市（４７都道府県、１９政令指定都市、４０中核市）

３．調査結果（概要）

①対象者数 ：２４，７２１人

3，965

高等学校

6，603

中学校

11，841

小学校

２４，７２１52，307対象者数

合計中等教育学校特別支援学校

２３．４日８．５時間

校外研修校内研修

３．６

特別支援学校

３．６３．６３．６３．６年間平均日数

中等教育学校高等学校中学校小学校

③校外研修における宿泊研修実施日数

②校内研修の平均時間数（１週あたり）及び校外研修の平均日数（年間）



④校外研修の研修内容別実施県市数・割合

４３（67.2%）５０（76.9%）９０（85.7%）９１（86.7%）特別活動

６３（98.2%）６４（98.5%）１００（95.2%）１０１（96.2%）特別支援教育

６０（93.8%）６５（100 %）１０４（99.0%）１０４（99.0%）教科指導

５２（81.3%）５７（87.7%）９６（91.4%）９６（91.4%）学級経営（ﾎｰﾑﾙｰﾑ経営）

６０（93.8%）６５（100 %）１０３（98.1%）１０２（97.1%）生徒指導・教育相談

５８（90.6%）６１（93.8%）９５（90.5%）９５（90.5%）情報教育

５８（90.6%）６４（98.5%）９８（93.3%）９８（93.3%）公務員倫理（ｾｸﾊﾗ含む）

５０（78.1%）５７（87.7%）８７（82.9%）８７（82.9%）対人関係（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力）

５６（87.5%）５９（90.8%）９１（86.7%）９２（87.6%）人権教育

４６（71.9%）５０（76.9%）７９（75.2%）７６（72.4%）カウンセリング

４９（76.6%）５４（83.1%）９３（88.6%）８４（80.0%）学校保健・安全指導

３９（60.9%）３５（53.8%）１０１（96.2%）１００（95.2%）道徳教育

３９（60.0%）

高等学校

（６５県市中）

７３（69.5%）

中学校

（１０５県市中）

７３（69.5%）

小学校

（１０５県市中）

３０（46.9%）総合的な学習の時間

特別支援学校

（６４県市中）
校内研修

５３（５０．０％）４１（３８．７％）実施県市数（実施率）

民間組織等大学・大学院連携先

⑤大学・大学院、民間組織等との連携

（教職員課調べ）

２４，７２１２３，２５９２２，４４１２１，１５７２０，４４２１９，８１７１９，０３９合計

５９６４１２１中等教育学校

１１，８４１１１，６０７１１，６５１１１，４８２１１，６９４１０，８８６１０，１７０小学校

６，６０３６，２７０６，０３３５，５８６４，８０４４，８４９４，４５７中学校

２１，７０２

１，５３３

２，４１０

１８年度

２０，８６２

１，５３８

２，５６２

１７年度

１９，５６５

１，４７９

２，９３２

１６年度

２５，７４３２４，８２５２３，９２０２１，７３４採用者数

２，３０７２，０５０１，９１１１，５８５特別支援学校

３，９６５３，３２３２，８４０２，５００高等学校

２２年度２１年度２０年度１９年度

（教職員課調べ）

Ⅳ－６．初任者研修対象者数の推移

（単位：人）

（参考）

※初任者研修対象者の数・・・当該年度に採用された公立の小学校、中学校、高高等学校、特別支援学校及び中等教育学校の
教諭、助教諭、講師（常勤）の数

採用者数・・・当該年度に公立の小学校、中学校、高高等学校、特別支援学校及び中等教育学校で新たに採用された教員（養
護教諭、栄養教諭を除く。）の数

（注）国公私立学校の正規教員等として、引き続き１年以上勤務経験がある者で、初任者研修を実施する必要がないと任命権者
が認める場合には、初任者研修を免除することができる。



１３，１３７人４，７２０人８，４１７人拠点校方式

総 計 ５，３０７人１，８８３人３，４２４人自校方式

１８，４４４人６，６０３人１１，８４１人計

３３１人１００人２３１人特支学級の学級担任
学級担任の

状 況

４，３７５人１，５５３人２，８２２人自校方式

８，０４１人２，９１７人５，１２４人拠点校方式上記以外の

市 町 村

１，８２９人６３８人１，１９１人拠点校方式
中 核 市

７５０人２６６人４８４人自校方式

３，２６７人１，１６５人２，１０２人拠点校方式
指 定 都 市

３，５９１人２，９７２人６１９人学級担任でない

１４，５５２人３，５３１人１０，９９１人普通学級の学級担任

１８２人６４人１１８人自校方式

計中学校小学校初任者研修の形態設置者

（教職員課調べ）

Ⅳ－７．初任者研修対象者数及び学級担任の状況（平成２２年度）

①小学校

１，０５６校５２校１５５校３３８校５１１校東京都

２，５６９校

（３１．６％）

６４５校

（７．９％）

８０９校

（１０．０％）

６２９校

（７．７％）

１３６校

（１．７％）

１２校

（０．１％）

２人配置校

５，０１２校

（６１．７％）

４３６校

（５．４％）

１，０３５校

（１２．７％）

１，７１２校

（２１．１％）

１，０５１校

（１２．９％）

２６７校

（３．３％）

１人配置校

１，２３２校

（１５．２％）

５１校

（０．６％）

１００校

（１．２％）
２５学級以上

１，９９４校

（２４．５％）

５０校

（０．６％）

１００校

（１．２％）
１９～２４学級

２７９校

（３．４％）
－－１～６学級

１，１８９校

（１４．６％）
－

２校

（０．０％）
７～１２学級

８，１２４校

（１００％）

１５８校

（１．９％）

３８５校

（４．７％）
計

２，３７４校

（２９．２％）

５校

（０．１％）

２８校

（０．３％）
１３～１８学級

計４人以上配置校３人配置校区分

※（ ）内は、初任者が配置されている学校（８，１２４校）に対する割合
東京都については、初任者の配置されている学校の学級数の区分について未報告 （教職員課調べ）

Ⅳ－８．学級規模別初任者配置人数別学校数（平成２２年度）



４５３校２９校５７校１３７校２３０校東京都

１，３３４校

（３０．２％）

９７校

（２．２％）

３２７校

（７．４％）

４９７校

（１１．３％）

２３４校

（５．３％）

４２校

（１．０％）

２人配置校

２，７０５校

（６１．３％）

７９校

（１．８％）

３６５校

（８．３％）

８９１校

（２０．２％）

８５３校

（１９．３％）

２８７校

（６．５％）

１人配置校

２４２校

（５．５％）

１８校

（０．４％）

４８校

（１．１％）
２５学級以上

７８２校

（１７．７％）

３０校

（０．７％）

６０校

（１．４％）
１９～２４学級

３３２校

（７．５％）
－

３校

（０．１％）
１～６学級

１，１１４校

（２５．３％）

２校

（０．０％）

２５校

（０．６％）
７～１２学級

４，４１１校

（１００％）

１０５校

（２．４％）

２６７校

（６．１％）
計

１，４８８校

（３３．７％）

２６校

（０．６％）

７４校

（１．７％）
１３～１８学級

計４人以上配置校３人配置校区分

※（ ）内は、初任者が配置されている学校（４，４１１校）に対する割合
東京都については、初任者の配置されている学校の学級数の区分について未報告

（教職員課調べ）

②中学校

Ⅳ－８．学級規模別初任者配置人数別学校数（平成２２年度）

Ⅳ－９．条件附採用期間を経て正式採用とならなかった教員の推移

２９６３１７３１５３０１２９５２０９１９１正式採用とならなかった者

（全採用者に占める割合）

事
由
別
内
訳

２５，７４３２４，８２５２３，９２０２１，７３４２１，７０２２０，８６２１９，５６５全採用者

１．１５％１．２８％１．３２％１．３８％１．３６％１．００％０．９８％

００００１０３分限免職

３３５２４３４懲戒免職

０１０００００欠格条項失職

２２４１４２７不採用

Ｈ２２Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１８Ｈ１７Ｈ１６

２０２７１０１２１４１６１５うち、不採用決定者

２８８３０２３０４２９３２８１１９８１７２依願退職

６

－

６５

５

－

６１

死亡退職

［病気のうち精神疾患］

うち、病気による者

３９２５５

９１８３－－－

１０１８６９３１０３８４

※地方公務員の採用については、条件附採用制度がとられており（地方公務員法第２２条）、一般の地方公務員

の条件附採用期間は通常６ヶ月であるが、教諭・助教諭・講師については、教育公務員特例法第１２条により１

年間とされている。

※病気を理由とする依願退職者のうち、精神疾患によるものの数は、平成２１年度から調査



Ⅳ－１０．条件附採用期間における依願退職者の状況
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（文部科学省調べ）

○条件附採用期間を経て正式採用とならなかった教諭等のうち、依願退職者数の推移
（人）

１．目 的：個々の能力、適性等に応じて教諭等としての資質の向上を図る。
２．対 象 者：公立の小学校等の教諭等のうち、在職期間が１０年に達した者
３．実 施 者：各都道府県、指定都市、中核市教育委員会
４．根 拠 法：教育公務員特例法第２４条（平成１４年制度創設、平成１５年度から実施）

５．研修内容：任命権者が定める。
（教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立）

＜文部科学省が教育委員会に示した内容例＞

Ⅲ．研修実施後の評価
研修終了後も、引き続き教諭等の資質の向上を図っていくため、
研修終了時に、再度、評価を行い、その結果を、当該教諭等に対
する今後の指導や研修に活用していくことが望ましい。

Ⅰ．評価・研修計画書の作成
①能力、適性等の評価
・都道府県教育委員会は、評価基準を作成し、各学校に配布
・校長は、評価基準に基づき、受講者の能力、適性等について評価を行い、評価の案を市町村教育委員会に提出
・市町村教育委員会は、調整等を行った後、最終的に評価を決定

②研修計画書の作成
・校長は、評価を踏まえ、研修計画書の案を作成
・市町村教育委員会は、評価の結果に基づき、受講者ごとに受講すべき講座等を記載した研修計画書を作成

Ⅱ．研修の実施
①長期休業期間中の研修
日 数：20日間程度※／場 所：教育センター等
講 師：ベテラン教員、指導主事等
規 模：少人数形式
方 法：模擬授業、教材研究、ケーススタディー等

②課業期間中の研修
日 数：20日間程度／場 所：主として学校内
助 言：校長、教頭、教務主任等
方 法：研究授業、教材研究等

Ⅳ－11．十年経験者研修の概要

「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令及び教員免許更新制の実施について」
（２０文科初第９１３号）（抄）
第４ その他
１．十年経験者研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保
○ この場合、十年経験者研修制度の実施に当たって発出した「教育公務員特例法の一部を改正する法律等

の公布について（通知）」（１４文科初第５７５号）において教育センター等において実施する校外研修の期間を２０日
間程度（幼稚園については１０日間程度）を想定するとしているが、例えば、当該校外研修の期間を現行の日数から
５日間程度短縮することも考えられること。



Ⅳ－12．十年経験者研修の実施状況について（平成２２年度）

１．調査時期 ： 平成２３年６月
２．調査対象 ： １０６都道府県・市（４７都道府県、１９政令指定都市、４０中核市）
３．調査結果（概要）

①対象者数 ：１１，３１７人

４６８

幼稚園

２，９３７

高等学校

２，８０３

中学校

４，０１９

小学校

１１，３１７２２１，０６８対象者数

合計中等教育学校特別支援学校

１２．３日１７．６日

校外研修校内研修

８１県市 （７６．４％）教頭を活用

１６県市 （１５．１％）校長のみで作成

研修計画

９６県市 （９０．６％）自己評価を活用している事前評価

１４県市 （１３．２％）その他（教育センターの助言 等）

３２県市 （３０．２％）指導主事が協力

５３県市 （５０．０％）教務主任等を活用

８９県市 （８４．０％）研修教員に対する評価を実施
事後評価

９８県市 （９２．５％）研修教員に対するアンケート調査を実施

実施数 （実施率）調査内容

③事前評価及び研修計画、事後評価の充実（複数回答）

②研修の年間平均日数（幼稚園を除く）

④多様な内容の研修の実施

６

３

０

３

研修内容の

企画・立案

１

１

０

０

研修プログ

ラムの作成

０

０

０

０

研修教員の

事前評価

連携している分野（複数回答）
大学・

大学院

と連携

０４９１２指定都市（１８）

５１８２９３９都道府県（４７）

７３１４９６９総 計（１０５）

２９１１１８中核市（４０）

講座等を利

用した専門

的研修の活用

講師派遣・

研修教材等

の作成

その他

【大学・大学院との連携】

８

３

１

４

研修内容の

企画・立案

６

２

０

４

研修プログ

ラムの作成

１

０

０

１

研修教員の

事前評価

連携している分野（複数回答）

民間組織

等と連携

８１７１３指定都市（１８）

２３７１４３３都道府県（４７）

４８９２４６７総 計（１０５）

１７１３２１中核市（４０）

民間組織等

が開設する

研修の活用

講師派遣・

研修教材等

の作成

社会体験に

おける連携

【民間組織等との連携】

（教職員課調べ）



【参考】免許更新講習導入後の十年経験者研修の実施状況

（平成２３年教職員課調べ）

①十年経験者研修の工夫の状況

２０２３３１
更新講習を受けた者に対する

十年研修の一部免除

２５６２９４１４１１７研修内容の精選

５９１４６１９５９５３５校外研修の日数の削減

７

中学校

［１０４］

７

小学校

［１０４］

３

幼稚園

［６５］

５１７
十年研修に更新講習の全部

又は一部を組み入れ

特別支援学校

［１４］

中等教育学校

［１４］

高等学校

［６７］

［ ］内は十年経験者研修を実施している教育委員会の数

（教育委員会の数）

４．５日４．３日４．６日４．４日４．４日３．５日校外研修の削減日数

１２．１日１２．１日１２．３日１２．４日１２．４日６．６日
更新講習導入後の校外研修

の日数（22年度）

１６．６日１６．４日１６．９日１６．８日１６．８日１０．１日
更新講習導入前の校外研修

の日数（20年度）

中学校小学校幼稚園 特別支援学校中等教育学校高等学校

②校外研修の日数削減の状況（平均日数）

Ⅳ－13．大学院修学休業制度の概要

大学院修学休業制度は、公立学校の教員が専修免許状の取得を目的として、国内外の大学院等の課程を
履修するため、３年を超えない範囲内で休業することができる制度。
平成２３年４月１日現在、休業者１７８人（うち、海外の大学２５人）
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Ⅳ－14．指導改善研修の概要
１．目的 ：指導が不適切な教員の指導の改善を図る。

２．対象者 ：公立学校の教員のうち、任命権者（各都道府県、指定都市教育委員会）に指導が不適切であると認定さ
れた者

３．実施者 ：任命権者（各都道府県、指定都市教育委員会）

４．研修期間：原則として１年以内（延長の場合でも２年以内）

５．研修内容：研修を受ける者の能力、適性等に応じて計画書を作成して実施

６．根拠法 ：教育公務員特例法第２５条の２ （平成１９年改正、平成２０年度から施行）
※平成２０年以前から、各都道府県・指定都市教育委員会において、指導が不適切な教員の人事管理に関する
システムの整備・運用がなされていたところ。

（指導改善研修後の措置）
任命権者が、指導改善研修後も指導の改善が不十分で、児童等に対する指導を適切に行うことができ
ないと認める場合には、免職その他の必要な措置を講ずる。

《参照条文》
教育公務員特例法（昭和二十四年一月十二日法律第一号）

（指導改善研修）
第二十五条の二 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒又は幼児（以下「児童等」という。）に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適
性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修（以下「指導改善研修」という。）を実施しなければならない。
２ 指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、
これを延長することができる。

３ 任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。
４ 任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。

５ 任命権者は、第一項及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則で定めるところにより、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有す
る者及び当該任命権者の属する都道府県又は市町村の区域内に居住する保護者（親権を行う者及び未成年後見人をいう。）である者の意見を聴かなければならない。
６・７ （略）

（指導改善研修後の措置）

第二十五条の三 任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を
講ずるものとする。

Ⅳ－１5．平成２２年度指導が不適切な教員の人事管理に関する
取組等について（概要）

認定者 ①22年度に研修を受けた者 ② ③
総数 研修受 ２３年

現 依 分 分 転 研 その他 講予定 度から（①＋②＋③）
場 願 限 限 任 修 者のう の研修
復 退 免 休 継 ち、別 対象者
帰 職 職 職 続 の措置免職・採用※ １

がなさ他の研修受講 ２
れた者

208 140 62 29 3 10 3 30 3 3 65

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の２の規定による免職・採用

指導が不適切な教員の認定者数の推移
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（６２）

１８年度

（６２）

１９年度

（６３）

２０年度

（６４）

２１年度

（６５）

２２年度

（６６）

認定者

研修対象者

全ての都道府県・指定都市教育委員会を対象として、平成２２年度の状況について調査

１．調査対象・調査時点

２．指導が不適切な教員の認定者数

全ての教育委員会において指導が不適切な教員の人事管理
に関するシステムが整備されており、２２年度における現場復
帰（６２名）や退職等した者（３５名）を含め、これまでの取組の
中で、現場復帰（８９２名）や退職等した者（７７７名）がでており、
一定の対応が進められている。

※ 研修対象者（当該年度）については、１６年度より調査。

※ 年度の下のカッコは、指導が不適切な教員を認定する人事管理システムを導入し

ている県市の数を示す。

指導が不適切な教員のうち
現場復帰または退職等した者
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退職等人数
現場復帰人数

○現場復帰 累計８９２名

○退職等した者 累計７７７名

※ 退職等人数には、依願退職、分限免職、転任が含まれる。

※ 現場復帰、退職等した者の累計人数は平成１２年度からの合計。



１．免許状の有効期間の更新

Ⅴ－１．教 員 免 許 更 新 制 の 概 要①
教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立

ち、社会の尊敬と信頼を得ることが目的。 ＜教員免許更新制の導入：平成２１年４月１日＞

（１） 普通免許状及び特別免許状に１０年の有効期間を定める。
（２） 都道府県教育委員会は、以下の者から申請があった場合に、その免許状の有効期間の更新をすることができる。

① 文部科学大臣の認定を受けた３０時間以上の免許状更新講習の課程を修了した者
② 免許状更新講習の受講を免除される者
○ 教員を指導する立場にある者
○優秀教員表彰者 ※知識技能が不十分な者は不可

（３）現職教員にも同様の制度を適用する。
○ 旧免許状（平成２１年３月３1日以前に授与された免許状）には有効期間は定められない。
○ 旧免許状を有する教育職員及等は、免許状更新講習を修了確認期限までに修了しなかった場合、その者の
免許状は効力を失う。

○ 受講対象者は、毎年約８５，０００～８９，０００人程度

２．免許状更新講習

（１）免許状更新講習を開設できる者
大学、指定養成機関、都道府県等の教育委員会、独立行政法人・公益法人など
（２）免許状更新講習の内容
①教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解
に関する事項（１２時間以上）

②教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項（１８時間以上）

○ 平成２４年度予算（案）において、へき地等で講習を開設する大学への補助など、大学における教員の現職教育への支援等を
行うための経費として、約９千５百万円を計上

３．実施のための取組

Ⅴ－１．教 員 免 許 更 新 制 の 概 要②

１．旧免許状所有者の修了確認期限

平成30年2月1日～平成32年1月31日平成32年3月31日
昭和39年4月2日～昭和40年4月1日
昭和49年4月2日～昭和50年4月1日
昭和59年4月2日～

第１０
グループ

平成29年2月1日～平成31年1月31日平成31年3月31日
昭和38年4月2日～昭和39年4月1日
昭和48年4月2日～昭和49年4月1日
昭和58年4月2日～昭和59年4月1日

第９
グループ

平成28年2月1日～平成30年1月31日平成30年3月31日
昭和37年4月2日～昭和38年4月1日
昭和47年4月2日～昭和48年4月1日
昭和57年4月2日～昭和58年4月1日

第８
グループ

平成27年2月1日～平成29年1月31日平成29年3月31日
昭和36年4月2日～昭和37年4月1日
昭和46年4月2日～昭和47年4月1日
昭和56年4月2日～昭和57年4月1日

第７
グループ

平成26年2月1日～平成28年1月31日平成28年3月31日
昭和35年4月2日～昭和36年4月1日
昭和45年4月2日～昭和46年4月1日
昭和55年4月2日～昭和56年4月1日

第６
グループ

平成25年2月1日～平成27年1月31日平成27年3月31日
昭和34年4月2日～昭和35年4月1日
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日
昭和54年4月2日～昭和55年4月1日

第５
グループ

平成24年2月1日～平成26年1月31日平成26年3月31日
昭和33年4月2日～昭和34年4月1日
昭和43年4月2日～昭和44年4月1日
昭和53年4月2日～昭和54年4月1日

第４
グループ

平成23年2月1日～平成25年1月31日平成25年3月31日
昭和32年4月2日～昭和33年4月1日
昭和42年4月2日～昭和43年4月1日
昭和52年4月2日～昭和53年4月1日

第３
グループ

平成22年2月1日～平成24年1月31日平成24年3月31日
昭和31年4月2日～昭和32年4月1日
昭和41年4月2日～昭和42年4月1日
昭和51年4月2日～昭和52年4月1日

第２
グループ

平成21年4月1日～平成23年1月31日
（平成20 年度実施の「予備講習」受講により
受講義務の一部又は全部が免除可能）

平成23年3月31日
昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
昭和40年4月2日～昭和41年4月1日
昭和50年4月2日～昭和51年4月1日

第１
グループ

免許状更新講習の受講期間
最初の

修了確認期限
生年月日

●教諭免許状又は養護教諭免許状を所有する教育職員等（栄養教諭を除く）

平成29年2月1日～平成31年1月31日平成31年3月31日
平成20年4月1日～平成21年3月31日ま
でに栄養教諭の普通免許状を授与された
旧免許状所持者

④

平成28年2月1日～平成30年1月31日平成30年3月31日
平成19年4月1日～平成20年3月31日ま
でに栄養教諭の普通免許状を授与された
旧免許状所持者

③

平成27年2月1日～平成29年1月31日平成29年3月31日
平成18年4月1日～平成19年3月31日ま
でに栄養教諭の普通免許状を授与された
旧免許状所持者

②

平成26年2月1日～平成28年1月31日平成28年3月31日
平成18年3月31日以前に
栄養教諭の普通免許状を授与された
旧免許状所持者

①

免許状更新講習の受講期間
最初の

修了確認期限
生年月日

●栄養教諭免許状を所持する現職教員等

２．更新講習の受講・終了確認のイメージ

【第２グループ 】
２
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Ⅴ－２．免許状更新講習の内容

免許状更新講習の内容については、免許状更新講習規則、文部科学省告示において、以下の表に掲げる項目及び内容を含
むものとされている。
（大学等は、一の事項の講習は１２時間以上、二の事項の講習は６時間以上で開設する。）

幼児、児童又は生徒に対する指導上の
課題

二 教科指導、生徒指導その他教育
の充実に関する事項

（十八時間以上）

イ 様々な問題に対する組織的対応の
必要性

ロ 学校における危機管理上の課題

学校の内外における連携協力につい
ての理解

イ 学習指導要領の改訂の動向等

ロ 法令改正及び国の審議会の状況等

教育政策の動向についての理解

イ 子どもの発達に関する脳科学、心理
学等における最新の知見（特別支援
教育に関するものを含む。）

ロ 子どもの生活の変化を踏まえた課題

子どもの変化についての理解

イ 学校を巡る近年の状況の変化

ロ 教員としての子供観、教育観等につ
いての省察

教職についての省察一 教職についての省察並びに子ど
もの変化、教育政策の動向及び学
校の内外における連携協力につい
ての理解に関する事項

（十二時間以上）

内容項目事項（時間数）

Ⅴ－３．教員免許更新制の実施状況①

86,187人修了確認期限が平成25年3月31日 （第３グループ）

85,980人修了確認期限が平成27年3月31日 （第５グループ）

84,251人修了確認期限が平成26年3月31日 （第４グループ）

81,050人修了確認期限が平成24年3月31日 （第２グループ）

１．受講対象教員数（推計）

２．受講者数

※選択領域の受講者数は延べ人数。

※「予備講習」は、平成21年度からの更新制の実施に向けて、各大学等が文部科学大臣の指定を受けて、
平成20年度に試行的に行った講習。修了確認期限が平成23年3月31日の現職教員は、予備講習の受
講により更新講習の受講の免除を受けることができる。

161,863人154,745人32,724人選択領域

64,610人61,490人12,593人必修領域

平成22年度
更新講習

平成21年度
更新講習

平成20年度
予備講習

※上記推計については、各都道府県教育委員会の推計値を合計した数値。
※推計値には、校長等免除対象の職にある者を除く。



Ⅴ－３．教員免許更新制の実施状況②

5,290講習614講習実施講習数

258講習2講習廃止講習数

5,548講習616講習認定講習数

選択必修

通信等対面式

60，753人78,492人5,548講習396大学等選択領域

23,950人67,410人616講習242大学等必修領域

受入定員
講習数開設大学数

３．更新講習開設状況

４．平成２２年度更新講習の実施状況

●平成22年度 開設認定実績

●平成23年度 開設認定実績

※選択領域の受講定員は18時間相当に換算

※「廃止講習数」は、受講申込者がいなかったあるいは極めて少な
かったなどの事情により、実施しなかった講習の数。

※人数は全て延べ人数。
※「履修認定を受けなかった人数」は、講習の一部分のみを受講した、通信教育等によ
る講習で課題を提出しなかったなど、当該講習の全体を受講しなかった者や、履修
認定試験に不合格だった者など、受講人数のうち履修認定を受けなかった者の数。

●講習数 ●受講人数・履修認定人数

通信等対面式

69,122人94,438人6,527講習439大学等選択領域

22,450人85,225人765講習285大学等必修領域

受入定員
講習数開設大学数

161,437人64,435人履修認定人数

426人175人履修認定を受けなかった人数

161,863人64,610人受講人数

選択必修

Ⅴ－４．第１グループの修了確認等の状況

■ 調査結果
○ 第１グループの教員数 ９４，４８８人（国立・公立・私立の合計）

○ 修了確認等がなされた者 ９３，８９８人（９９．３８％）
【内訳】・更新講習修了確認 ５５，５７８人

・更新講習受講免除の認定 ３２，８００人
・修了確認期限延長の認定 ５，５２０人

○ 修了確認等がなされなかった者 ５９０人（ ０．６２％）
【内訳】・確認期限前に辞職した者（免許状失効なし） ４９２人（ ０．５２％）

・免許状が失効した者 ９８人（ ０．１ ％）

第１グループ※１の現職教員（免除対象の職にある者を含む）の更新講習修了確認期限（平成２３年３月３１
日※２）経過後の各都道府県教育委員会における修了確認、修了確認期限の延期若しくは免除認定及び免許状の
失効状況等について調査を実施。

※１ 第１グループ：平成２３年３月３１日において、満35歳、満45歳、満55歳の者
※２ ２ヶ月の範囲で修了確認期限を延期した者の更新講習修了確認期限は５月３１日

【調査対象】
国立・公立・私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の第１グループの
現職教員（正規職員及び臨時職員）

【調査時点】
平成２３年４月１日（修了確認期限（3月31日）経過後）ただし、修了確認期限を２ヶ月の範囲で延期した
者は平成２３年６月１日
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Ⅴ－５．平成２２年度免許状更新講習 事後評価結果（確定値）

○ 免許状更新講習の実施にあたっては、講習終了後に受講者による事後評価を行うこととし、その集計結果を２月以内に文部科学省
に報告することを義務づけている。

○ 評価方法については、以下の３項目についてそれぞれ４段階評価で行っている。
Ⅰ．講習の内容・方法についての総合的な評価
Ⅱ．講習を受講した受講者の最新の知識・技能の修得の成果についての総合的な評価
Ⅲ．講習の運営面（受講者数、会場、連絡等）についての評価

○ 各大学等から報告を得ている集計結果について、講習毎の４段階評価の回答割合を算出し、全体の平均値を算定した結果、以下の
ような状況となっている。

※左記の結果は、平成２２年度に実施された以下の
講習についてまとめたもの。
（一部、震災の影響により平成２３年度に実施が延
期された講習を含む。）

よい だいたいよい
あまり

十分でない
不十分

58.5%

54.8%

57.8%

57.0%
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64,610人614講習242大学等

受講者数
（延べ人数）

講習数開設者数

161,863人5,290講習394大学等

受講者数
（延べ人数）

講習数開設者数

●必修領域

●選択領域

● 必修領域

● 選択領域

Ⅵ－１．教員資格認定試験について

大学等で教職課程を取らなかった者で教育者としてふさわしい資質を身に付け，教職を志すに至った者に対し
教職への道を開くことを目的として創設。本試験合格者には、普通免許状を授与する。

○ 実施している試験
① 幼稚園教員資格認定試験（幼稚園教諭二種免許状）
② 小学校教員資格認定試験（小学校教諭二種免許状）
③ 特別支援学校教員資格認定試験
（特別支援学校自立活動教諭一種免許状（視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育））

大学等で教職課程を取らなかった者で教育者としてふさわしい資質を身に付け，教職を志すに至った者に対し
教職への道を開くことを目的として創設。本試験合格者には、普通免許状を授与する。

○ 実施している試験
① 幼稚園教員資格認定試験（幼稚園教諭二種免許状）
② 小学校教員資格認定試験（小学校教諭二種免許状）
③ 特別支援学校教員資格認定試験
（特別支援学校自立活動教諭一種免許状（視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育））

教員資格認定試験教員資格認定試験

Ｈ２２年度合格者数： 幼稚園１８９人、小学校２８９人、特別支援学校２６人

（Ｈ２２年度までの合格者総数： 幼稚園１，４８３人（Ｈ１７～）、小学校６，９３２人（Ｓ４８～）、特別支援１，１８６人（Ｓ４８～） ）



Ⅵ－２．校長の初任者教員に対する評価
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39.6%

42.1%

53.7%

54.8%

58.6%

62.1%

58.7%

51.6%

13.3%

17.3%

6.0%

7.5%

5.0%

0.6%

1.2%

2.9%

2.8%

3.0%

4.8%

4.6%

3.1%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

l.教職員全体と同僚として協力していくこと（N=5,974）

k.対人関係能力、コミュニケーション能力（N=5,972）

j.常識と教養（N=5,970）

i.豊かな人間性や社会性（N=5,965）

h.教材解釈の力（N=5,961）

g.学習指導・授業づくりの力（N=5,948）

f.学級づくり（N=5,955）

e.集団指導の力（N=5,964）

d.児童・生徒指導力（N=5,955）

c.子どもの理解（N=5,972）

b.子どもに対する愛情や責任感（N=5,968）

a.教師の仕事に対する使命感や誇り（N=5,934）

とても充足している やや充足している やや不足している とても不足している

〈初任者教員の資質能力の充足度〉（校長による評価）
ほとんどの項目で「やや不足している」「とても充足している」とする割合が4割を超えており、
校長の初任者教員に対する評価は厳しい。

「教員の資質能力向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果」より

＜管理職に求められる資質能力の充足度＞

「教員の資質向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果」より

39.6

35.7

47.3

36.3

34.2

37.3

27.0

33.2

28.6

27.4

19.6

44.7

44.9

36.4

42.6

42.2

43.1

40.7

44.5

43.4

43.5

32.6

6.2

6.0

7.7

11.0

12.5

9.5

17.8

9.3

14.3

13.8

9.4

7.0

7.0

8.0

12.2

6.4

7.7

7.9

8.0

7.5

11.3

10.2

12.0

31.5

3.4

3.5

1.7

2.0

3.2

2.4

2.2

1.2

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ．教育に関する理念や識見(N=13518)

ｂ．学校運営に関する法令等の知識と理解

(N=13520)

ｃ．管理職としての責任感(N=13525)

ｄ．地域や学校の状況・課題を的確に把握する力

(N=13518)

ｅ．状況や課題に応じて必要な対応策を創造する

力(N=13510)

ｆ．地域、保護者とのコミュニケーションを図る力

(N=13517)

ｇ．教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップ

力(N=13523)

ｈ．関係機関等との連携・折衝を行う力(N=13511)

ｉ．組織的、機動的な学校運営を行う力(N=13509)

ｊ．総合的なマネジメント力(N=13500)

ｋ．その他(N=2130)

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

とても充足している やや充足している やや不足している

とても不足している わからない

（教員による評価） （教育委員会による評価）

15.6

7.1

29.7
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7.8
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7.1

71.5

63.8

61.9

69.0
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59.2

65.0

62.5

58.2

45.7

11.5

26.4

7.2

15.3

30.2

19.2

29.9

25.3

28.8

33.6

14.3 5.7 27.1

1.1

0.8

1.1

1.9

0.7

1.2

0.3

0.2

1.4

0.4

1.6

1.1

1.1

1.1

1.0

1.2

1.2

1.0

1.3

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ａ．教育に関する理念や識見(N=1133)

ｂ．学校運営に関する法令等の知識と理解

(N=1132)

ｃ．管理職としての責任感(N=1132)

ｄ．地域や学校の状況・課題を的確に把握する力

(N=1133)

ｅ．状況や課題に応じて必要な対応策を創造する力

(N=1129)

ｆ．地域、保護者とのコミュニケーションを図る力

(N=1134)

ｇ．教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップ

力(N=1134)

ｈ．関係機関等との連携・折衝を行う力(N=1133)

ｉ．組織的、機動的な学校運営を行う力(N=1133)

ｊ．総合的なマネジメント力(N=1133)

ｋ．その他(N=70)

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

とても充足している やや充足している やや不足している

とても不足している わからない

管理職の資質能力の充足度については、「教職員の意欲を引き出すなどのリーダーシップ力」「組織的・機
動的な学校運営を行う力」「総合的なマネジメント力」が不足していると回答する割合が高い。

Ⅵ－３．管理職に求められる資質能力の充足度



Ⅵ－４．教員養成について

20.7%

22.1%

8.3%

13.7%

24.5%

42.0%

23.6%

38.6%

8.6%

14.4%

24.2%

30.7%

37.8%

60.8%

7.0%

8.7%

21.5%

56.3%

40.5%

39.8%

8.8%

7.9%

16.2%

30.3%

36.3%

64.0%

7.0%

9.4%

23.3%

51.9%
49.2%

21.6%

7.5%

4.6%

51.4%

26.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

教育実習の期間が短い

担当する大学教員の学校現場の経験が不十分

養成課程の期間（原則4年）が短い

内容・カリキュラムの単位数が不十分

最新の知識・技能を身につける内容になっていない

内容・カリキュラムが学校現場に即していない

学生（N=2,381） 大学（N=661） 教育委員会（N=1,151）
保護者（N=6,277） 学校長（N=6,487） 教員（N=14,225）

〈現在の学部段階の教職課程の課題〉

「教員の資質能力向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果」より

※

※

※

※ 大学には、法定されている教職課程の科目の内容・カリキュラムについて照会

Ⅵ－５．教職課程の引き上げについて①

14.1%

18.0%

28.6%

66.4%

31.8%

29.3%

15.4%

17.4%

51.7%

16.3%

22.2%

9.4%

15.3%

55.8%

16.2%

19.4%

11.7%

20.7%

46.3%

21.8%

25.0%

9.7%

18.1%

51.7%

17.1%

11.1%

46.1%

11.8%

6.1%

28.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

特にない

保護者からの信頼を得られる

学生が教員になることに自信がつく

教科や生徒指導などの専門性が高まる

実践的な指導力が身につく

学生（N=2,381） 大学（N=661） 教育委員会（N=1,151）

保護者（N=6,277） 学校長（N=6,487） 教員（N=14,225）

〈教職課程を修士まで引き上げた場合に期待できる効果〉

「教員の資質能力向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果」より



Ⅵ－６．教職課程の引き上げについて②

41.7%

32.0%

20.2%

64.3%

14.0%

85.4%

56.0%

50.8%

35.4%

65.1%

40.7%

89.0%

37.3%

44.2%

21.5%

42.8%

33.1%

77.2%

29.0%

23.9%

14.1%

34.5%

16.6%

59.5%

33.5%

42.6%

18.5%

44.9%

32.6%

72.8%
69.4%

23.3%

45.2%

14.9%

34.5%

29.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

大学・大学院のカリキュラムを見直す必要がある

学校現場の負担とならない教育実習とする必要がある

大学・大学院で指導する教員の確保が難しい

教員

優秀な教員を確保することが難しくなる

学生の経済的な負担が大きくなる

学生（N=2,381） 大学（N=661） 教育委員会（N=1,151）

保護者（N=6,277） 学校長（N=6,487） 教員（N=14,225）

〈教職課程を修士まで引き上げた場合の問題点・課題〉

「教員の資質能力向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果」より

教員として就職できない学生や、途中で教職に
向かないと判断した学生の就職先が問題

Ⅵ－７．教職課程認定の厳格化・事後評価の実施について

〈教職課程の認定制度の是非〉

「教員の資質能力向上方策の見直し及び教員免許更新制の効果検証に係る調査集計結果」より

51.7% 23.7% 19.3%
3.5%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現状の制度のままでよい 認定の基準を厳しくすべき 認定の基準を緩和すべき

制度自体が不要 分からない

教育委員会
（N=1,444）

２割以上の教育委員会が教職課程の「認定基準を厳しくすべき」と回答。

52.5%

38.6%

5.0%

16.0% 43.1% 2.3%

33.9% 8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実施すべきである 実施すべきでない どちらともいえない わからない

教育委員会
（N=1,138）

教職課程を有する大学
（N=655）

〈教職課程の運営に関する事後評価・確認の是非〉

事後評価・確認を「実施すべきではない」とする意見に比べ、「実施すべきである」とする意見の方が多い


